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い
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
北
西
イ
ラ
ン
交
配
と
オ
ル
ベ
ワ
ヤ

は

じ

め

に
西
ア
ジ
ア
ル
五
誕
識
し
た
モ
ン
ゴ
ル
人
は
、
ホ
一
ブ
ズ
ム

イ
ス
マ

I
イ
!
ル

ア
ず
パ
ー
ス
抑
制
カ
リ
ブ
政

日
ツ
キ
タ
イ
朝
、

ア
i
ザ
ル
パ

1
イ
ジ
ャ
ー
ン
の
エ
ル
デ
ィ
グ
ズ

サ
ル
ガ
ル

の
諸
勢
ム
カ
を

た
。
ま
た
、

イ
ル
日
ハ
ン
の
統
治
下
に
ケ
ル

γ
l
ン
の
カ

フ
ァ
ー
ル

ル
;
ム
H

セ
ル
ジ

per
朝
等
が
統
治
擦
を
失
っ

こ
れ
ら
を
除
い
て
、
政
権
麗
立
の

事
情
、
内
部
の
社
会
構
造
、

モ
ジ
ゴ
ル
人
と
の
関
係
等
々
に
つ
い

々
な
性
格
な
持
つ

の
地
方
政
権
は
、
械
か
チ
ム

l
ル
の

っ
て
、

イ
ル
円
ハ
ン
閏
で

へ
一
ブ
ー
ト
の
グ
、
ル
ト

た
佼
俣
の
官
僚
化
、

の
奉
還
の
ど

策ま
はすで
採v 政

ら治
れ生
ず命

を
かな

カミ

ら
え

ブ
ァ

i
ル
ス
の
イ
ン
ジ
ュ
I
朝
、

イ
ス
ブ
プ
ハ
I
ン
の
ム
ザ
ッ
ブ
ァ
ル
朝
柚
一
寸
の
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地
モ方
ン政
ゴ権
ノレ カ2
人モ
'//;ン

イゴ
ラ ノレ
ン 人
各の
地支
で一持

の

も
と

存
続
し

存
続
止
を
承
認
し
た

の
一
つ
に
、
辺
防
が
挙
げ
ら
れ
る
で

第
二
代
の
イ
ル
日

ハ
γ
で
あ
っ
た
ア
バ
カ
は
、

シ
ャ
ム
ス
Y

デ
ィ

i
γ

・
タ
ル
ト
が
、

一
二
七

O
i

し
た
チ
ャ
ガ
タ
イ
持
ハ

シ
ャ
ム
ス
吋
ニ
ア
ィ

1
γ

・

ン

ラ

i
ク
の

た
こ
と
を
理
由
に
、

ヘ
ラ

i
ト
を
破
壊
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の

ジ
払
グ
ァ
イ
ニ
ー
が

同
様
の

ぷ‘

γ
ド-、

〈

S
〉

ヘ
ラ
;
ト
は
破
壊
会
免
れ
た
。

、
キ
プ
チ
ャ
グ
H

ハ
γ
閣
と
の
係
争
地
明
、
あ
っ
た
カ
フ
カ

l
ス

も
あ
っ
た
。
一

ム

ノ¥

年
に
フ
ラ
グ
討
ハ
ン

一
て
レ
グ
・
シ
ャ
ム
ス

廼
せ
ば
、

ト
ル
キ
ス
タ
シ
か
ら
の
攻
撃
に

ホ
ラ
サ

ン
州
法
危
い
」
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
、

グ
ル
ジ
ブ

の
反
乱
に

捕
虜
と
し
て
い
た

ィ
ミ
ト
6

行りノ

を
殺
害
し
よ
う
と
し
た
時
、

イ
ラ
ン
総
督
ア
ル
グ

γ
H
ブ
カ
と
ハ
ン
の

内

y

グ
ズ
nu

ハ
ト
タ
ン
は
、

ビ
デ
の
子
薬
会
}
殺
害
す
る
こ
と
の
非
セ
説
き
、
更
に



王
を
敵
に
廻
せ
ば
、

グ
ル
ジ
ア
人
は
カ
フ
カ

i
ス
山
中
の
ダ
リ
ヤ
ル
峠
を
聞
い
て
キ
プ
チ
ャ
ク
H

ハ
ン
国
軍
を
イ
ラ
ン
に
導
き
入
れ
る
危

険
が
あ
る
の
で
、
軍
使
を
派
遣
し
て
玉
を
召
撫
す
る
以
外
に
策
は
な
い
こ
と
を
上
奏
し
た
(
回
5
8
3
H
W
E
N
-
8
3
0
イ
ル
H

ハ
ン
は
ク
ル

ト
朝
と
同
様
に
グ
ル
ジ
ア
王
国
に
つ
い
て
も
国
境
防
備
上
の
重
要
性
を
理
解
し
、
敵
国
に
対
す
る
障
壁
と
す
る
よ
う
試
み
た
の
で
あ
る
。

ダ
ヴ
ィ
テ
ィ
四
世
、

ダ
ヴ
ィ
テ
ィ
五
世
、

デ
ィ
ミ
ト
リ
二
世
、

ダ
ヴ
ィ
テ
ィ
六
世
等
歴
代
諸
王
の
反
乱
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

パ
グ
ラ
ト

(
切
白
唱
阻
止
。
巳
)
家
の
主
統
が
廃
さ
れ
る
こ
と
な
く
続
い
た
の
は
、
モ
ン
ゴ
ル
人
政
権
に
グ
ル
ジ
ア
主
国
の
組
織
と
バ
グ
ラ
ト
家
の
王
権
を

存
続
さ
せ
る
政
策
が
採
ら
れ
て
い
た
と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
グ
ル
ジ
ア
国
内
の
政
情
は
安
定
せ
ず
、
主
権
の
衰
退
と
有

力
諸
侯
の
動
揺
が
み
ら
れ
た
の
も
知
ら
れ
る
と
う
り
で
あ
る
(
〉

-rp
唱・

5
ω
l
H
M
3
0

イ
ル
H

ハ
ン
国
は
各
地
方
に
州

(izusc
を
置
い
た
が
、
そ
の
知
事
(
宮
E
B
)
は
、
徴
税
官

(
B己
片
山
宮
口
広
)
を
兼
ね
、
徴
収
し

た
租
税
を
中
央
官
庁
に
送
付
し
た
り
、
使
者
の
も
た
ら
す
支
払
命
令
書
の
額
を
支
払
っ
て
い
た
。
ガ
ザ
ン
日
ハ
ン
の
宰
相
を
勤
め
た
歴
史
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家
ラ
シ
ー
ド
ウ
ッ
デ
ィ

i
ン
は
、
従
来
こ
の
職
務
に
あ
た
っ
て
い
た
地
方
の
名
家
が
徴
税
請
負
制
の
弊
害
で
次
第
に
没
落
し
、
彼
等
に
替

っ
て
素
姓
の
卑
し
い
人
々
が
そ
の
地
位
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
言

(hr
イ
ル
H

ハ
ン
国
の
地
方
統
治
、
徴
税
制
度
と
在
地
勢
力
と
の

関
係
が
示
唆
さ
れ
る
と
共
に
、
地
域
社
会
内
部
に
支
配
構
造
の
変
動
が
生
じ
、

旧
支
配
者
の
没
落
と
新
し
い
支
配
者
の
台
頭
が
起
フ
た
事

情
が
語
ら
れ
て
い
る
o

グ
ル
ジ
ア
王
ダ
ヴ
ィ
テ
ィ
五
世
反
乱
の
理
由
が
重
税
に
対
す
る
不
満
で
あ
り
、
デ
ィ
ミ
ト
リ
二
世
が
滞
納
し
た
税

額
支
払
の
為
に
王
領
地
の
一
部
を
ア
ル
ツ
ル
ニ
家
の
サ
ド
ゥ
ン

(ω
包
ロ
ロ
〉
同
仲
間
口
己
)
に
譲
与
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
な
ど
の
事
情
よ
り

判
断
す
る
と
、

グ
ル
ジ
ア
に
お
い
て
も
ラ
シ
l
ド
ウ
ッ
デ
ィ
I
ン
が
イ
ラ
ン
各
地
で
目
に
し
た
よ
う
な
原
因
に
よ
っ
て
、

旧
来
の
支
配
機

構
の
混
乱
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ア
ル
ツ
ル
ニ
家
の
台
頭
を
例
に
取
ろ
う
。
グ
ル
ジ
ア
王
の
諸
侯
ザ
カ
リ
ヤ
ン
家
の
ア
ヴ
ァ
グ
(
〉

d
g
m
p
w
ピ
g
ロ
)
の
家
臣
で
あ
っ
た

北
大
文
学
部
紀
要



モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
北
西
イ
ラ
γ
支
配
と
オ
ル
ベ
リ
ヤ
γ
家
の
台
頭

サ
ド
ゥ
ン
の
政
治
的
地
位
は
イ
ル
H

ハ
ン
国
の
初
期
に
上
昇
し
、

グ
ル
ジ
ア
主
国
の
国
制
と
は
無
関
係
に
イ
ル
リ
ハ
ン
か
ら
直
接
所
領
を

与
え
ら
れ
、

タ
ル
ハ
ン

(
大
口
刺
竿

]V2・
二
日
w
E
H
M
h
〉同
H
H
r
F
H
W
Eロ
)
の
身
分
を
得
た
。

サ
ド
ゥ
ン
と
む
す
こ
フ
ト
ル
ブ
ガ
(
同

FE-己

国
民
m

四日戸田)は、

イ
ル
H

ハ
ン
の
支
持
の
も
と
に
、
主
家
ザ
カ
リ
ヤ
ン
家
を
凌
い
で
グ
ル
ジ
ア
王
の
摂
政
官

szmC、
王
国
軍
最
高
司
令
官

(
同
宮
町
凹
宮
田
弘
田
同
日
)
の
栄
職
を
獲
得
し
、
国
政
の
実
権
を
掌
握
し
た
の
で
あ
る
。

一
三
世
紀
グ
ル
ジ
ア
主
国
の
政
治
史
に
お
い
て
、
ア
ル
ツ
ル
ニ
家
と
競
合
す
る
関
係
に
あ
り
、
併
せ
て
論
ず
べ
き
で
あ
る
の
は

ス
ィ
ウ
ニ

η)(ωZ己
5
の
領
主
オ
ル
ベ
リ
ヤ
ン
(
。

HZ-gロ
)
家
で
あ
れ
ゲ
オ
ル
ベ
リ
ア
ン
家
は
チ
ェ
ナ
ス
タ
ン

(
2
8
8窓
口
・
字

義
通
り
に
は
中
国
を
指
す
O

)

か
ら
、
渡
来
し
た
と
い
う
伝
承
を
持
つ
旧
家
勺
同
じ
く
東
方
起
源
が
主
張
さ
れ
て
い
る
了
、
コ
ニ
ヤ

ン

Q
P
E
F。ロ
g
ロ
〉
家
の
傍
系
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
の
一
族
の
中
心
と
な
っ
た
世
襲
領
は
グ
ル
ジ
ア
中
央
部
の
オ
ル
ベ
テ
ィ
(
の

gH-w

さ
て
、

C
H
r
四
件
ぷ
日
〉
HHHH
・・。]つ
σmぺ
)
で
あ
っ
た
。

一
一
世
紀
初
頭
、
統
一
グ
ル
ジ
ア
王
国
が
成
立
し
た
時
、
彼
等
は
既
に
強
力
な
地
歩
を
確
立
し

54 -

て
い
た
。
「
彼
等
は
メ
ス
ヘ
テ
ィ
(
冨

g
w
r
S
)
高
地
の
大
部
分
と
イ
メ
レ
テ
ィ

Q
8
2
E
)
の
広
大
な
ア
ル
グ
ェ
テ
ィ
(
〉
話

5
昨
日
〉
地

方
の
主
人
で
あ
り
、

ト
リ
ア
レ
テ
ィ

(
吋
門
戸
田
-
丸
山
)

に
お
け
る
オ
ル
ベ
リ
ヤ
ン
一
族
の
所
領
は

(
F
O
片山)

の
独
立
公
園
に
境
を
接
し
、
北

東
で
は
カ
ヘ
テ
ィ
(
州
内
向
日
与
え
伊
)

と
へ
レ
テ
ィ

(出
R
2
3
の
古
い
王
国
と
隣
接
し
た

(〉ロ

2
・匂・

8
)」
の
で
あ
る
。
こ
の
一
族
の
当

主
は
王
国
最
大
の
諸
侯
と
し
て
最
高
司
令
官
た
る
ス
パ
サ
ラ
リ

対
す
る
抵
抗
に
お
い
て
も
、

(
回
目
)
白
白
血
】
由
民
)

の
地
位
を
世
襲
し
、

セ
ル
ジ
ュ
グ
H

ト
ル
コ
人
の
侵
入
に

セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
の
遺
産
た
る
諸
君
主
国
に
対
す
る
再
征
服
の
戦
争
に
お
い
て
も
指
導
的
な
役
割
を
果
し
た
。

し
か
し
、

主
権
に
匹
敵
し
た
オ
ル
ベ
リ
ヤ
ン
家
の
勢
力
は
、
一
一
七
七
年
一
挙
に
崩
壊
す
る
o

こ
の
年
イ
ヴ
ァ
ネ
・
オ
ル
ベ
リ

Q
S
5

。
同
ゲ
巾
ロ
)
は
先
王
ダ
ヴ
ィ
テ
ィ
三
世
(
在
位
一
一
五
回

i
一
一
五
六
年
)
の
遺
児
デ
ム
ナ

(
U
m
gロ
P

ロ
E
E片
山
〉
を
擁
立
し
て
当
時
の
国

王
ギ
オ
ル
ギ

(
E
O
H
m
-
)
三
世
(
在
位
一
一
五
六
|
一
一
八
四
)
に
対
し
て
反
乱
の
兵
を
挙
げ
た
が
ち

王
の
キ
プ
チ
ア
ク
人
騎
兵
隊
の
た



ゐ
に
敗
北
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
弟
持
〆
パ
ヲ
ト

五
世
と
そ
の
ニ
人
の

こ
且
一
歩
グ
ム

イ
グ
ア
、
不
安
タ
ブ

F
i
ズ
の
ブ
タ
ベ
グ
社
広
ル
デ
ィ
グ
ズ
の
も
と
に

が旬、
n

一。

可
、

B
V
中
れ

リ
パ
リ
ト

の
希
望
を
失
っ
て
ア

l
ザ
ル
バ
;
イ
ジ
ャ

1
γ

に

'目、、、、

ふ
れ
カ

エ
リ
タ
ム
山
林
エ
ル
デ
ィ
グ
ズ

に
仕
え
、

ハ
マ
ダ

l
γ

に
領
地
を
与
え
ら
れ
、

イ
ス
フ
ア
ハ

l

ン、

レ
イ
、

カ
ズ
ヴ
ィ

:γ
の

持
者
}
円
ぶ
志
向
門
知
湾
与
に
任
命
さ
れ

に
故
郷
に
近
い
ナ
ブ
チ
ヴ
ァ

l
ン
ハ
ヲ
ω
♂

Z白
rrnMM守的削同
MW
zhwrrT1hHHM 

Z
出昨日戸口}戸内円
4hw)pw

Z向
付

E
口
言
語
HHW

に
領
地
を
望
ん
で
か
な
え
ら
れ
、

エ
ル
ン
ジ
ャ
グ

ハペ
G
M
M
V
W
〉
、
チ
ャ
フ
グ

カ
ラ
ス
ラ
ブ
ハ
同
州
知
戸
川
混
同
m
F
F
)

こ
の
地
方
の

〈

m刷
内
》

Mgmwrと
担
当

じ
を

れ
た
。
彼
が
ア
ル
ラ

l
ン
の
ガ
ン
ヅ
ア
グ

。
言
内
田
N

出
F
J
司日
4
0再
三
出
)
で
戦
死
す
る
と
、
妻
ア
ス
パ
ハ
〉
さ
よ
u
斗
は
ナ
フ

パ
ヲ
ト
は
回
数
徒
と
し
て
養
育
さ
れ
た
。

プ
ル
メ
ユ
ア

の
ス
ィ
ウ
ニ
グ

チ
ヴ
ァ

i
ン
で
同
教
徒
と
再
婚
し
、

ァ
ネ
・
ザ
カ
ヲ
ヤ
ン
は
、
リ
バ
ザ
ト
に
ス
ィ
ウ
ニ
グ

の
い
く
つ
か
の

〈
向
。
ご
申
告
一
}
内
出
回
〉

...， 55 

教
ス
テ
パ
ノ
ス
ハ

ω
S
1
2
5
2〉
の

で
グ
ァ
ヨ
ツ
ヅ
ォ
ル
ハ
〈
知
可
三
明
記
N
O
同〉

グ
ル
ジ
ア

の
ア
タ
ベ
ギ
で
あ
っ
た
イ
グ

こ
の
地
方
の

こ
の
地
方
が
モ
ン
ゴ
ル
人
の
米
震
を
被
る
の
は
リ
パ
ジ
ト
の
む
す
こ
品
約
二
/
ム
の
詩
で
あ
お
v

二
世
紀
の
オ
ル
ベ
H
r
ヤ
ン
家
の
活
動
が
災
く
知
ら
れ
、
専
論
も
数
え
ら
れ
る
の
に
対
し
、

こ
の
よ
う
に
一

一
回
世
紀
モ

ン
ゴ
ル

に
お
け
る
動
向
に
つ
い
て
記
さ
れ
る
と

ろ
q:ヒ

ぃ
。
盛
か
に
バ
バ
ヤ
ン

(
F・
O
・
-U}認
可
申
HM
〉
が
モ
ン
ゴ
ル

下
の
グ
ル
ジ
ア
王
国
領
ア
ル
メ

ブ
の
諸
侯
間
に
お
け
る
政
治
的
主
導
権
の
推
移
を
論
ず
る
中
で
リ
パ
ヲ
ト
の
子
ス
ム
パ
ト

3
5
g
c

0) 

つ
い
て
次
の
よ
う

る
O 

エ
リ
グ
ム
は
モ
ン
ゴ
ル

ヴ
ノ
吋
ハ
ラ
ン

u
ノ
ヤ
ン
に
降
伏
す
る
が
、

L
9
グ
ム
の
死
後
弟
ス

ふ
バ
ト
は
グ
ル
ジ
ア
去
の
ア
タ
ベ
ギ
で
あ
っ
た
ア
グ
ァ
グ
の

ン
ツ
ア

(
C
O
M
比一∞ぽ〉

の
横
領
か

に
そ
ン
ケ

の
毘
護
を
仰
管
、
パ
イ
ジ
ュ
日
ノ
ヤ
ン
の
箪
事
援
助
を
得
て
、

ス
ィ
ウ
ニ
ク
地
方
に
お
い
て
、

ヴ
ォ
ロ
ト
ン
ハ
〈

o
g
z
i〈
C
門
誌
内
部
〉
か

北
大
文
学
部
紀
要



る
V
4

ゴ
ル
帝
国
の
北
残
イ
ラ
ソ
支
配
と
オ
ル
ベ
リ
ヤ
γ
家
の
台
頭

ら
い
が
戸
ト
ン
〈
W
O司
2
5
)
、
ブ
ゲ
ン

に
至
る
地
誠
、
品
、
ゲ
ギ
ク
(
問
問
問
ゲ
持
続
wrJ、
グ
ァ
ヨ
ツ
ヅ
ォ
ル
、
ポ
シ
ャ
ン
グ
(
匂
2
r窓
口
町
〉
、

ウ
ル
ツ

(
C
H
Z
J、
ん
イ
且
レ
ヴ
ァ
ン
ハ
J
F
H
2
v邸
内
じ
ま
で
の
ヴ
三
ア
ィ
ハ
〈
丘
一
C
、
コ
タ
イ
グ
〈
州
内
c
s
u込
へ
)
、
ゲ
ガ
ル
ク

グ
ハ
の
開
∞
m
肖

}2arR〉

の
主
要
部
の
各
地
を
征
服
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ア
グ
プ
グ
領
、

。
ア
問
、
ゾ
ャ
ン

(
】

U
H
r
o由
}
M
m
w内

HHC

い
は
ハ
グ
パ
キ
ャ
ン
|
プ
ナ
ゾ
ャ
ン

ハ
附

C
M防
災

YFE}広
告
j
p
y
o忌
き
る

ハ
チ
品
;
チ
ャ
ン
〈
回
向
nraHHぺ
京
HHM
〉

の
一
部
を
併
合
す
る
こ
と
と
な
り
、

の
ス
ム
バ

ト
申
込

の
理
由
と
な
っ

二
五
六
年
ス
ム
パ
ト
は
再
度
カ
一
ブ
コ
ル
ム
に
赴
い
て

の
詔
勅
を
得
る
と
、

ザ
カ
リ

ヤ
ジ
家
か
ら
も
パ
グ
ラ
ト
王
朝
か
ら
も
独
立
し
、

王
を
称
し

強
は
帰
国
後
、

に
対
す
る
ス
ム
パ
ト
の
盤
位
は
フ
ラ
グ
H

ハ
ン
の
死
亡
〈

に
報
寵
し
た
が
、
こ
れ
は

一
一
五
九
|
一
一
一
六

…
年
の
グ
ル
ジ
ア

の

ヌE

ま
で
続

持、

ブ
パ
ガ
H

ハ
ン
の
郎
掠
投
は
、
そ
の

ザ
ド
ゥ
ン
・
ア
ル
ツ
ル

れ
た
(
切
弘
知
同
F
2
M
Y
Z
N
1
H点
。
。

ス
ム
バ

ニ 56 ニ

エ
リ
ク
ム

ア
タ
ベ

グ
ル
ジ
ア
ザ
ヱ
m
織
の

ト

の

ル
サ
イ
チ
ハ
斗
由
吋
田
知
U
1
R
V
〉
は
ア
ル
グ
ン
日
ハ
ン
の

に
信
ア
グ
ア

力
者
の
↓
人
で
あ
っ

タ
ル
サ
イ
チ

こ
エ
リ
ク
ム

、
立
叫

0

3
u
v

ふれ

ブ
ル
テ
ル
ハ
即
時
4qm
日
〉
は
、

「
大
グ
ラ

吋
ノ
(
ぬ
吋
出
向
〉
」
、
「
諸
設
や
の

J

ア
ム
ー
ル
轄
に
滅
さ
れ
る
設
で
ス
ィ
ウ
ニ
グ

今
一
称
し
、

プ
ミ
ル
ス
パ
サ
一
ブ
ル
、

吋
ハ
ィ
ウ
ニ
タ

i
ト
ゥ
マ
ン
の

の
地
位
を
得
た
。
設
等
の
子
孫

パ
バ
ヤ
ン
の
記
述
段
、

八

0
年
代
ま

た
〈
4

円
山
富
民
m
w
w
m

リ吋ヤ

H

∞o
l
H

∞ω)
。

で
の
グ
ル
ジ
プ
主
滋
領
北
東
プ
ル
メ

プ
諮
侯
聞
の

の
推
移
を
そ
ン
ゴ
ル
人
の

に
結
び
つ

ト
も
、
の
で
あ
る
が
、

多
様
な
政
治
溺
動
の
全
体
が

の

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

に
は
誌
拐
さ

い
な
い
も
の
も
多
い
。

オ
ル
ベ
ヲ
ヤ
ン

の
活
欝
ろ
な
手
が
か
り
と
し
て
、

イ
ル
H

ハ
ン
関
の
地
方
支
配
体
銀
と
バ
グ
ラ
ト
朝
の

の
関
係

を
解
明
す
る
こ
と
右
主
た
る
課
題
と
す
る
。
こ
の
た
め
に
、

モ
ン
ゴ
ル
帝
冨
か
ら
チ
ム

l
i
w
朝
に
至
る

の

モ
ン
ゴ
ル
人
と
の



交
渉
合
中
心

っ
て
明
ら
か
に
し
、
次
に

の
過
程
と
そ
の

波
び
に
イ
ル
H

ハ
ン
際
の
議
方
行
政
区
闘
と
の
関

つ
い
て
述
べ

グ
ル
ジ
ア
主
と
の
政
治
的
関
係
を
分
析
し
、
開
門
家
所
領
支
配
権
の

ア
ル
メ

惹
字
(
、
H，
m〉
Zω
円
円
円
何
回
同
〉
叶

H
C
Z〉

ア

(〉
H
5
2
H
E
H
M〉

の

O
は

子
4
0
w
w

と
記
す
。

IJ. Il. rh 

'lJ u S 

'i/. 1. v 

8wt 

考主 k

之.;h 

!l J dz 

t吃 gh

d' ch fl' r 

IJ ， ts' 

t.ιw  

φ千p'

ず~ $ k' 
o 。る

&争ま

UJ'm 

8Jy 

't. 1. n 

(; l. sh 

0持 O

s之ch'

吻匂 P

~ t. j 

Il附 a

b

g

d

6

m

g

v

G
ザ

d

・1
1
油

脂

p
a
&
そ

'
U

波

長

E
F
，f
b
t
h
&

F
a
r
白

p
b
o時

E
C
Z
仏

y
d
h
L
b
h
u

111 11 

三五
ロ口

頭
の

建吋

は

t"' 

と
さ"'";m 
む。

の
た
3
1
w
w

は

ま

出

ミ

ハ例

Jpwoσ
ノ、

コ
ブ
'-' 

1す

姓
の
一
部
尾
表
記
は
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
よ
る
ハ
例
ペ

0
4
S
D
r
g♂

北
大
文
学
部
紀
要

∞
出
口
」
目
指

HM〉

;;:.-57 :;; 

ヤ
ン
と
記
す
。



モ
ン
ゴ

フ

ル
ベ
ザ
ヤ

γ
家
の
会
議

グ
ル
ジ
ア
窪
田

(
(
r
c
H
M乱
開
口
〉

g 

81与

発
点
絞
は
引
用
文
を
例
外
と
し
て
東
部
方
品
目
同
に
も
と
づ
く
。

ils 

Y 

U
M
W

後
M
a
H
M

'嘗務a 4与

個
有
名
訴
の

o ぴ主るb 

cゐ

ilz 

t8 

tch 

kJ与

s

d
符

v

s

b
詫

p 

z為

t" 

さ

d 

a 

g 

a 
e 

義

的

問

3

8
も

ァ
ム
ヰ
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に

ハロ
-mJW
〉
-
F
H
M

・

も
と
も
に
グ
ァ
ブ
タ
ン
ギ
玉
と
記
し

4宮b e 

s 

意品

:p' 

告

白

3
4
0

g 

s露σ3 

10 
。さ

な
か
っ p， 主k革

gh ~ 

b 

鈴事

z 
品

mh
号
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J

円
。
〈
宮
口
口
問
田
町
田
ロ
山
田
・
冨
・
ぐ
-

J

円。
4
}阿国ロロ

m
m
g
p
民

ミ

E
F
Q
S
切
同
ミ
ミ
町
(
『
ア
ル
メ
ニ
ア
の
城
塞
』
)
、
ぐ
g
a
r
w
Eさ
・

註(
1
〉
イ
ル

H

ハ
ン
国
期
の
イ
ラ
ン
の
地
方
王
朝
に
つ
い
て
は
、
国
・
出
・

出
D唱
OH同

y
同
凡
句
芯
ミ
ロ
」
之
官
ミ
g
h
q
N
F
同
)
目
立

H
H
F
F
S
L
o
p

g
g
-
E
U・∞∞吋
l
a
f
ω
司

dr♂
ω-ω
∞
l
M
-
T
C
P
H
Q
b
h
N
W
M
Z
b・ミ
bblm

ミ
ミ
白
川
何
ミ
!
こ
『
g

L

E
ー
ニ
w
P
S
I
-
M
U

、ロ
E
P
呂田
M
W
E
-

ω
E
l串
吋
∞
参
照
。

(
2
)
愛
宕
松
男
「
李
壇
の
叛
乱
と
そ
の
政
治
的
意
義
」
(
『
東
洋
史
研
究
』

第
六
巻
第
四
号
)
。
愛
宕
松
男
「
蒙
古
人
政
権
治
下
の
漢
地
に
お
け
る

版
籍
の
問
題
」
(
『
羽
田
記
念
論
叢
』
昭
和
二
五
年
〉
。
井
の
崎
隆
興
「
蒙

古
朝
治
下
に
お
け
る
漢
人
世
侯
」
(
『
史
林
』
第
三
七
巻
六
号
〉
。
村
上

正
二
「
元
代
社
会
の
中
心
的
諸
問
題
」
「
社
会
経
済
史
学
』
第
一
二
一
巻
一

|
五
合
併
号
〉

(
3
)
木
田
質
信
「
へ
ラ

l
ト
の
F
ル
ド
政
権
の
成
立
」
(
『
東
洋
史
研
究
』

第
二
一
巻
四
号
〉
一
八
六
頁
。

(

4

)

パ
グ
ラ
ト
家
は
ダ
ピ
デ
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
。
グ

ル
ジ
ア
王
パ
グ
ラ
テ
ィ
(
回
国
間
H
2
C
五
世
(
在
位
一
二
一
六

O
l
一一二

九
五
年
は
チ
ム

l
ル
に
対
し
、
予
言
者
一
タ
ピ
デ
が
造
っ
た
と
言
う
鎖
惟

子
を
献
上
し
て
い
る
(
宮

-h〉
r
r
m
H
m
y
E
J
ω
「
回
同
町
田
ア
一
口
Z
J
F邑
Y

Nah-品、

h
b
s
p
』口仏
1FHωω
∞
各
国
吉
田
ア
吋

0
7
5
p
制

-
u
u
d。

(
5
)
拙
稿
「
オ
ル
ジ
タ
イ

H

ハ
ト
ヲ
ン
降
嫁
の
事
情
付
」
(
『
史
朋
』
第
二

号〉
0

北
大
文
学
部
紀
要

(

6

)

本
田
寅
信
「
ガ
ザ

γ
日
カ
ン
の
税
制
改
革
」
『
北
海
道
大
学
文
学
部

紀
要
』
一

O
号
、
九
三
頁
。

(
7
〉
ス
ィ
ウ
ニ
ク
叉
は
ス
ィ
サ
カ

γ

(
盟
回
目
}
向
田
口
〉
と
呼
ば
れ
る
ア
ル
メ

ニ
ア
の
セ
ヴ
ア
ン
湖
と
ア
ラ
ク
ス
河
の
聞
の
地
域
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
で

し円

2
R
g
i、
ラ
テ
ン
語
で

ω田
口
白
回
目
口
町
、
近
世
ベ
ル

γ
ャ
語
で

盟
国
田
「
削
ロ
、
ア
ラ
ビ
ア
語
で
臼
聞
と
問
ロ
と
称
さ
れ
る

(ω
白
旦

E
F
司・

h
p

】∞山

出
t
r田
口
口
吉
田

H
M
P
ω
-
M
g
l訳
出
一
司
・
〉

h
o
z
p
〉
円
】
去
四
国
図
柄
岡
田
山
口
。
同
一
可

日0
2
4注
目
由
同
盟
国

w国臼』・

E
，
。
可
。
巾
"
明
日
】
巾
国
内
HMfH由コ・

2
，HV・串
MOI串
MM)一

ま
た
、
特
に
こ
の
東
部
を
ス
ィ
ウ
ニ
夕
、
西
部
を
ヴ
ァ
ヨ
ツ
ヅ
ォ
ル
と

分
け
て
呼
ぶ
場
合
も
あ
る
。
こ
の
州
ハ

E
ロ
田
口
問
〉
は
、
伝
統
的
に
一
一
一

の
地
区
(
間
同
若
田
円
『
)
か
ら
成
る
と
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
ペ
2
5曲
目
円
(
現

在
の
名
称
ほ
〉
広
口
口

E
)
"
(
u
z
r口
「
(
現
在
の
』
白

}MEr・
γ
F
H
)
w

〈
国
可

D
g
d
N。
同
(
開
問

r
o
m
g
-
2
4
N
D
F
叉

は

開

m
r巾問ロ田
LNOH
と

り
白
門
田
-
叩
四
品
回
目

γ
の巾

m
r
R
r
hロ
ロ
日
(
の
叩
間
『
白

-
E
E
Y
ω
D
H
r
n
(
ω
O
H甲子

N
目当

Lmr)w
〉問}阿国

}
M
2
r
r民

(
N
田口

r
g仏
NOH
の
大
部
分
を
占
め
る
0

0
2
2
周
辺
)
、
ロ
掲
げ
己
内
J

出
世
『
白
ロ
円
四
(
ザ

γ
ケ
ア
ヅ
オ
ル
の
一
部

γ

回目

mvrh(現
在
の
同

3

2
・
或
い
は
の
}
阿
国
司
白
ロ
の
大
部
分
)wUNO同町
u

kFHOdqsra(室
。

m
F
2
周
辺
。
ト
ル
コ
語
の
民
間
口
mw
己
目
〉
"
一
関
口

g
r田口

(同
OA『回目
r白
p
o
E三
U

由
る
で
あ
る
(
出
Erm口
r
g間口
F
ω
・

2
-
一

J円
。
〈
百
ロ
ロ
相
田

g
p
司司・

ω品
目

1
2
T
ω
丘
三
l宮
田
円

HZW
戸
ω日∞
i
印由
P3

8
3
0
し
か
し
ス
テ
パ
ノ
久
・
オ
ル
ベ
リ
ヤ
ン
の
年
代
記
で
は
回
目
附
円
『
}
へ
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モ
ソ
ゴ
ル
帝
国
の
北
西
イ
ラ
ン
支
配
と
オ
ル
ベ
リ
ヤ
ソ
家
の
台
頭

を
二
分
し
て
切
回

mrrn
と

内

2
7ロ
即
日
向
島
止
を
、
寸
団
関

}grh
を
二
分
し
て

叶
凹
四
一
『
ロ
}
へ
と
〉
可

F
F
を
置
い
て
い
る

(ωr田口
r口白
N同
己
目

P
F
M
g
l

M
吋

ω)
。

(

8

)

一
族
の
呼
称
は
、
古
く
地
名
オ
ル
ベ
テ
ィ
(
。

HrzhH〉
か
ら
採
っ

た
オ
ル
ベ
リ

(OHrm-C
が
用
い
ら
れ
た
が
次
第
に
オ
ル
ベ
リ
ア
ニ

(
O同
『
巳
広
三
〉
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
オ
ル
ベ
リ
ヤ
ン

(OHrm}2ロ
〉
は
そ
の
ア
ル
メ
ニ
ア
語
形
で
あ
る
(
斗

C
E
B白ロ
D『戸田)・

-
吋
由
口
・
)
。

(
9
〉

ω白山口同
l
云
同
丘
町

p
b
m句
旬
同
ミ
ミ
凡

g
h足
、
号
、
、
主
主
均
九
時
守
・
な
ぎ
た
な

九
時
旬
。
尋
問

~
ε
5
2白山口同
l呂
田
叶
昨
日
ロ

w
F
5
l
m印〉・

(ω)
ト
ゥ
マ
ノ
フ
(
斗
O
ロ
旨
国
ロ
o戸
ヲ
ミ
申
ロ
・
)
は
オ
ル
ベ
リ
ヤ
ン
家
の

マ
ミ
コ
ニ
ヤ

γ
家
起
源
に
関
す
る
一
連
の
文
献
リ
ス
ト
を
揚
げ
る
。
な

お
、
マ
ミ
コ
ニ
ヤ
ン
家
の
チ
ェ
ナ
ス
タ
ン
起
源
説
と
ア
ル
メ
ニ
ア
語
史

書
に
見
え
る
チ
ェ
ン
人
に
つ
い
て
は
、
榎
一
雄
「
初
期
ア
ル
メ
ニ
ア
史

書
に
見
え
る
エ
フ
タ
ル
と
ク
シ
ヤ

γ
」
(
『
東
洋
学
報
』
第
四
七
巻
四
号
)

が
あ
る
。

(
日
)
首
都
ト
ピ
リ
ス
ィ
(
チ
フ
リ
ス
)
の
西
南
約
八

0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に

存
在
す
る
シ
ャ
ム
シ
ヴ
ィ
ル
デ

(
ω
}
g
g凹
}
M
1
5
0・
ω}ggmro--L巾〉。

(
間
以

)
ζ
5
0門
田

}
5
3・
∞
芯
l∞
吋
三
宮
5
2
m
z
w
め
言
h色
町
』
宮
内

gz

hE匂
凡

g
忠
良
ロ
ミ
ト
o
E
D
P
s
a
w
s
-
3
l
-
S
U
M
N・
ζ
2
3
2
-
r

句
史
資
制
lM同
Nbhqbミ
官
民
句
、
、

b
b『
Q
M
E
S
h出
血
同
署
句

S
R
b、、宮町
~SFN

U
Q
H
 
九
叫

a
S
F
§
お
時

(
『
封
建
グ
ル
ジ
ア
の
階
級
内
闘
争
|
一
二
世

紀
』

)w
吋

r
H
E
m
-
-
s
a
v
E玄
-
h
-
旬。目

uh同
国
司
曲
目

E
h
g
-
ミ
円
足
。
、
円
相
、
泊

、、-E
S
L
C
l足
S
h
N
h
h
h
h
h
H
2
5・
司
市
立
』
同
国

2
・

5
2・
2
司・

-
M
吋l
】
品
目
。
ま
た
、
一
一
七
七
年
の
反
乱
に
関
す
る
最
近
の
研
究
に
、

〉
・
吋
・
富
国
℃

E
出
F
Hハ
同
℃

0
5
2吋
出
回
目
。
口
ヨ
回
国
国
出
回

O臼
ヨ
回
国
旬
巾
平

田
OH，
。
包
囲
同
国
叫

O
℃。巾

~
H
F
N
Uミ
室
ぬ
l切
白
書
同
丸
、
、
日
和

SN
同
ミ
曲
、

s

(
J
F
H
2
2
y
s
a
u
ロ
0・
P
H】同
γ
】品目

l
-
E
が
あ
る
。

(
日
)
オ
ル
ベ
リ
ヤ
ン
家
の
当
主
タ
ル
サ
イ
チ
(
在
位
一
二
七
二

l
一
一
一
八

九
年
〉
の
む
す
こ
で
、
ス
ィ
ウ
ニ
ク
大
ハ
府
)
主
教
の
位
に
登
っ
た
ス

テ
パ
ノ
ス
(
二
二

O
四
年
没
)
は
、
一
族
と
出
身
地
の
歴
史
『
オ
ル
ベ

リ
ア
ン
家
と
ス
ィ
サ
カ
ン
地
方
の
歴
史

((HMmZB三
ぷ
司
口
仲
間
ロ
ロ
。
?

rm円
何
回
口
同
へ
巾
唱

Z
由
「
田
口
岡
山
口
白

g
r同
ロ
)
』
を
著
述
し
た
。
こ
の
地

方
史
の
全
体
は
七
回
章
か
ら
な
り
、
最
初
の
第
一
章
は
こ
の
地
方
の
地

誌
、
六
五
章
ま
で
は
古
代
よ
り
一
三
世
紀
ま
で
の
ス
ィ
ウ
ニ
グ
の
王
侯

と
教
会
の
歴
史
、
六
六
章
よ
り
後
の
九
章
が
オ
ル
ベ
リ
ヤ

γ
家
の
歴
史

に
当
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
九
章
中
、
特
に
モ
ン
ゴ
ル
人
支
配
期
に
関

す
る
記
述
は
著
者
と
近
親
が
目
撃
し
た
、
及
び
彼
等
自
身
の
活
動
に
係

わ
っ
て
い
て
、
史
料
と
し
て
一
次
的
価
値
を
有
す
る
。
こ
こ
で
は
主
と

し
て
サ
ン
マ
ル
タ
ン
の
仏
対
訳
テ
キ
ス
ト
『
オ
ル
ベ
リ
ヤ
ン
家
史

(
E
H
S
E
R
-巧
ロ

O
F
m
-
2ロ
え
)
』

(ω
回目ロ

7
豆
田

HHZW
戸
田
由

l】吋印

所
収
)
を
用
い
、
ジ
ャ
ブ
ナ
ザ
リ
ヤ

γ
の
刊
本
と
パ
ト
カ
ノ
フ
の
露
訳

(
穴
・
ロ
・
コ
号
同
国
民
。
国

wミ
ミ
足
。
、
公
与
向
。

5
0
h
o
g
H
N
O
h
N、
注
尚
昆
円

RHhE

L
柄
引
ミ
ミ
。
さ
と
刷
、
司
令
弘
明
日
明
恒
国
巴
ロ
・
?
の

l口
2
巾
-vqu
『宵
y
z
a
u
2勺・
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回
申

iag
を
参
照
し
た
。

次
に
ス
テ
パ
ノ
ス
の
年
代
記
に
記
さ
れ
た
よ
り
以
降
の
時
代
は
碑
文

と
写
本
奥
付
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
九
世
紀
に
様
々
な
機
会

に
集
録
さ
れ
た
ア
ル
メ
ニ
ア
各
地
の
ア
ル
メ
ニ
ア
語
碑
文
は
、
コ
ス
タ

不
ア
ン
ツ
に
よ
っ
て
集
成
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
近
年
の
科
学
的

網
置
的
収
集
の
成
果
は
、

ω・

0
・
凶
R
r
r
c仏
国
ミ
白
p
b
N
・
一
屯
ミ
同

同日
H
S
s
a
h
w
d
H
h
凡
さ
お
お
司
、
知
(
『
ア
ル
メ
ニ
ア
碑
文
集
成
』
)
H
l
H〈
w

J

円

2
2戸
H
f

】由。。
1
由
也
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
次
に
ア
ル
メ
ニ
ア
語

で
、
記
憶
、
記
念
を
意
味
す
る
ヒ
シ
ヤ
タ
カ
ラ
ン

(
J
E
m
}
g
g
r開
門
田
口
)

第
一
章

ス
ィ
ウ
ニ
ク

i
オ
ル
ベ
リ
ャ
シ
家
の
動
向

と
呼
ば
れ
る
写
本
奥
付
は
、
そ
の
写
本
作
製
が
な
さ
れ
た
時
の
種
々

の
事
柄
に
触
れ
、
歴
史
的
諸
事
件
の
目
撃
を
談
る
。
ハ
チ
キ
ヤ
ン
は
、

こ
の
収
集
出
版
を
続
行
中
で
あ
る
が
(
「

ω・
州
内
『
仰
の

raHru詰
ロ

vNL『て

同)白ミ

H
Hミ
号

S
吋
M
G
忌
夕
刊
・
ミ
ミ

5

S
白
H
a
b
ミ
S
N
R
W
J
H
1
H
H
H
-

J

へ2
0
dく
印

P
3
8
l
-
c
g、
サ
ン
ジ
ヤ
ン
は
、
こ
の
中
か
ら
特
に
史
料

的
価
値
の
高
い
と
思
う
も
の
を
抜
き
出
し
、
英
訳
し
た
。
本
稿
に
用
い

た
も
の
は
こ
の
英
訳
史
料
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

な
お
拙
稿
「
十
三
|
十
五
世
紀
の
ア
ル
メ
ニ
ア
語
史
料
〉
(
『
史
朋
』

第
六
号
〉
参
照
。
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第
一
節

モ
ン
ゴ
ル
軍
の
ス
ィ
ウ
ニ
ク
征
服
と
オ
ル
ベ
リ
ャ
ン
家
の
所
領
支
配
権

二
三
六
年
、

オ
ゴ
タ
イ
に
よ
っ
て
西
ア
ジ
ア
に
派
遣

さ
れ
て
い
た
チ
ョ
ル
マ
グ
ン
H

ノ
ヤ
ン
磨
下
の
モ
ン
ゴ
ル
軍
は
、
大
ア
ル
メ
ニ
ア
各
地
に
侵
入
を
開
始
し
た
o

ス
テ
パ
ノ
ス
は
、
一
族
が

モ
ン
ゴ
ル
寧
に
降
服
す
る
に
至
っ
た
経
緯
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
(
皆
吉
伸
l
呂田
E
P
P
E
S。

モ
ン
ゴ
ル
(
、
叶
民
え
が
同
)
人
が
世
界
の
こ
の
地
方
に
最
初
に
来
た
時
、
我
々
の
諸
地
方
は
ア
ス
ラ
ン
H

ノ
ヤ
ン
(
〉
乙
山
口

Z
o
E
)
の
割

オ
ル
ベ
リ
ャ
ン
家
の
当
主
が
、

リ
パ
リ
ト
の
む
す
こ
エ
リ
グ
ム
で
あ
っ
た
時
、

当
で
あ
っ
た
。

北
大
文
学
部
紀
要

エ
リ
ク
ム
は
難
攻
不
落
の
場
所
で
あ
る
ブ
ラ
シ
カ
ベ
ル
ド

(出
H
S
Y
W
同
宮
丘
)
に
立
龍
っ
た
。

ア
ス
ラ
ン
は
こ
の
城



そ

γ
ゴ
ル
帝
国
の
北
西
イ
ラ
ソ
究
配
と
オ
ル
ベ
歩
ヤ
ソ
絞
め
台
頭

の

門
局
密
〕
を
一
巡
じ
、
占
領
は
不

と
知
っ
た
。

の
正
面
に
下
馬
し
、
彼
門
エ
リ
ク
ふ
〕

遣
わ
し
て
、

っ
た
。
こ
の

の
よ
に
儲
る
方
を
好
む
の
で
な
け
れ
ば
、
我
々

来
て
我
々
に

々
は

る
こ

望
ま
し
い
。

ぶ
ヲ
グ
ム
に
は
こ
の

し
何
の

ょ
。
汝
は
、
汝
Lr〕

コ
p
v
o

カ

ザ

や

ふ

の
…
族
の
破
滅
を
招
く
こ
の
場
所
か
ら
出

権
を
与
え
揺
っ
た
こ
の

こ
と
は

い
も
の
と

そ

こ
ろ

彼
v~と

tこ

ワダ

較
の
安
全
を
保
証
す
る
〕

と
、
多
く
の
欝
物
を
持
っ
て
殺
の
も
と
に
行
つ

ア
ス
ラ
ン
は
彼
を
昆
て
強
い

の
案
内
者
の

ア
ス
一
ブ
ン
す
な
わ
ち
プ
ル
ザ
ハ
ラ
ン
ハ
〉
吋
即
日
向
ロ
〉
の
名
は
ア
ク
ネ
ル
の
グ
H
Y

ゴ
ル
(
の
氏
m
刊誌

を
機
き
、

に
加
え
た
。

の

の
ブ
ル
メ
ニ
ア
を

分
割
し
た

一
一
一
人
の
モ
ン
ゴ
ル

ル
マ
グ
ン

の
諸
部
将
の
中
に

の
せ中
なに
いも

ヵ:2

知
ロ
円
山
町
H
一
可
ク
向
子

円
集
史
』

「
ス
ニ
ト
認
の

中
の
チ
ョ

デ
リ
グ
ム
降
患
の
年
次
は
、

そ
ジ
ゴ
ル
人
が
最
初

ち

-64 -

二
一
一
一
六
年
で
あ
る
。

ブ
ル
ス
ラ
ン
H

ノ
ヤ
ソ
は
ブ
ラ
シ
カ
ベ
ル
ド
淡
左
陥
れ
る
と
、

い
で
こ
の
地
よ
り
ア
ニ
に

ま
で
の
諸
地
方
な

征
惑
し
、
こ
の
舟
ヴ
ァ

ツ
ヅ
ォ
ル
と
エ
グ
ギ
ス
宏
被
に
降
っ
て
部
下
と
な
っ
て
い
た
エ
リ
ク
ム
に
与
え
た
。

ス
テ
パ
ノ
ス
は
、

そ
の
日
よ

に
モ
ン
ゴ
ル
人
に

ブ
ス
ラ
ン
が

品
リ
グ
ム
は
援
に

た
後
、

ン
ゴ
ル

て
そ
の

の

彼
に

々
の
一
所
有
は
ナ
ル
ベ
リ
ャ

γ
一一族

と
記
す
。

エ
ヲ
グ
ム
は
ア
ル
ス
ラ
ン
の

に
お
わ
っ

に
功
あ
っ
た
者
に
、
そ
の
現
に
有
す
る
一
般
領
令
安
婚
し
た
の
み

他
の
者
の

た
の
は
、

ブ
グ
ァ
グ
e

ザ
カ
リ

ャ
ン
の
例
に
も
あ
る
こ
と
で

モ
ン
ゴ
ル
人
は

rJ) 

で い
と

あ と
ザフ 苛

で
すこ〈 J 
06 を〕

久

ア
ノ、

ノ

ス
占ま

年
次
官

の
提
供
を
求
め

チ
器
ル
マ

グ
ン
日
ノ
ヤ
ジ
の

三コ

は
、
バ
グ
ラ
ト

のト山いめ

い
で



(
F
-
z
l
E
R民
p
戸
芯
品
)
、

数
年
後
、
そ
の
モ
ン
ゴ
ル
人
将
軍
は
、

ア
ヴ
ァ
グ
、

シ
ャ
ハ
ソ
シ
ャ
フ

(
ω
E
E
S
Eご
と
共
に
グ
ル
ジ
ア
軍
を
引
連
れ
て
行
動
を

開
始
し
た
。
彼
等
は
殉
教
者
(
呂
田

E
S印
)

の
町
、
す
な
わ
ち
ネ
ベ
ル
ケ
ル
ト

(
Z
A
U
m
H
F
目
立
)

に
進
ん
だ
。
壕
を
設
け
て
町
を
完

全
に
包
囲
し
た
後
、

一
年
数
ヶ
月
の
間
包
囲
を
解
か
ず
に
城
壁
の
下
に
宿
営
し
た
。
こ
の
包
囲
の
聞
に
、

ユ
リ
ク
ム
は
激
痛
を
伴
う

病
に
自
国
さ
れ
た
。
こ
れ
は
ア
ヴ
ァ
グ
の
命
令
に
よ
っ
て
彼
の
医
師
が
毒
を
盛
っ
た
と
さ
え
言
わ
れ
る
。
彼
の
遺
体
は
ノ
ラ
ヴ
ア
ン
ク

(
2
0
5
4
8
F
J
に
運
ば
れ
た
。

と
述
べ
る
。

「
殉
教
者
の
町
」
す
な
わ
ち
マ
ル
テ
ィ
ロ
ポ
リ
ス

(
宮
戸
丘
町

So--6
と
は
、

中
世
の
マ
ヤ
l
フ
ァ
l
リ
キ

I

ン

(富田

uq仰
向
阻
止

ρ
門
口
)
、
今
日
の
ト
ル
コ
領
の
デ
ィ
ヤ
ル
パ
キ
ル

(
D
q
R
E
E岳
地
方
ス
ィ
ル
ヴ
ア
ン

(ω
子
、
白
ロ
)
で
あ
る
。
こ
の
町
は
フ
ラ

グ
の
西
征
に
よ
っ
て
モ
ン
ゴ
ル
人
に
聞
か
れ
た
が
、
そ
れ
以
前
チ
ョ
ル
マ
グ
ン
H

ノ
ヤ
ン
の
軍
隊
が
数
次
に
わ
た
っ
て
こ
の
地
方
に
遠
征
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し
て
い
た
o
イ
ブ
ヌ
ル
ア
ス
ィ
l
ル

Q
ゲロ回目
l
〉
岳
町
)
は
一
三
一
二
年
モ
ン
ゴ
ル
寧
が
こ
の
地
方
を
掠
奪
し
た
こ
と
を
述
べ
♀
w
o
r
m
o
p

H
H
H
W
O
吋
)
、

マ
ク
リ
l
ズ
ィ

l

(
回目
l
y
p
ρ
H
H
N
H
)

は
一
一
一
四
一
年
モ
ン
ゴ
ル
皇
帝
の
イ
ラ
ン
総
督
が
こ
の
町
に
使
者
を
遣
わ
し
て
降
服
を
勧

告
し
た
こ
と
を
記
し

(
即
日
)
-
仏

-w

∞印
1

∞。)、

ま
た
ヌ
ワ
イ
リ
l

(
Zロ
毛
色
]
守
山
)

は
一
二
五
二
年
に
行
わ
れ
た
モ
ン
ゴ
ル
人
の
デ
ィ
ヤ
ル
バ
ク

ル
地
方
各
地
の
掠
奪
に
つ
い
て
述
べ
る

亡
は
ア
ヴ
ァ
グ
が
死
亡
し
た
一
二
五

O
年
以
前
の
こ
と
で
あ
る
。

(
日
}
)
日
仏

-
w
C
-ー

ω
M
)

。
ア
ヴ
ァ
グ
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
包
閤
戦
と
エ
リ
グ
ム
の
死

ま
た
、

一
九
世
紀
の
歴
史
家
チ
ャ
ミ
チ
ャ
ン

争入[・
(
U
H
M
R
同

B
r
r桃山可田口)

t土

一
二
四
三
年
ル

l
ム
H

セ
ル
ジ
ュ
グ
朝
と
戦
っ
た
バ
イ
ジ
ュ

H

ノ
ヤ
ン
の
軍
隊
中
に
は
エ
リ
グ
ム
が
加
わ
っ
て
お
り
、
こ
の
会
戦
の

後
モ
ン
ゴ
ル
軍
は
ネ
ペ
ル
ケ
ル
ト
を
包
囲
し
た
が
攻
略
に
は
失
敗
し
た
、

と
記
す
(
切
円
。

a
F
ロ
u
E
C
l
s
o
ロ・
)

0

エ
リ
グ
ム
に
む
す
こ
ブ
ル
テ
ル
が
あ
っ
た
こ
と
は
ス
テ
パ
ノ
ス
も
述
べ
る

(ω
丘
三
l
冨
白
神
宮
L
F
E
G
)
が、

ア
マ
ガ
(
〉
ヨ
向
m
r白
〉
の

北
大
文
学
部
紀
要



モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
北
西
イ
ラ
ン
支
配
と
オ
ル
ベ
リ
ヤ
γ
家
の
台
頭

一
一
一
六
一
年
の
碑
文
(
関

S
Sロ
gロ
ZRW
匂・

5
3
に、

大
リ
パ
リ
ト
の
む
す
こ
エ
リ
ク
ム
の
む
す
こ
、
私
ブ
ル
テ
ル
は
十
字
架
を
建
立
し
(
中
略
)
私
の
母
タ
ム
カ

(叶
a

回
目
}
内
印
可
、
〉
は
(
以

下
欠
文
)

と
あ
る
。
ブ
ル
テ
ル
の
母
タ
ム
カ
は
、

ス
テ
パ
ノ
ス
が
マ
ミ
コ
ニ
ャ
ン
家
の
グ
リ
ゴ
ル
・
マ
ル
ツ
ネ
ア
ツ
ィ

(
O
H
-
m
O
H
富
田
江
田
口
町
三
岳
)

の
娘
と
し
て
い
る
者
(
営
百
円
l

冨
a
t
p
F
=日
)

で
あ
ろ
う
。

エ
リ
ク
ム
に
は
む
す
こ
ブ
ル
テ
ル
、
兄
弟
ス
ム
バ
ト
、

イ
ヴ
ァ
ネ
、
パ

フ
ラ
ダ
ウ
ラ
(
司
ぶ
w
r片
山
内

r
t
i同)、

ス
テ
パ
ノ
ス
は
彼
の
後
継
者
に
つ
い
て

(ω
丘
三
l
富
田

E
P
F
巳
$
、

エ
リ
ク
ム
の
兄
弟
ス
ム
パ
ト
は
敬
度
と
徳
と
に
よ
っ
て
推
薦
に
価
し
た
の
で
、
兄
弟
の
死
後
、
そ
の
支
配
権
公
団

F
Eロ
ミ
ヨ
ロ
〉
を

タ
ル
サ
イ
チ
が
あ
っ
た
が
、

取
っ
た
。

と
記
す
。

ス
ム
パ
ト
は
賢
明
、
慎
重
で
弁
舌
に
秀
い
で
、

ア
ル
メ
ニ
ア
、

グ
ル
ジ
ア
、

ウ
ィ
グ
ル
、
ペ
ル
シ
ャ
、

モ
ン
ゴ
ル
の
五
語
を
難

一66

な
く
話
し
た

(ω
巳ロ
T
y
r
-
r
r
F
-
M
O
)
。

ス
テ
バ
ノ
ス
は
、

エ
リ
グ
ム
の
死
後
ア
ヴ
ア
グ
の
一
族
特
に
彼
の
妻
ゴ
ン
ツ
ァ
は
オ
ル
ベ
リ
ャ
ン
家
に
対
し
て
秘
か
な
敵
意
を
懐
き
、

彼
等
一
一
族
を
滅
し
て
所
領
を
奪
う
こ
と
を
計
画
し
、

ス
ム
パ
ト
に
反
乱
を
捜
し
た

(-r日
仏

-
w
-
M
∞)、

と
記
す
。
バ
グ
ラ
ト
朝
の
諸
侯
は

二
四
九
年
実
際
に
モ
ン
ゴ
ル
人
に
対
し
て
反
乱
を
企
て
て
い
る

(
回
目
白
}
円
四
回
忌
明
，

q
p
匂・

ωM0・
ωMMh
「

2
2出
p
n
4・
MO)o
こ
の
誘

い
が
こ
と
さ
ら
ス
ム
パ
ト
を
陥
れ
る
た
め
に
仕
組
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

(
7
)
 

さ
て
、
遇
さ
セ
の
こ
ろ
、
モ
ン
ゴ
ル
人
の
捕
虜
と
な
っ
て
い
た
ス
ィ
ウ
ニ
ク
の
小
主

Q
R
O
F
J
P官
者
。
る
ダ
ヴ
ィ
ト
(
り
2
1
3
は、

パ
イ
ジ
ュ

H

ノ
ヤ
シ
の
も
と
か
ら
脱
出
し
、
逃
亡
の
途
中
ス
ム
バ
ト
の
家
臣
タ
ン
ク
レ
グ
ル

(
H，h
田口
W
H
m
m
r
己
)
に
馬
}
い
、

彼
に
高
価
な

宝
石
を
与
え
た
。

ス
ム
パ
ト
は
こ
れ
を
バ
イ
ジ
ュ
に
賜
ろ
う
と
し
た
が
、
バ
イ
ジ
ュ
は
こ
れ
を
モ
ン
ケ
に
献
上
す
る
よ
う
に
勧
め
、

カ
フ



コ
ル
ム
ま
で
部
下
を
道
案
内
に
つ
け
た
。

ス
ム
パ
ト
は
モ
ン
ケ
に
拝
謁
す
る
と
、

ア
ル
メ
ニ
ア
に
お
け
る
教
会
堂
の
荒
廃
、

オ
ル
ベ
リ
ャ

ン
家
が
失
っ
た
所
領
、

ア
ル
ス
ラ
ン
に
対
す
る
エ
リ
ク
ム
の
忠
誠
等
に
つ
い
て
申
し
述
べ
た
。

モ
ン
ケ
は
上
奏
が
終
る
と
、

ス
ム
バ
ト
を
ソ
ル
コ
ク
タ
ニ

H

ベ
キ

3
5品
宮
民
国

B
Zご
と
い
う
名
の
自
分
の
母
親
に
与
え
、
彼
を
委
ね
て
彼
女
に
語
っ
た
。
「
こ

の
者
は
我
々
が
保
護
し
、

我
々
の
何
人
に
も
委
ね
な
い
我
々
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
す
。
」
彼
等
は
彼
に

EnFど
す
な
わ
ち
廷
臣

公
司
〉
の
称
号
を
与
え
た
。

ス
ム
パ
ト
は
三
年
間
オ
ル
ド
に
滞
在
し
た
。
帰
国
に
当
っ
て
は
牌
子
と
詔
勅
を
与
え
ら
れ
、
念
願
の
所
領
問
題
に
つ
い
て
は
、

彼
は
パ
イ
ジ
ュ
と
彼
の
部
将
に
よ
っ
て
占
領
さ
れ
た
国
々
の
隣
で
、

ヴ
ォ
ロ
ト

γ
と
そ
の
領
域
を
与
え
た
。

ア
ス
ラ
ン
の
剣
に
よ
っ
て
占
領
さ
れ
た
総
て
の
地
方
す
な
わ
ち

ボ
戸
ト
ン
城
を
そ
こ
で
殺
さ
れ
た
彼
の
父
リ
パ
リ
ト
の
血
の
代
償
と
し
て
租
税
を
つ
け

て
、
そ
れ
に
加
え
た
。

ス
ム
パ
ト
を
グ
ル
ジ
ア
と
他
の
あ
ら
ゆ
る
租
税
台
帳

(EJえ
が
る
か
ら
除
い
た
。

ス
ム
バ
ト
は
再
び
世
襲
地

- 67 -

(
}
阿
国

-
H
m出
回
目
}
へ
)

を
回
復
し
た
o

当
初
彼
は
そ
れ
を
剣
に
よ
っ
て
取
っ
た
が
、

ア
ス
ラ
ン
H

ノ
ヤ
ン
の
権
力
の
も
と
に
奴
僕
の
ご
と
く

で
あ
っ
た
。

二
度
目
は
君
主
の
下
賜
に
よ
っ
た
が
、

そ
れ
は
そ
ン
ケ
に
与
え
た
高
価
な
宝
石
の
代
価
以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た

(ω
同-ロ寸
ly向
田
H
J
江
口
w
H
H
W
-
M
∞l
H
ω

∞)
0

ス
テ
パ
ノ
ス
は
ス
ム
パ
ト
入
朝
の
年
次
を
一
二
五
一
年
と
し
て
い
る
窃
包
ロ
?
呂
田
邑
ロ

L
P
E
S
o
モ
ン
ケ
の
即
位
は
二
一
五
一
年
一

月
或
い
は
七
月
、

ン
ジ
ュ

l
」

ソ
ル
コ
ク
タ
ニ

H

ベ
キ
の
死
亡
は
一
二
五
二
年
二
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

(
P
F
E
E
)
と
な
っ
た
が
、

ス
ム
バ
ト
は
ソ
ル
コ
ク
タ
ニ
日
ベ
キ
の
「
イ

ス
テ
パ
ノ
ス
は
そ
れ
を
「
テ
ル
」
(
仲
間
同
)
と
言
い
換
え
る
。
す
な
わ
ち
王
侯
に
従
属
す
る
延

臣
或
い
は
家
臣
と
し
て
こ
の
身
分
を
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

ス
ム
パ
ト
の
所
領
は
ソ
ル
コ
ク
タ
ニ
の
私
領
に
属
す
こ
と

と
な
り
、
公
課
の
台
帳
か
ら
除
か
れ
た
の
で
あ
る
。

北
大
文
学
部
紀
要



モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
北
西
イ
ラ
γ
支
配
と
オ
ル
ベ
リ
ヤ
ン
家
の
台
頭

ス
ム
パ
ト
は
帰
国
す
る
と
、
安
堵
さ
れ
た
世
襲
地
の
接
収
を
容
易
に
す
る
た
め
、
パ
イ
ジ
ュ

H

ノ
ヤ
ン
の
援
助
を
求
め
た
。

モ
ン
ゴ
ル

軍
の
武
力
を
背
景
と
し
た
接
収
を
終
了
さ
せ
る
と
、

た
だ
ち
に
そ
の
領
内
で
教
会
と
修
道
院
の
修
復
と
新
設
に
着
手
し
た
。
バ
パ
ヤ
ン
は

こ
の
時
ス
ム
パ
ト
が
ア
ヴ
ァ
グ
家
、

プ
ロ
シ
ャ
ン
家
、
バ
チ
ュ

l
テ
ィ
ヤ
ン
家
に
属
し
た
い
く
つ
か
の
村
落
を
併
合
し
た
の
で
、
紛
争
が

生
じ
た
と
す
る

(
切
問
。
白
出
国

w

円
、
『
℃
・
戸

ω

∞l
H
ω
吋

)
0

し
か
し
、
近
隣
諸
侯
領
の
併
合
は
、
既
に
ア
ル
ス
ラ
ン
が
エ
リ
ク
ム
に
自
己
の
占
領
地

を
与
え
た
時
に
生
じ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

モ
ン
ケ
の
安
堵
は
ア
ル
ス
一
フ
ン
の
採
っ
た
方
針
の
追
認
と
な
っ
て
い
る
。

ス
テ
パ
ノ
ス
が
自

家
に
対
す
る
ア
ヴ
ァ
グ
と
ゴ
ン
ツ
ァ
の
敵
意
の
理
由
に
つ
い
て
全
く
触
れ
て
い
な
い
の
は
、

か
え
っ
て
そ
の
聞
の
事
情
を
熟
知
し
て
い
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。

ス
ム
パ
ト
の
所
領
は
、

モ
ン
ケ
に
よ
っ
て
安
堵
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

オ
ル
ベ
リ
ャ
ン
家
の
敵
は
、
新
た
な
攻
撃
を

68 -

計
画
し
た
。

ス
テ
パ
ノ
ス
は
、

ス
ム
バ
ト
に
敵
意
を
持
つ
諸
侯
が
一
二
五
四
年
ト
ピ
リ
ス
ィ
に
集
合
し
、
お
り
か
ら
人
口
調
査
の
た
め
に

オ
ル
ベ
リ
ャ
ン
家
攻
撃
の
許
可
を
求
め
匂
攻
撃
ま
で
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
が
、

こ
こ
に
来
て
い
た
ア
ル
グ
ン
H

ア
カ
の
も
と
に
赴
き
、

こ
の
請
願
は
幾
分
効
を
奏
し
、

ス
ム
パ
ト
は
少
な
か
ら
ぬ
所
領
を
失
っ
た
。
彼
は
再
度
入
朝
を
決
意
し
、

ア
ル
ス
ラ
ン
日
ノ
ヤ
ン
の
援
助

を
求
め
た
。
こ
う
し
て
第
二
回
目
の
カ
ラ
コ
ル
ム
旅
行
が
行
わ
れ
る

(ω
回目

E
l冨
R
H
E
-
-
F
E
O
W
E
S。

筆
頭
と
す
る
反
対
者
の
議
訴
を
被
り
、
宮
廷
に
召
還
さ
れ
た

偶
然
時
同
じ
く
し
て
、
ア
ル
グ
ン
H

ア
カ
は
、
ジ
ャ
マ

l
ル
y

デ
ィ

l
ン
日
ハ

I
ス
ハ

l
ジ
ェ
ブ
(
同
同
日
間
7
L
I
ロ
EHWMH$
司
M4σ)
を

ス
テ
パ
ノ
ス
は
ス
ム
パ
ト
の
今
回
の

(一「ロ
4
白
山
口
同
¥
切

O
U刊

日

3

ロ・
ω
M
H
l
m
ω
ω
)
0

旅
行
の
年
次
を
一
二
五
六
年
と
し

(ω
白
山
口
同
i
宮
山
三
宮

w
F
E
S、
ジ
ュ
ヴ
ァ
イ
ニ

l
は
一
二
五
六
年
三

l
四
月
ア
ル
グ
ン
が
ホ
ラ
サ
ン
の

マ
ル
ヴ
を
通
過
し
た
と
記
す

(
E
S吉
山
¥
回

o
u
L
P

戸

巴
ω)
。
ス
ム
パ
ト
が
カ
ラ
コ
ル
ム
に
つ
い
た
時
、

ア
ル
グ
ン
は
裁
判
を
ひ
か
え
て

拘
留
さ
れ
て
い
た
。

ス
テ
パ
ノ
ス
は
ア
ル
グ
ン
攻
撃
の
主
謀
者
が
シ
ャ
ラ
バ
デ
ィ
ン
ハ

ωzst注目口一一
F
F
ω
E
S
H
m
p
-ー
ロ
古
)
と
セ
グ



イ
ン
チ
H

ベ
ク

(ω
叩

4
E
n
r
∞m-乙
で
あ
り
、

セ
ヴ
イ
ン
チ
H

ベ
ク
は
ス
ム
パ
ト
に
と
っ
て
も
敵
で
あ
っ
た
と
記
す

(F-21宮田
E
P
F

z

h

N

)

が、

ジ
ュ
ヴ
ァ
イ
ニ
ー
は
こ
の
二
名
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
。

モ
ン
ケ
は
ス
ム
パ
ト
に
所
領
と
現
地
の
モ
ン
ゴ
ル
軍
の
状
態
に
つ
い
て
尋
ね
、
次
に
ア
ル
グ

γ
が
諸
国
を
荒
廃
さ
せ
、
僧
侶
を
殺
害
し

た
か
否
か
を
質
問
し
た
。

ス
ム
パ
ト
は
ア
ル
グ
ン
が
全
く
正
し
い
こ
と
を
証
言
し
た
。
そ
の
翌
日
裁
判
が
行
わ
れ
た
が
、
謹
告
者
シ
ャ
ラ

フ
y
〕
ア
ィ

I
ン、

セ
ヴ
イ
ン
チ
H

ベ
ク
の
有
罪
、
が
確
定
し
、
疑
惑
の
晴
れ
た
ア
ル
グ
ン
は
放
免
さ
れ
た
。

一
方
、

ス
ム
バ
ト
の
用
件
に
つ

い
て
モ
ン
ケ
は
、

彼
を
ア
ル
グ
ン
に
紹
介
し
、
最
初
の
も
の
よ
り
も
一
層
確
実
に
ス
ム
パ
ト
の
財
産
の
所
有
権
を
保
証
す
る
新
し
い
勅
書
を
発
行
す
る

よ
う
に
命
じ
た
。

た

(ω
白
山
口
同

l
y
p
H片山

P
F
E
S
。
ア
ル
グ
ン
は
一
二
五
八
年
九
月
ホ
ラ
サ
ン
に
帰
任
し
て
い
る

(
H
E
4向
山
口
同
¥
回
。

1
9
口
w
u
u
ω
)

の
で
告
の

- 69 

こ
の
よ
う
に
し
て
オ
ル
ベ
リ
ャ
ン
家
の
所
領
は
先
回
の
勅
書
ど
お
り
に
安
渚
さ
れ
た
。

ス
ム
バ
ト
は
ア
ル
グ
ン
と
共
に
帰
国
の
途
に
つ
い

る
か
ら
、

ス
ム
バ
ト
も
こ
の
こ
ろ
領
地
に
帰
っ
た
で
あ
ろ
う
。

第
二
節

イ
ル
H

ハ
ン
と
オ
ル
ベ
リ
ャ
ソ
家

ス
ム
バ
ト
が
二
度
目
の
カ
ラ
コ
ル
ム
旅
行
か
ら
帰
国
し
た
こ
ろ
、

フ
ラ
グ
は
イ
ス
マ

l
イ
l
ル
派
と
ア
ッ
パ
ー
ス
朝
に
対
す
る
作
戦
を

成
功
一
一
長
に
終
了
さ
せ
て
い
た
。

ス
テ
パ
ノ
ス
は

(ω
田
山
口
同
1
7角
田
H
江

口
w

口"日十串)、

と
記
す
。 彼

は
フ
ラ
グ
に
も
恩
寵
を
被
る
こ
と
厚
く
、
栄
誉
を
授
け
ら
れ
た
。
ま
た
彼
自
身
の
用
事
を
命
じ
ら
れ
た
。

ス
ム
パ
ト
に
寄
せ
る
フ
ラ
グ
の
信
頼
は
絶
大
で
、
彼
は
望
む
者
の
生
死
を
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
程
で
あ
っ
た
の
で
、
万
人
が

北
μ

一
人
文
学
部
紀
要



M
P
-
γ
ゴ
ル
帝
閣
の
北
西
イ
ラ
ン
支
配
と
オ
ル
ベ
η
ツヤ

γ
淡
の
台
頭

援
を
恐
れ
、
彼
に
注
目
し
て
い
た
、
と
い
う
公
玄
仏
・

ス
ム
パ
ト
は
ア
ラ
タ

i
グ
に

フ
ラ
グ
の
一
自
誌
の

?と

い
た
木
材
を
大
ア
ル
メ
エ
ア
の
ア
イ
ラ
ラ
ト
ハ
〉
ス
己
主
)
郊
バ
セ
ン
ハ
切
草
取
る
で
伐
掠
し
た
ハ
手
E
4
E
C
o

グ
ル
ジ
プ

ヴ
ィ
テ
ィ
五
世
の

結
っ
た
が
、
他
の

戸
旬
。
。

iαα
吋
)
、
か
え
っ
て
、
ア

{
刊

u
v

て
い
た
ゴ
ン
ツ
ァ
を
ブ
ラ
グ
の
命
令
に
よ
っ
て
処
刑
し
た
ハ

ωazIほ
え
片
山
口

L
F
5
3
0
こ
れ
に
緩
い

の
多
く
と
同
じ
く
こ
れ
に
加
わ

ヴ
ァ
グ
の

主

て、

フ
ラ
グ
と
や
プ
チ
ャ
ク
討
ハ
ン

ベ
ル
ケ
と
の
間
に

ス
ム
バ
ト
の
務
ブ
ル
テ
ル
は

て
一
一
一
六

テ
レ
グ

持
付
近
で
戦
死
し
て
い
る

(FE-w
エ
九
日
〉
。
こ
の
こ
ろ
よ

で
の
ス
ム
パ
ト
の
活
動
は
知
れ
な
い
。
ブ
ル
グ
ン
百
一
/
カ
と

シ
ャ
ム
ス

γ
デ
ィ

1
ン
に
会
見
す
る
た
め
に
イ
ル
討
ハ
ン
悶
の

タ
予
フ
リ
ー
ズ
に

そ
の
地
で

し
た
の
で
あ
る

H
F
-
m
M〉

一
(
西
暦
二
一
七 そ

の
年
次
に
つ
い
て
は

ス
テ
パ
ノ
ス
ハ
ス
テ
パ
ノ
ス
・
オ
ル
ベ
リ
ャ
ン
と
は
部
人
〉
の

ア

ノレ

メ

〉
年
の
項
(
民
間

w
o
z
s
L
F
h
S〉
に
、

70 -

グ
ル
ジ
ア

に
J

プ
ィ
ミ
ト
レ

a
y

込
n
N
H
r

、

，
刃
日

uFL

偉
大
で
高
名
な
ス
ム
バ
ト
が
死
亡
し

と
あ
り
、

ス
テ
パ
ノ
ス
・
オ
ル
ベ
リ
ャ
ン
ー
も
‘

タ
ル
サ
イ
チ
、
が
ス
ム
パ
ト
の
死
亡

L
た
後
、

一
一
一
七

七
二
年
デ
ィ
ミ
ト
望
会

ス
テ
パ
ノ
ス
が

.T!D 
け

ずこ

s
a
H
H
?宮島吋仲山口
w

M
m
v
C
)

。

えいい山〉、

タ
ル
サ
イ
チ
は

の
た
め
に
聖
グ
ヲ
ゴ
ル
ハ
の
片
山
m
G
H
)

共
Eこ

し
た
。

と
述
べ
、

ノ
ラ
ヴ
ァ
ン
ク

(
2
0
2

一
一
一
七

碑
文
(
問
。
∞
S
H
M
g支出
J
H
Y

戸
。
)
に
も

宝
(
部
吋
}
円
ぶ
可
)
ス
ム
パ
ト
は
こ
の
墓
所
に

我
々
は

門
ア
ル
メ
ニ
ア

七

ス
ム
パ
ト
の
遺
体
は
タ
ブ
リ

i
ズ
よ
り
ヴ
ァ

ツ
ヅ
ォ
ル
に

れ

の
翌
年
二
一
七

の
残
る

た
の
で
あ
る
。



ス
ム
パ
ト
は

た
な
か
っ
た
の

一
番
下
の
弟
タ
ル
サ
イ
チ
合
養
子
と
し
て
お
り
、
授
が
兄
よ
り
統
治
権
止
を
出
引
き
継
ぐ
こ
と

タ
ル
サ
イ

は
、
ア
ル
グ
ン
H

ア
カ
と
シ
ャ
ム
ス

γ
デ
ィ

1
ン
に
よ
っ
て
、
あ
ら

チ
も
ま
た
イ
ル
日
ハ
ン
の

ブ
バ
ガ
の

っ
て
、

ァ
、
小
ア
ジ
ア
、

ア
マ
ス
イ
ア
、

ハ
一
%
、
ダ
ル
メ

γ
ド

め
承
認
さ
れ
て
い
た
ハ

V
Z寸
話
2
Z
H
r
F

度
々
山
門
川
舗
な
栄
援
を
授
け
ら
れ

ま
た
、

ホ
一
プ
サ
ン
、

1ン

リ

に
合
せ
て
九
震
出
征
し
、
武
勇
の
程
を
示
し
た
の
で
、

ハ
ン
よ
り
勝
利

修
道
院

5
0〉
設
は
ス
ム
パ
ト
と
陪
じ
く
多
く
の

】
品

A
r
H品
mr

を
記
念
す
る

(
即
日
}
町
内
ザ

た。

ア
ン
グ
ハ
ccmwys一司

修
道
院
、

タ
テ
フ

タ
ル
サ
イ
チ
が
一
所
領
を
継
滋
し
た
イ
ル
H

ハ
ン
の
ブ
バ
ガ
統
治
年
時
間
は
、

サ
イ
チ
誌
、
デ
ィ
ミ
ト
リ
ノ
の
却
泣

教
会
堂

、
ゴ
シ
ャ
グ

の
寄
進
を
行
っ
た

サ
ド
ヮ
ン
・
ア
ル
ツ
ル
ニ
の

盛
ん
で
あ
っ

タ
/v 

地
位
を
占
め
な
か
っ

ア
パ
ガ
、

サ
ド
ゥ
ン
が

っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
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し
か
し
、

テ
パ
ノ
ス
の

ハ
Z部一
r
c
r芯
♂

y

こ十よ戸、

、

t
t

彼
は
ス
ム
パ
ト
王

(
田
町
内
伸
之
の
弟
で
、
王

ぜ
る
偉
大
な
ア
ル
メ

総
督

m
o
H同

剖
出

ewmH戸
)

た。

と
あ
る
。
タ
ル
サ
イ
チ
辻
、

ア
ブ
マ
ド
よ
れ
ノ
ブ
ヅ
マ
ン
タ
ル
、

メ

ヴ

ノ

れ

れ

の
墓
碑
銘
ハ
同
ま
窓
口

gHH仲
間

J
H
)
'
-

詰
〉
に

る
議
名
で

ア
ブ
叩
ド
に
対
す
る
ア
ル
グ
ン

の
ク
ー
デ
タ
ー
が

時

に
付
い
て
お
り
、

テ
パ
ノ
ス
に
よ
る
と
〈

ω包
丘
l
冨
出
片
付
日
夕

ア
ル
グ
ン

栄
誉
を
与
え
ら
れ

北
ふ
人
文
学
部
紀
要

直
ち
に
グ
ル
ジ
ア
悶
政
に
お
い
て

い
で

r、、

八
一
一
年
三

タ
ル
サ
イ
少
の
地
位
が
上
昇
し

す
る
と

イ
ル
・
ハ
ン
持
ア
フ
マ
ド
に
つ
い
て
、

ブ
の
諸
畏
タ
ル
サ
イ
チ

2
3
E丘
三
、
大

ル
ツ
ァ
カ
ル
の

つ
の
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
内
、

ナ
鍔
者
共
に

L 、
O 

fヘ

久、

タ
ル
サ
イ
チ
は
、
グ
ル
ジ
ア
主
共
ん
ベ
ブ
ル
グ
シ
側



そ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
北
西
イ
ラ
ン
支
配
と
オ
ル
ベ
リ
ヤ

の
で
あ
る
。
タ
ル
サ
イ
チ
は
グ
ル
ジ
ア

ィ
ミ
ト
り
か
ら
は
、

ア

、
ヵ
ル
ス
、

ト
ピ
口
ジ
ス
ィ
の
聞
の
諸
地
方
の

ア
タ
ベ
ギ

畿
を
得
る
が
、
数
年
後
死
亡
す
る
。

ス
テ
パ
ノ
ス
は
タ
ル
サ
イ
チ
の

に
つ
い
て

3
臼
山
口
?
認
支
払
タ

同
吋
{
)
)
、

ム
ヤ
ジ
ス
ト
紀
元
二
…
九
む
年
敬
度
な
る
誇
品
獄
中
の

し
て
い
る
。
ま
た
プ
ル
メ
ニ
プ ル

サ
イ
チ
は

の
譲
り
に
達
し
、

ア
ル
パ
ハ
〉
同
}
礼
同
)
の

ν芝、

し
た
。

八
年
ハ
一
二

月
人
目

i
一一一

月
七
日
)
の

年
次
を
刻
む
慕
砕
に
〈
問
。
∞
窓
口
幸
克
明
J
M
Y
3
3、

dじ

(
由
同
町
陪
一
吉
川
認
可

w
o
m
g
g
z
c、

(
H
H
H

和仲間

m
o
F
g富
山
〉
、
勇
敢
で

る
ア
タ
パ
ク
ハ
丸
山

S
F〉
日
夕
ル
サ
イ
チ
の
休
み
所
で
あ
る
。

一
年
で
あ
ろ
う
。

墓
所
建
立
が
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タ
ル
サ
イ
ヰ
ノ
は

度
結
婚
し
、
最
初

ブ
ル
ズ

(〉

E
N〉
と
の
関
に
エ
リ
グ
ム
と
ス

パ
ノ
ス
、

の

ナ

ハ
宮
古
ろ
と

の
聞
に
パ
フ
ラ
ド
ラ
(
H
U

ぜ

w
r
gふ
O
山
内
心
と
ジ
ャ
ラ
ル

合
わ
せ
て
閉
山
名
の

っ
た

ハ
ω問山口47γム門担吋片山口
w

H

T

H

品
mww

バ
バ
ヤ
ン
ハ
m
w
出
合
盟
国

Z
w

円、吋
M
M

・

ヂ
ヲ
グ
ム
と
一
一
一

ろ
死
亡
し
た

ヴ
プ
ネ
の
む
ず
と
リ
パ
リ
ト
の

問
問
に
一
所
領
相
続
の

、，
A
V

、唱
し
カ

こ
れ
に
つ
い
て
、
思
リ
グ
ム
の
弟
で
あ
る
ス
テ
パ
ノ
ス
拭

(ω
丘
三
{
宗
主
神
宮
L
P
Hさ〉、

〈

uv

こ
達
は
領
地
〈
仲
間

2
3
4者
同
乙
と
統
治
権
令
部

y
w
gロ
己
主
要
る

た
も
の

設
ゐ
死
後
、

の
た
め
に
分
れ

つ
〕
た
。
彼
等
は

立〉

プ
ル
グ
ジ
H

ハ
ン
の
前
で
〔
拝
謁
の
い
〕
際
的
役
上
奏
し
た
。

ェ
り
グ
ム

れ

譲
歩
]
父
の
地
伎
に

全
〔
兄
弟
〕
の

Q
m
r
gと
と
し

リ
パ
ヲ
ト

さ
れ
て
い
な
い
。
継
承
権
の
争
い
は
タ
ル
サ
イ
チ
の
む
す
こ

の
問
問
に
生
じ
た
の
で

ス
テ
パ
ノ
ス



は
続
け
て
、

し
か
し
な
が
ら
ぷ
ロ
ク
ム
は
父
の
全
世
襲
地
を
受
け
継
い
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
兄
恰
仰
に
対
し
て

L 、

所
有

全
部
の
物
を
、
主
教
、

(
省
出
合
路
島
〉
の
問
問
に
分
記
し
、

し
か
る
後
に
、

正
義
に
従
っ
て
一
部
会
兄
弟
ジ
ャ
ラ
ル

他
の

部
を
父
方
の
従
兄
弟
リ
パ
ヲ
ト
に

た。

こ
う
し
て

f蜘 1

の
しJ

偉
大
九

厳
粛
な
統
治

ハ山部
r
r
y戸口
5dd司
同
じ
に
よ
っ
て
、
こ
の
閉
闘
の
領
地
〈
仲
間
言
誤
認
と
を
治
め

と
記
す
。

ぷ
リ
ク
ム
は

ャ
ラ
ル
、
従
兄
弟
リ
パ
ヲ
ト
と

H

し
、
全
体
の
統
治
権
は
保
持
し
た
の
で
あ
る
。

二
一
人

O
年
父
タ
ル
サ
イ
チ
の

い
た
多
く
の

十専

品
リ
グ
ム
の

の
内
、

ス
ィ
ウ
ニ
グ
地
方
史
を
著
し
た
ス
テ
パ
ノ
ス
は
、

土
、
僧
侶
の
緩
劫
に
よ
っ
て
ノ
ラ
グ
ア
ン
ク
で

に
叙
さ
れ
た
。
後
に
、

ム
ヤ
リ
ム
ヤ
プ

ヴ
ノ
ル
メ
ニ
ブ

。コ

で
あ
る
カ
ト
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リ
コ
ス
の
コ
ス
タ
ン
デ
ィ
ン

一
世
〈
州
内
O
出
窓
口
門
出
口
出
回
νHCHMm叫
O
H
含
F

一
ニ
入
入

i
一
ニ
九
む
年
〉
に
よ
っ
て
、

ヴ
ア
認
ツ
ヅ
ォ
ル

地
方
と
タ
テ
ブ
地
方
の
多
く
の

の
上
位
者
で
あ
る
ス
ィ
ウ

ク
の
府
ハ
或
い
は
大
)

に
叙
任
さ
れ
た
。

ス
テ
パ
ノ
ス
は
カ
ト
リ

コ
ス
の
叙
…
託
状
を
も
っ
て
締
思
し
た
が
、

タ
テ
ツ
の

ハ
イ
ラ
ベ
ッ
ト
ハ
z
a
H
8
2
〉
と
ホ
ヴ
ノ
ハ
ネ
ス
ハ
ペ
0
4
Z
H
M
H
M
m
与
は
こ
の
人
事

に
強
く
反
対
し
た
。
ス
テ
パ
ノ
ス
は
ア
ル
グ
ン
H

ハ
ン
の
も
と

い
て
カ
'
F
リ
コ
ス
の

て
支
持
を
求
め

ア
ル
グ

ン
は
ス
テ
バ
ノ
ス
に

領
域
宮
島
宮
崎
ゲ
〉
、

に
対
す
る

令
て
h
p
一
ア
ブ

に
帰
し
た
ハ
切
広
三

1
7
P
E
P
F
E
P
M伐
さ
。
こ
れ

し
て
ス
ィ
ウ

ク
地
方
の
統
治
権
交
有
す
る
オ
ル
ベ
リ
ャ
ン

の一阿倍片

が
管
器
内
の

に
対
す
る
裁
治
権
を
有
す
る
府
主
教
位
に
却
き
、
こ
れ
に
よ
っ
て

聖
俗
一
間
一
部
で
こ
の
地
方
の
支
配
権
を
把
怒
し

た
に
と
を
意
味
す
る
。
彼
は
死
後
こ
の
地
位
は
兄
弟
の

は
位
に
あ
る
。
〉
、

グ
ハ
ネ
ス
ハ
夜
位

一O
凶
!
不
明
。

は
位
に
あ
る

J
、

吋
ハ
テ
パ
ノ
ス

ハ
一
一
一
一
二
一

ホ
ヴ
ハ
ネ
ス
・
グ
ォ
日
夕
ネ
ッ
ィ

ハ〈
O
H
O
S
H凶
2

5

一
一
一
一
八
六
年
没
。
)
、

ス
テ
パ
ノ

北
大
文
学
部
結
要



モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
北
西
イ
ラ
ン
支
配
と
オ
ル
ベ
リ
ヤ
γ
家
の
台
頭

ス
・
イ
ヴ
ァ
ネ
(
一
四
一
七
年
に
は
位
に
あ
る
o
〉
に
受
け
継
が
れ
、
事
実
上
オ
ル
ベ
リ
ャ
γ
家
の
私
有
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

エ
リ
グ
ム
の
従
兄
弟
リ
パ
リ
ト
に
は
長
子
ス
ム
バ
ト
以
下
五
子
が
あ
っ
た

(ω
同日

HZBEY-[
白】守合口
w
H
F
-
uぷ〉

0

一
一
一
一
一
七
年
へ
ル
ヘ
ル

(回目

HZH)
の
寄
進
碑
文
(
烈

g
窓
口

B
E印

J

℃・

-ω
∞
〉
に
は
、

れ
て
い
る
。
イ
ル
H

ハ
ン
の
シ
リ
ア
遠
征
軍
に
加
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
に
は
妻
ヴ
オ
フ
ト
グ
(
〈
。
F
Z
R
c
m
)
と
の
聞
に
タ
ン
ツ

ス
ム
バ
ト
が
エ
ジ
プ
ト
軍
の
捕
虜
と
な
っ
た
が
後
に
解
放
さ
れ
た
と
記
さ

ア
夕
、
グ
(
叶
出
口
雷
同
ぺ
出
mr)
の
領
主
(
仲
間
同
〉

で
あ
っ
た
む
す
こ
ベ
ナ
〈
回
目
白
る
が
あ
っ
た
。
リ
パ
リ
ト
の
次
子
ホ
ヴ
ハ
ネ
ス
は
ス
テ
パ
ノ

ス
の
力
に
よ
っ
て
聖
職
に
入
っ
て
高
い
地
位
を
得
、

一
三

O
四
年
に
は
ス
ィ
ウ
ニ
ク
大
主
教
の
位
に
登
っ
た

(
ω
t
E
l富山
H
H
E
L
F
-吋
δ
。

エ
リ
ク
ム
の
異
母
弟
ジ
ャ
ラ
ル
の
家
族
に
つ
い
て
は
、

一
三
二
六
年
の
ヴ
ァ
ガ
デ
ィ
ン

(〈同
m
Z
E
ロ
)

の
碑
文
に

(
同
内

O
回
窓
口

g
E∞J

同

)

・

】

O
ω
)

、
ジ
ャ
ラ
ル
の
む
す
こ
で
あ
る
私
ス
テ
パ
ノ
ス
・
オ
ル
ベ
リ
ャ
ン
、

ス
ィ
サ
カ
ン
地
方
の
大
主
教
は
、
自
分
の
家
で
あ
る
ヴ
ァ
ガ
デ
ィ

74 

ン
ヴ
ァ
ン
ク
に
行
き
:
:
:
。

と
あ
る
。
こ
の
ス
テ
パ
ノ
ス
が
ホ
ヴ
ァ
ネ
ス
を
継
い
で
ス
ィ
ウ
ニ
ク
大
主
教
に
就
任
し
た
者
で
あ
る
。

バ
バ
ヤ
ン
は
エ
リ
ク
ム
の
没
年
を
二
ニ

O
O年
と
し
た
(
切
問
。

S
F
5
8
0
こ
の
年
の
ノ
ラ
ヴ
ァ
ン
ク
碑
文
(
間

g
gロ
g
ロ
ぇ

L
-
E
C

は
追
悼
の
た
め
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は
妻
タ
ム
タ

(
叶
民
国

HHHt31)

と
聞
に
ブ
ル
テ
ル
、

ブ
グ
ダ
お
よ
び
一
女
を
も
う
け
た

ス
ィ

ウ

グ

ト

ワ 〆ヘ
マ Uコ

同

ンI35' 
の}?

y
F
3
E
L
F
-
2
)
0
バ
バ
ヤ
ン
(
切
忠
一
白
出
向
・

2HV・
5
3
は
彼
が
グ
ル
ジ
ア
王
国
の
ア
ミ
ル
ス
パ
サ
ラ
リ
、

支
配
者
で
あ
り
、
諸
侯
中
の
諸
侯
宇
田

F
Eロ
g
a
u
r
w
Eロ
)
、
大
グ
ラ
フ
(
唱
え
〉
を
称
し
た
、
と
す
る
。

オ
ル
ベ
リ
ャ
ン
家
の
所
領
支
配
は
ス
ム
バ
ト

(
?
l
一
二
七
二
年
)
の
後
、

タ
ル
サ
イ
チ
(
一
二
七
二

l
一
二
九

O
年)、

エ
リ
グ
ム

ハ
一
二
九

0
1
一
三

O
O年
)
の
順
に
継
承
さ
れ
た
。
彼
等
の
相
続
に
際
し
て
、

イ
ル
日
ハ
ン
側
の
承
認
、
選
任
が
行
わ
れ
た
。

タ
ル
サ



イ
チ
は
ア
フ
マ
ド
H

ハ
ン
に
フ
ラ
マ
ン
タ
ル
、

メ
ツ
H

ゴ
ル
ツ
ァ
カ
ル
の
二
官
職
を
与
え
ら
れ
、

ス
テ
パ
ノ
ス
は
ア
ル
グ
ン
日
ハ
ン
に
大

主
教
就
任
の
保
証
を
得
た
。
オ
ル
ベ
リ
ャ
ン
家
は
自
己
の
保
有
す
る
支
配
権
の
最
も
根
本
に
か
か
わ
る
問
題
に
つ
い
て
イ
ル
H

ハ
ン
或
い

は
そ
の
最
高
級
官
人
と
密
接
に
関
係
し
、
他
の
在
地
的
権
力
の
介
在
を
許
し
て
い
な
い
。
イ
ル
H

ハ
ン
国
に
通
常
に
見
ら
れ
る
土
着
君
主

と
イ
ル
H

ハ
ン
と
の
関
係
に
同
じ
も
の
が
観
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
節

一
四
|
一
五
世
紀
初
頭
の
所
領
支
配
権
の
継
承
の
系
譜

一
三
四
五
年
ヘ
ル
ヘ
ル
の
碑
文
(
同

g
gロ
2
5印J
H

)

・
5
5
に、

大
パ
ロ
ン
H

ブ
ル
テ
ル
(
司
氏
。
ロ
H
U
H
H
H

ぺ
m-u
と
彼
の
む
す
こ
ベ
シ
ュ
ケ
ン
(
司

rrraE)、
イ
ヴ
ァ
ネ
の
統
治
年
聞
に
・
:
:
・
。

と
あ
り
、

-
三
四
八
年
ヴ
ず
ヨ
ツ
ヅ
ォ
ル
の
へ
ル
モ
シ
ハ
国
2
5
0ロ
)
修
道
院
で
筆
写
さ
れ
た
写
本
奥
付

(
F
2
5
P
H
)
-
g
)
に、
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ス
ィ
ウ
ニ
ク
州
の

(
中
略
)
故
パ
ロ
ン
H

ブ
ル
テ
ル
の
む
す
こ
達
、
諸
侯
中
の
諸
侯
ベ
シ
ュ
ケ
ン
と
兄
弟
イ
ヴ
プ
ネ
の
君
臨
と
統
治

の
期
間
。

と
あ
る
。
支
配
権
を
得
て
い
た
ブ
ル
テ
ル
は
、
一
三
四
五

1
一
三
四
八
年
の
聞
に
死
亡
し
、
支
配
権
は
む
す
こ
ベ
シ
ュ
ケ
ン
(
切
g
r
w
d
る

が
継
承
し
た
。
ブ
ル
テ
ル
に
は
こ
の
両
者
の
他
に
男
子
サ
メ
グ

(ω
包
括
閃
ど
が
あ
っ
た
(
欠

S
窓
口

g
ロ
史
"
℃
・

5
3
0
イ
ヴ
ァ
ネ
に
は
ブ

ノレ

ア

ノレ、

ス
ム
バ
ト
、

グ
ル
ゲ
ン

(
C
C
H
-
m
m
ロ〉、

ホ
ヴ
ハ
ネ
ス
の
諸
子
が
あ
っ
た

3
2」

S
F
H
)・
E
M
u
-品
ω
u
Z
P
4
m
w
H
)・吋吋
)
0

チ
ム

l

ル
の
遠
征
軍
に
タ
テ
フ
を
追
わ
れ
、
避
難
の
途
中
死
亡
し
た
ス
ィ
ウ
ニ
ク
大
主
教
ホ
ヴ
ハ
ネ
ス
・
ヴ
ォ
ロ
タ
ネ
ツ
ィ

こ
=
二
五
i
一一三

八
六
年
)
は
、

イ
ヴ
ァ
ネ
の
む
す
こ
で
あ
る

3
5」

S
F
匂

w
5
hご
の
・
明
-w
冨

A

山口骨
S
P
H
)・
包
O

〉0

北
ム
人
文
学
部
紀
要



モ
γ
ゴ
ル
帝
国
の
北
西
イ
ラ
γ
支
配
と
オ
ル
ベ
リ
ヤ
γ
家
の
台
頭

一
四
一
九
年
へ
ル
モ
ン
修
道
院
で
記
さ
れ
た
奥
付
に
(
営
旦
E
P
H
)・
エ
ω
〉、

こ
の
州
の
バ
ロ
ン
H

ス
ム
パ
ト
の
む
す
こ
バ
ロ
ン
H

ベ
シ
ュ
ケ
ン
の
兄
弟
で
あ
る
テ
ル
H

ス
テ
パ
ノ
ス
日
イ
ヴ
ァ
ネ
の
在
位
期
間
に

-・・。

と
あ
る
。
イ
ヴ
ァ
ネ
の
む
す
こ
達
の
中
で
ス
ム
パ
ト
が
所
領
支
配
権
を
継
ぎ
、

彼
に
は
ベ
シ
ュ
ケ
シ

(
二
世
)
、

ス
テ
パ
ノ
ス
H

イ
、
ヴ
ア

ネ
の
二
子
が
あ
っ
て
夫
々
聖
俗
の
各
権
を
把
握
し
た
の
で
あ
る
。

ハ
パ
ヤ
ン
は
、

イ
ヴ
ァ
ネ
の
父
ベ
シ
ュ
ケ
ン
(
一
世
)
の
地
位
は
後
に
オ
ル
ベ
リ
ャ
ン
一
族
の
チ
ェ
サ
ル

一
三
四
九
年
シ
ャ
テ
ィ
ヴ
ァ
ン
ク

3
E去
さ
斥
)
の
碑
文
(
同

g
gロ
2
2印
J

H

}

・

(
(
u
r
n
m
回目円)

に
替
わ
ら
れ

た
、
と
述
べ
る
(
切
問
。

S
F
2
H
U・
5
3
0
早
く
も
、

5
3
に
テ
ィ
リ
・
カ
ン
グ
ネ
ツ
ィ
(
叶
片
江
阿
国
ロ
m
山口
mgaむ
な
る
者
は
、

と
記
し
て
お
り
、

一
方
周
年
エ
レ
ラ
ン
(
何
百
円
白
ロ
)
修
道
院
で
筆
写
さ
れ
た
写
本
奥
付

3
g
r
p
H
)・
∞
吋
)
に
、

二一 '76=-

ハ
ロ
ン
H

チ
ェ
サ
ル
の
統
治
年
聞
に

勇
敢
な
る
ア
ル
メ
ニ
ア
の
部
将
、
敬
神
敬
度
な
る
諸
侯
中
の
諸
侯
ベ
シ
ュ
ケ
ン
と
イ
ヴ
ァ
ネ
の
統
治
年
聞
に
・
:

と
あ
る
。
ベ
シ
ュ
ケ
ン
一
世
と
チ
ェ
サ
ル
の
交
替
は
こ
の
一
一
一
一
四
九
年
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
チ
ェ
サ
ル
に
つ
い
て
、

三
三
二
年
の
セ
リ
ム
(
伊
ロ
ヨ
)
の
隊
商
宿
(
同

2
2
5
5
2ロ
)
の
碑
文
(
問
。
∞
窓
口
町
田
三
回
J

H

V

・
5
3
に、

七
/¥ 

(
西
暦
一
一
三
三
一
)
年
。

ア
ブ

l
サ
イ
ド
H

ハ
ン
の
世
界
支
配
の
時
。
諸
侯
中
の
諸
侯
ス
ム
パ
ト
と
母
ア
マ

(
〉
自
宅
)

の

む
す
こ
、

イ
ヴ
ァ
ネ
の
孫
、

オ
ル
ベ
リ
ャ
ン
一
族
の
私
チ
ェ
サ
ル
と
我
が
兄
弟
、
獅
子
の
如
き
諸
侯
達
ブ
ル
テ
ル
、

ス
ム
パ
ト
、

こ乙

リ
グ
ム
:
:
:

と
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ウ
ル
パ
パ
ヤ
ン

(
C
E
F
E
u
-由
♂

℃

-
S
3
は
、
『
ア
ル
メ
ニ
ア
碑
文
集
成
』
収
集
の
同
一
碑
文
に
拠
っ
て
、

チ
ェ
サ



ル
を
イ
ヴ
ァ
ネ
の

リ
パ
リ
ト
の

こ
で
あ
る
と
記
す
。

の
寸
ス
ム
バ
ト
」
は
っ
ジ
パ
ヲ
ト
」
の

占
め
る
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
c

さ
て
、

た
一
一
二
…

へ
ル
ヘ
ル
の
碑
文
ハ
ヌ

24窓
口
窓
口
同
盟
¥
日
ド

同

ω
∞〉

で
は
、

ス
ム
バ
ト
の

』
ワ
ォ
フ
ト

グ

こ
は
ベ
ナ
で
告
の
る

こ
こ
に
引
汚
し
た
も
の
と
は

な
い
の
次
に
、

セ
リ
ム
の
碑
文
で
は
チ
ェ
サ
ル
の
交
の
み

な
ら
ず
先
弟
に
も
ス
ム
パ
ト
の
名
が

不
自
然
で
あ
る
。
ス
テ
パ
ノ
ス

H

H

W

H

吋
A
F
〉

は
リ
パ
リ
ノ
ト
の
む
ず
こ
の

を
五
名
と
す
る
が
、

に
述
べ
た
ス
ム
バ
ト
、

ホ
ヴ
ノ
ハ
ネ
ス
に
こ
こ
に

る
チ
ェ
サ
ル
、

ブ
ル
デ
ル
、
〈
ス
ム
パ
ト
〉
、

エ
リ
ク
ム
を

加
え
る
と
丁
度
五
名
に
な
る
の

ま
た
、

イ
ヴ

γ
ネ

i
ス
ム
パ
ト
!
チ

サ
ル
と
続
く

の

他
の
史
料
に

亡
、

0

4
山

旬

、

ν

会フ

てつ

チ
ェ
サ
ル
の

ス
ム
バ
ト
で
な
く
ヲ
パ

p
ト
で
あ
ろ
う
。

J -ノ
サ
ル
は
妻
ド
ピ
ヤ
ン

m
U
0
1
5
H
H
)
 
家
の
ふ
M
P
シ
ャ
フ

(同ハゲ
C
H
山部ぴ向日
M

〉
と
の
認
に
サ
ル
ギ
ス
ハ

ω良
区
∞
〉
、

ホ
ヴ
ハ
ネ
ス
、

グ
ル
ド
(
州
内
h
d
H門

M
V
グ
プ
ル
ダ
ン

。〉

四

す亨 二柵

〈
国
内
幸
窓
口
町
田
口
史
"
M
Y

ち
て
、

セ
リ
ム
の

お
い
て
チ
ェ
サ
ル
は

時
ノ
パ
リ
ト
を

の
諸
民
」
の

で
い
る
。
し
か
し
、

ス
テ
パ
ノ

ス
の

こ
ろ
に
拠
る
と
ハ
mw
氏
支
i
認申
H
応

H
r
F

従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
称
号
に
も
か
か
わ
ら
ず
全
所
領
の

タ
ル
サ
イ
チ
の

は
エ
リ
ク
ム
で
あ
っ
て
、

予
ノ、

リ
ト
で
は
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
。
、
次
に
、

チ
Z

サ
ル

は
父
を
「
藷
侯
中
の

「
諸
侯
い

と
呼
ぶ
の

兄
弟
を

の
語
震
L

、
な

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
は
り
ノ
パ
ヲ
ト
の
家
族
の
み
に
繰
ら
れ
る

と
称
し
て
い
る
。

る
父
懇
か
}

初、ω

の
存
ず
る
こ

の
で
は
な
い
。

一
一
一
二
五
年
の
ヴ
ァ
ガ
デ
ィ
γ

の

(
問
。
印
窓
口

SHM件関
J
M
Y

口
ω〉
に
、

ぷ
り
グ
ム

世
の
子
供
遣
は
、

我
々
、
ブ
ル
テ
レ
と
ブ
グ
夕
、

ム
パ
ト
の
兄
弟
タ
ル
サ
イ
チ
の
む
ず
こ
エ
リ
ク
ム
の
む
ず
こ

ス
ィ
サ
タ
ハ
向
山
町
田
国
}
内
〉
の

の

語
侯
達

北
大
文
学
部
紀
委



モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
北
西
イ
ラ
γ
支
配
と
オ
ル
ベ
リ
ヤ
ン
家
の
台
頭

と
記
す
。

ま
た
、

エ
リ
ク
ム
の
む
す
こ
ブ
ル
テ
ル
の
家
族
に
つ
い
て
も
、

ア
ヴ
ァ
グ
な
る
者
が
記
し
た
一
三
四
四
年
ノ
ラ
ト
ゥ
ス

(
Z
。E
吉
田
)
の
碑
文
(
同

g窓
口

g
E由民唱力・

5
3
に、

ブ
ル
テ
ル
と
申
子
達
で
あ
る
諸
侯
達
ベ
シ
ケ
ン
、

と
あ
る
o

兄
弟
達
が
同
時
に
諸
侯

(
U
F
Eロ
)

イ
ヴ
ァ
ネ
、

サ
メ
ガ
の
統
治
(
宮

g
ロロペ
H
4
『
ロ
)
の
時
に

「
統
治
い
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
父
子
、

と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
、
三
人
の
兄
弟
の
文
法
上
の
格
は
属
格
で

兄
弟
か
ら
な
る
複
数
者
の
名
を
同
時
に
支
配
者
と
し
て
記
す
こ
と
は
、
一

一
三
四
八
年
へ
ル
モ
ン
修
道

院
の
写
本
奥
付

3
E
E
P
℃・∞。)、

あ
っ
て
、

四
世
紀
の
写
本
奥
付
と
碑
文
に
広
く
見
ら
れ
る
。
先
述
の
ヘ
ル
ヘ
ル
の
碑
文
(
関
cm窓
口
町
田
ロ
え
予
℃
・

-oS、

一
三
四
九
年
の
エ
レ
ラ
ン
修
道
院
の
写
本
奥
付

Q
Z
p
w
H
Y
∞
3
に
昆
え
る
と
お
り
で
あ
る
。
こ

一
三

O
六
年
エ
ゲ
ギ
ス
の
写
本
奥
付

3
2
r
p
H
)・
2
)
に、

の
よ
ち
な
例
は
他
に
も
管
見
の
限
り
、

こ
の
州
に
お
け
る
敬
度
か
っ
最
も
祝
福
さ
れ
た
諸
候
達
プ
ル
テ
ル
と
ブ
グ
ダ
の
統
治
年
間
。

7:8 

と
あ
り
、

一一一二

O
年
ヴ
ァ
ヨ
ツ
ヅ
ォ
ル
の
ヤ
ラ
テ
ス
修
道
院
で
記
さ
れ
た
写
本
奥
付

3
2
Tロ
wHV
・
旬
。
)
に
も
、

こ
の
地
方
に
お
け
る
バ
ロ
ン
H

ブ
ル
テ
ル
、
パ
ロ
ン
日
ブ
グ
ダ
兄
弟
、
及
び
パ
ロ
ン
H

チ
ャ
サ
イ
ル
(
(
U
F
ぶ
若
田
H
H
の
円
2
2
)
の
支
配
年
間
。

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
回
世
紀
に
オ
ル
ベ
リ
ャ
ン
家
で
は
所
領
の
一
族
共
治
、

或
い
は
分
割
統
治
の
傾
向
が
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
チ
ェ
サ
ル
は
所
領
全
体
の
統
治
権
を
得
た
の
で
は
な
い
。

一
族
の
名
が
単
独
で
見
え
る
か
、
複
数
と
な
る
か
は
、
碑
文
の
文
書
或
い

は
記
念
碑
と
し
て
の
性
格
に
よ
ろ
う
o

一
三
入
四
l
一
三
八
五
年
に
キ
プ
チ
ャ
ク
・
ハ
ン
H

ト
フ
タ
ミ
シ
ュ
の
イ
ラ
ン
侵
入
が
あ
っ
て
ス
ィ
ウ
ニ
グ
地
方
は
多
大
の
損
害
を
被

っ
た
が
、
ブ
ル
テ
ル
の
孫
、

イ
ヴ
ァ
ネ
の
む
す
こ
達
、

ヴ
ォ
ロ
ト
ン
の
ス
ム
バ
ト
、

ヴ
ア
ヨ
ツ
ヅ
ォ
ル
の
グ
ル
ゲ
ン
の
支
配
権
に
変
動
は

な
か
っ
た
(
国
-
N
F
W
H
ゼ
-
M
M
l
M
3
0

し
か
し
、

一
三
八
六
年
僧
ハ
立
ブ
(

J

町長
0
3
は

(ω
印旦
E
P
℃・

5
8
エ
ル
ン
ジ
ャ
ク
に
お
い
て
、



我
々
の
数
多
く
の
罪
に
よ
っ
て
、
異
教
徒
の
一
団
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
特
に
ブ
ル
テ
ル
の
領
地
に
〔
現
れ
た
〕
o

彼
等
は
来
志
し
て
、

ヴ
ォ
ロ
ト
ン
城
を
占
領
し
ナ
ニ
ク
ハ
Z
山口

F
イ
ヴ
ァ
ネ
)
の
干
ス
ム
パ
ト
か
ら
父
祖
の
領
地
を
奪
っ
た
。

と
記
し
、
あ
る
無
名
の
年
代
記
作
者
は

(
「
白
旬
口
、
吋
出
国

w

口、『

-yu

∞∞)、

ト
ル
コ
人
が
ヴ
ォ
ロ
タ
ン
の
要
塞
を
占
領
し
た
o

大
ヴ
ァ
ル
ダ
ベ
ト
H

カ
ヒ
ク
(
穴
白
阿
国
民
)
は
ツ
ァ
ル
(
口
毛
)
に
逃
げ
た
。

一
方
、

ハ
ロ
ン
H

グ
ル
ゲ
ン
は
心
痛
か
ら
死
亡
し
た
。

と
あ
る
。
ト
ル
コ
マ
ン
人
は
ヅ
グ
ク
地
方
を
占
領
し
た
。
グ
ル
ゲ
ソ
は
死
亡
し
た
が
こ
の
時
ヴ
ァ
ヨ
ツ
ヅ
ォ
ル
は
安
泰
で
あ
っ
た
。

こ
の
同
年
、

チ
ム

l
ル
の
軍
隊
が
北
西
イ
ラ
ン
に
到
着
し
、

ジ
ャ
ラ
イ
ル
朝
、

グ
ル
ジ
ア
王
国
、

シ
ル
ヴ
ァ
ン
、

ト
ル
コ
マ
ン
諸
部
族

に
対
す
る
作
戦
を
実
施
し

ハ出・

N
r
・
-vw
宅
-
M
N
ω
l
ω
M
)
、
大
ア
ル
メ
ニ
ア
の
諸
侯
に
も
深
刻
な
衝
激
を
与
え
た
。
ト
マ
・
メ
ツ
ォ
ペ
ツ
イ

統
治
の
最
初
の
年
、

オ
マ
ル
(
占
自
己
富
山

Hb)
は
荒
れ
た
葡
萄
園
の
葡
萄
夏
の
最
後
の
葡
萄
の
一
房
の
よ
う
に
、
全
民
族
に
残
さ
れ

- 79-

(叶
0
項
目
b
γ
P
S
R
O
宮
gaH〉
は

(
Z
P
4
9
H
)
-
U
1
3
、

て
い
た
我
が
種
族
の
三
人
の
諸
侯
を
虐
待
し
、

棄
教
を
強
い
た
。

彼
等
〔
の
一
人
は
〕

オ
ル
ベ
リ
ャ
ン
家
に
属
し
、

ゃ
フ
ル
テ
ル
の

孫
、
イ
ヴ
ァ
ネ
の
む
す
こ
で
、

ス
ィ
ウ
ニ
ク
地
方
ヴ
ォ
ロ
ト

γ
の
領
主
ブ
ル
テ
ル
で
あ
っ
た
。
彼
の
兄
弟
ス
ン
パ
ド
は
家
族
と
共
に

サ
マ
ル
カ
ン
ド
に
連
行
さ
れ
た
が
、
神
の
憐
欄
と
彼
等
の
祈
り
に
対
す
る
思
恵
に
よ
っ
て
、
後
に
生
国
に
帰
さ
れ
た
。
同
じ
く
、

ル
コ
ン
(
関
O
H
W
O
ロ
)
或
い
は
ゴ
ル
ゴ
ン
の
む
す
こ
で
エ
ゲ
ゲ
ア
ツ
の
領
主
タ
ル
サ
イ
チ
に
改
宗
を
強
い
た
。

コ

年
ま
で
ス
ム
パ
ト
と
兄
弟
ブ
ル
テ
ル
と
が
ヴ
ォ
ロ
ト
ン
に
、

と
述
べ
る
o

チ
ム

l
ル
の
孫
オ
マ
ル
H

ミ
ル
ザ
の
統
治
の
最
初
の
年
と
は
へ
ジ
ラ
暦
八

O
七
年
、
西
暦
一
四

O
四
/
五
年
で
あ
る
。
こ
の

グ
ル
ゲ
ン
の
子
タ
ル
サ
イ
チ
が
ヴ
ア
ヨ
ツ
ヅ
ォ
ル
に
健
在
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
チ
ム

l
ル
朝
は
、

マ
ク

(
F
H
J
Z剖
冨
)
の
領
主
ヌ
l
ル
ッ
デ
ィ
l
ン
、

グ
ル
ジ
ア
・
カ
ル
ト
リ
(
同
三
岳
)
地
方
の
ジ
ャ
ニ
ベ
グ

北
大
文
学
部
紀
要



モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
北
西
イ
ラ
γ
支
配
と
オ
ル
ベ
リ
ヤ
ソ
家
の
台
頭

(
】

V
O
H
-
w
u「
削
ロ
円
回
以
内
〉
、

サ
ム
ツ
へ

I

ア
夕
、
ヘ
キ
領

(ω田
B
G
r
F白
Iωgsgm。
)
の
プ
グ
ブ
カ
(
〉
ρ
回

E
M
C
等
の
場
合
と
同
じ
く
、

オ
ル

ベ
リ
晶
子
ン
一
一
族
を
従
え
、
そ
の
所
領
を
安
領
を
安
堵
し
た
が
、
彼
等
に
ム
ス
リ
ム
に
な
る
よ
う
強
制
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

や
ヵ:

て
チ
ム

I
ル
朝
の
威
光
が
陰
り
、

ア
ル
メ
ニ
プ
の
国
力
が
回
復
す
る
と
、

ト
マ
は

(
Z
P
A『

9
-
u・。向山)、

チ
ャ
ガ
タ
イ
久
の
時
代
に
棄
教
を
強
い
ら
れ
た
人
々
、

ヴ
ォ
ロ
ト
ン
の
ブ
ル
テ
ル
、

エ
ゲ
ゲ
ア
ツ
の
タ
ル
サ
イ
チ
、

マ
ク
の
ソ
ル
ガ

ト
ミ
チ

(
ω
O
H
m
r同
昨
日
円
台
ゲ
)
、

ア
グ
ツ
フ
(
い
〉
m
E
N
F
F
)
の
ア
ギ
タ
ン
(
〉
m
E窓
口
)

は
再
び
信
仰
に
帰
っ
た
。

と
記
す
。
従
っ
て
メ
バ
ヤ
ン
宙
忠
告

F

S勺・

5
3
の
見
解
と
は
異
っ
て
、

配
の
終
震
を
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。

チ
ム

l
ル
の
遠
征
が
オ
リ
ベ
リ
ャ
ン
家
の
ス
ィ
ウ
ニ
グ
支

ス
ィ
ウ
ニ
グ
地
方
と
オ
ル
ベ
リ
ャ
ン
家
じ
と
っ
て
最
大
の
し
か
も
決
定
的
な
災
厄
は
一
五
世
紀
一

0
年
代
に
起
っ
た
。

一
四
一
一
一
年
の

8.0 -

日
付
の
あ
る
グ
ル
ジ
ア
・
ア
ハ
ル
ツ
ィ
へ

(
K
F
F
Z
-
E
F
r巾
)
で
記
さ
れ
た
写
本
奥
付

(ω
同

E
U
P
℃・

5
8
に
は
、

我
々
の
地
域
の
パ
ロ
ン
H

ス
ム
パ
ト
と
彼
の
む
す
こ
パ
ロ
ン
H

ベ
シ
ュ
ケ
ン
の
統
治
す
る
聞
に
。
彼
等
は
悪
し
き
者
〔
サ
タ
ン
〕
の

差
金
に
拠
っ
て
父
祖
伝
来
の
所
領
か
ら
追
放
さ
れ
た
。

と
あ
り
、

一
四
一
七
年
の
奥
付
に
、

ブ
ル
テ
ル
家
の
子
孫
ス
ム
パ
ト
は
グ
ル
ジ
ア
に
追
げ
、
そ
こ
で
客
死
し
た
。
命
を
存
え
て
い
る
彼
の
む
す
こ
達
は
父
祖
伝
来
の
所
領

に
帰
っ
た
が
、
彼
等
は
自
己
の
領
邦
の
主
人
で
は
な
く
、
む
し
ろ
無
法
な
者
ど
も
の
従
者
で
あ
っ
た
。

と
あ
る
。
グ
ォ
ロ
ト
ン
の
城
主
で
あ
っ
た
ス
ふ
バ
ト
は
一
四
一
一
一
年
以
前
に
所
領
を
追
わ
れ
グ
ル
ジ
ア
に
亡
命
し
て
そ
の
地
で
客
死
し
、

彼
の
む
す
こ
達
は
故
国
に
帰
っ
た
が
、
従
前
の
所
領
支
配
権
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

ヴ
ア
ヨ
ツ
ヅ
ォ
ル
の
タ
ル
サ
イ

チ
の
支
配
権
に
つ
い
て
一
四
一
九
年
エ
ゲ
ゲ
ツ
の
へ
ル
モ
ン
修
道
院
で
記
さ
れ
た
奥
付

(ω
位
旦
芯

P
H
)・
エ
ω)
に
は
、



我
々
の

の
ブ
ル
テ
ル
の

こ
イ
ナ
ニ
ク
の

こ
グ
ル
ゲ
ン
の

こ
パ
口
ン
行
行
タ
ル
サ
イ
チ
の
円
支
寵
す
る
時
〕
、

ハ
タ
ル
サ
イ
チ

i
サ
ン
ジ
ャ

γ
〕
は
多
く
の
管
悩
直
窮
を
味
わ
っ

2ま

し
た
披
が
、

片
の
農

地
、
た
だ
の
一
倍
村
も
統
治
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
c

筒
放
な
ら
ば
彼
等
は
、
彼
の
村
々
、
町
々
、
修
道
院
、

も

ぎ
取
っ
た
の
ぐ
あ
る
。
設
は
逃
げ
て
、

る
持
が
彼
に

の
栄
光
と
権
威
と
な

蕗
ろ
ま
で
と
、

?と

隠
れ

る。

ヴ
ァ
ヨ
ツ
ヅ
ホ
ル
の
タ
ル
サ
イ
チ

tこ

っ
た
の
で
あ
る
。

し
た

と
は
、

カ
一
ブ
コ

ン
ル
部
の
ト
ル
コ
マ
ン

に
他
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
、

一
回
一

0
年
代
に
オ
ル
ベ
翌
十
ン

家
は
ヴ
ァ
ヨ
ツ
ヅ
ォ
ん
と
グ
ォ

P

ト
ン
の

ぃ
、
北
西
イ
ラ
ン

い
は
ザ
カ
ブ
カ

i
ス
政
治
史
の

カミ

の
で
告
の
る
。
ォ

81 -

ル
ベ
円
ツ
ャ
ン

の
み
な
ら
ず
、

、
ア
ン
ベ
ル
ト
の
バ
チ
ュ
チ
ャ
ン

吋
タ
の
ヌ
;
ル
ヅ
デ
ィ
ン
の
予
捺
等
、
多
く
の
ア
ル

メ

ア
人
諮
侯
が
カ
ラ
コ
品
ン
ル

っ
た
。
北
西
イ
ラ
ン
の
ト
ル
コ
化
が
器
始
さ
れ
た
の
で
去
の
る
。

オ
ル
ベ
リ
ャ
ン

の
地
位
は
エ
ヲ
ク
ム

f¥  

世
)
の
没
後
、

に
、
ブ
ル
テ
ル
ハ

J ¥、

シ

ケ

ン

(田

0
年
代
米
i
入

0
年
代
に
は

が
継
承
し

ベ
シ
ケ
ン
の
後
、

分
割
注
れ
、
ヅ
グ
ク
を
援
の

イ
ヴ
字
、
不
の

ス
ム
バ
ト
、
そ
の

ベ
シ
品
ケ
ン

fヘ

が
継
承
し
、

ヴ
ア
沼
ツ
ヅ
ォ
ん
を
イ
ヴ
ァ
ネ
の

ル
ゲ
ン
、
そ
の

タ

ノレ

サ

ノf

分
割
或
い
は

の
額
向
が
生
じ

碑
文
、

の

し

、
そ
の
内
の
一

イ
シ
ハ
ン
ツ
持
イ
シ
ハ
ン

れ
る

イ
シ
ハ
ン
、
。

ノ、

ロ
ン

'--

の

に
所
額
支
配
権
そ
の
も
の
が
二
分
さ
れ
る
ま
で
に
至
っ
た
の
で

北
大
文
学
部
紀
委



モ
ン
ゴ

一
ブ
ソ
支
配
と
オ
ル
ベ
リ
ソ
ヤ

γ
家
の
台
頭

設
(
1
)

《

T
o
r
a
s
p
w
阿
川
町
噌
吋
や
お
い
と
Z

E
印タ

M
r
s
-
ω
吋
山
門
J
2
2
義
"

2
m
v
-
m
i出
回
山
市
司
C
M
R
P
ω
同
開
。
命
臨
時
間
同
州
市
〉
官
、
宗
印
刷
向
お
お
ヌ

o
g，C5

勾

r
n閉じ同
]5抽
出
{
)
出
合
内
問

VAF
河
内
科
送
位
、
。
a
h
向。記
N
0
・私文明

bhw祭
料
京
町
田
、
。
z

N
N

時
w~話
。
巾
間
M
W

師
"
日
ゆ
吋
O
ゆ
口
↓
℃
盆
目
印
∞
i
H
J
吋吋・

〈
2
〉
ス
デ
パ
ノ
ス
が
エ
ル
グ
ィ
グ
ズ
紛
の
三
紅
巳
〉

Z
Zロョ
-V
三
河
内
町
民
日

〉
己
防
ロ
ョ
?
と
記
し
て
い
る
〈
m
U
E
マ
豆
担
ス
Mpw
口噌

3
3
の
を
は
そ

の
一
例
で
あ
る
。

〈
3
〉
〉
・
〉
・
〉
己
記
臼
由
HHmww
内

C
円、吋
J
M
V
白戸戸国
LH
出
ぞ
ぬ
再
開
山

h
M庶
抑
留
民
ぶ
↓
i

叶出邸前日
u
m凶
ヰ

念

総

ア

4
m
z
-『巴

f
M
H
M
F担・
i
叩
巾
・
湾
問
。
再
開
国
阻
w
-
一WA
凶hp
市吋円
M・

Mm山0
1
M
印∞・

〈
4
〉
チ
ン
ギ
九
お
ハ
ン
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
遠
征
悠
州
市
に
ア
ミ
;
ん

H
ア

ル
ス
ラ

i
γ

ハ
〉
窓
口
〉

Z
E
Hや
と
い
う
郊
将
が
い
た
。
オ
ゴ
タ
イ

H
カ
ガ

γ
は
こ
の
老
人
乞
チ
弐
ル

γ
グ
ン

H
ノ
ヤ

γ
の
も
と
へ
派
鴻
唱
し
た

〈

ζ
ロげ
5
5
5
&
N
M
M
M
}
位三

Z
s
G
主
任
同
ケ
え
:
叶
ヘ
ミ
客
足
民
謡
曲
む
よ
e

m列
島
司
、
町
内
常
設
、
¥
芯
誌
ミ
品
さ
き
銭
円
ご
ぎ
て
a
d
ε

竿
h

h

N

道
支
w

〈りと
2
H
岬
仲
間
、
-
記
念
L
-
m
}
V
J
、同，
mwMM
同町山口
w
-
也吋
whww
ヂ

M
M∞
〉
。
た
だ
し
、
イ
ス

フ
ィ
ザ

i
リ
ー
は
隙
じ
こ
と
を
述
べ
て
、
ア
ル
ス
ラ

γ
の
派
透
先
な
チ

ヨ
ル
マ
グ

γ
の
も
と
で
は
な
く
ホ
ラ
サ
ン
で
あ
る
と
記
す
。
〈
mw由民可角川仏
i

涼
c
r
昌
吉
岡
己
主
同
HHMmw削減
w
m
p
v
h
~
S
N灸
i
a
h
h
b窓
枠
内
村
旬
、
。
豆
、
弘
、
同

〉
九
九
提
出
窓
ミ
品
川
川
町
込
町
守
ミ
ミ
設
読
む
札

N
v
d
h向
制
刷
出
刊
さ
芸
缶
、

N
h制送時給凡

N
W
M叫
川
内
h
h
w
-
〉
、
H

，AWF叩
H
h
同
夕
日
切
問
問
、
唱
曲
同
仲
Z
U
日
γ
】】∞〉

ハ
5
〉
む
と

2
2
2・
官

官

-
M
U
閉

!ωω
∞・

〈
8
)
グ
ザ
ゴ
ル
ハ
∞
…
知
山
凶
作

ωロ
ハ
凶
苛
『
u
z
y

削

v-mwCMw
印
G
w
∞
M
C
は
、
グ
ル

ジ
ア
人
ア
ル
メ
ユ
ア
人
誇
倹
は
そ
ン
ゴ
ル
人
に
貴
州
制
ハ
浅
間
同
〉
と
療
役

〈
r-g}由
ろ
を
負
っ
た
と
認
す
。
(
海
老
沢
智
縫
「
キ
リ
キ
ア

H

ア
ル
メ

ニ
ア
玄
関
?
と
そ

γ
ゴ
ル
帝
国
」
内
総
深
大
学
紀
高
官
』
教
育
学
部
鯵
ご
い
え

ぬ
皆
、
羽
田
密
室
-
ヨ
日
y
M
S
i
M印
回
参
照
〉
。

〈
7
〉
パ
ト
カ
ノ
フ
ハ
口
同
時
一
町
内
部
附
向
。
田
W
2
M
V
-
g
w
m
w
u
i紫
)
こ
の
部
分
、
な

E
L
州知出添い

H
2
y
n白日
)
E
Q〉
市
O
M
同市民

2
0
ス
ヴ
ア

γ
人
の
小
笈
ダ
ヴ

ィ
ド
を
ミ
と
解
し
、
後
は
ん
ス
ダ
ン
女
王
の
か
す
こ
ダ
ヴ
イ
チ
イ

H

ナ
リ
ン
以
外
の
数
、
か
ぞ
あ
ろ
う
、
と
す
る
。
パ
パ
ヤ
ン
ハ
切
白
伐
と
同
盟
Y

31…γ
お
ど
は
「
ス
ヴ
ア

γ
人
の
小
平
占
i

一
と
読
み
、
ダ
ヴ
ィ
テ
ィ
討
ナ

ワ
ン
と
解
し
た
。
ジ
ャ
ブ
ナ
ザ
リ
ヤ
ン
の
テ
キ
九
ト
は
「
山
山
C
巳
へ
の

小
玉
川
)
州
w
d
句
史
」
と
し
、
注
に
「
ソ
ン
グ
」
を
ス
ワ
ァ
ネ
チ
ア
、
「
ダ

グ
ィ
ト
」
を
グ
ル
ジ
ア
五
、
タ
ヴ
ィ
テ
ィ

H
ナ
ザ
〆
ン
勺
あ
る
と
記
す

(ω
町田
7
3出
N
同
H・2
2
f
M
F
H
印ぬ・臼人目一
w
i
h
x
g
o

し
か
し
、
ダ
ヴ
ィ
テ
ィ

は
タ
ン
ク

γ
グ
ん
に
宝
石
止
を
与
え
る
際
に
、
「
も
し
、
私
、
ふ
ん
悶
分
の
笈
般

に
間
決
り
、
〔
一
舟
び
〕
統
泌
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ら
、
こ
れ
な
私
の
も
と
に

持
参
し
冷
気
、
ぃ
。
放
が
裁
判
む
限
り
の
綴
地
と
脚
内
合
」
争
え
よ
う
。
も
し
、
そ

う
な
ら
な
か
っ
た
ら
、
訟
は
ス
ィ
ウ
ニ
タ
を
去
り
、
ぞ
れ
は
放
の
も

の
と
な
ろ
う
」
と
税
制
っ
た
〈
山
山
田
山
口
付

'
ζ
2江
P
M
M
w
お

3
0
こ
こ
で
問

題
と
な
っ
て
い
る
の
は
ス
ヴ
ア
ネ
チ
ア
で
な
く
、
ス
ィ
ウ
ニ
タ
で
あ
る
。

家
た
、
〆
ル
ジ
ア
主
将
、
し
ば
し
ば
ア
ブ
ハ
ズ
ィ
ア
の
渓
と
は
呼
ば
れ

82 -



る
が
、
ス
ヴ
ア
ネ
チ
ア
の
五
と
は
呼
ば
れ
な
い
。
更
に
グ
ル
ク
ア
況
に

は
、
〆
ヴ
ィ
テ
ィ
間
出
品
弘
ナ
リ
ン
マ
あ
れ
、
五
蛍
ラ
ジ
ャ
で
あ
ふ
Ae

こ
こ
に

記
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
察
後
に
あ
っ
た
こ
と
は
沿
い
。
従
ウ
て
こ
の
ダ

グ
ィ
テ
ィ
は
グ
ル
ジ
ア
蕊
で
は
沿
い
。
古
代
の
ス
ィ
ウ
エ
ク
王
家
の
子

孫
で
あ
ろ
う
。

〈
8
)
刊
ツ
パ
ヲ
ト
は
ポ
口
ト

γ
峠
棋
に
潔
し
た
山
上
で
時
相
殺
遂
の
放
っ
た
矢

で
A
M
肘
燃
し
、
そ
の
た
め
に
つ
ロ
シ
滋
ト
日
グ
ア
ン
グ
城
ハ
州
内

C
M
2
V
2

J
N
如
氏
へ
〉
で
死
亡
し
た

ω弘
氏
自
忽
ω同門

gw
戸

】

H30
吋
脱
出
り
代
後
」

と
は
こ
れ
を
指
ず
も
の
で
あ
ろ
う
。

ハQ
d
〉
ア
ル
メ
ニ
ア
に
没
後
さ
れ
た
イ
ン
ジ
ュ
ー
に
つ
い
て
は
、
四
国
〔
山
田
国
民
進

2
日γ
い
お
十
M
M
m

参
照
。
ま
た
、
イ
ソ
ジ
ナ
i

に
つ
い
て
廃
応
綿
油
輸
側
中
入

学
大
学
総
尚
治
一
彦
氏
に
多
々
綴
数
え
い
た
だ
い
た
。

(

ω

)

ム
ヤ
ラ
コ
ス
・
カ

γ
ヅ
ア
ケ
ッ
ツ
ィ
ハ
州
C
E
r
o目
。
島
出
払
N
m
岡
山
内
三
火
山
〉
と

主
教
九
テ
パ
ノ
ス
ば
ア
ル
グ
γ
H
ア
カ
の
人
口
調
殺
な
ア
ル
メ
エ
ア
暦

七

O
一
二
年
三
一
一
双
滋
年
一
月
一
七
日

i
一
一
一
気
近
年
一
月
一
ム
ハ
門
口
)

と
し
て
い
る
ハ
口
氏
問
点

Hagク
問
了
会
ニ
一
門
知
知
市
斗
出
2
・【リ

J

吋

-v
・
ω印〉。

(
日
〉

y
ん

げ

古

F
N
P

一
一
日
ベ
キ
も
が
一
二
笈
ご
俸
に
死
亡
す
る
と
彼
女
に
厳
守

る
で
ど
チ
ク
チ
ム
め
っ
た
ス
ィ
ラ
;
ジ

a
y
デ
ィ
i
ン
ハ
銭
円
削
い
え
zU間口〉

は
ブ
ロ
グ
プ
カ
に
従
属
す
る
こ
と
と
な
り
、
一
二
五
三
年
そ
の
地
位
を

綴
認
す
る
劾
塗
と
終
予
が
発
行
さ
れ
た

QHHa弔問仲間附
¥
ω
C
M
L
P
H
H
W
印芯)。

従
っ
て
彼
女
の
ゑ
イ

γ
ジ
ュ
ー
が
ア
す
ダ
ブ
カ
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
ス
テ
パ
ノ
ス
の
記
述
で
は
、
オ
ル
ベ
行
ソ
ヤ

北
大
文
学
部
紀
要

ゾ
家
げ
が
フ
ラ
グ
に
ゆ
み
従
属
し
て
い
た
よ
う
に
逮
解
さ
れ
る
。

〈同
M

〉
九
時
ア
パ
ノ
ス
は
、
イ

γ
ジ
品
;
な
テ
ル
と
ア
ル
メ
ニ
ア
税
制
釈
し
て
い

る
。
従
っ
て
テ
ル
i
チ
品
i
y
〈
仲
間
司
三

ι唱
回
一
)
は
イ
ン
ジ
品
i
た
る

身
分
を
言
う
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
司
。

〈
日
〉
オ
ル
ベ
拝
，

d

ヤ
ン
絞
僚
も
し
く
は
ス
ィ
ウ
品
ダ
地
方
が
イ
ル
H
U

ハ

γ
溺

の
ト
ヮ
ヴ

γ
女
形
成
し
た
と
い
う
体
制
絡
は
一
本
さ
れ
て
い
な
い
。

ハ
リ
日
〉
ブ
ル
デ
ル
の
子
孫
の
系
緩
に
開
附
す
る
研
究
に
】
し
・
同
協
同
円
山
氏
笠
宮

P

間山山、出同州》均三
m

ヘ
O
H
r
m
グ
長
口
出
会
ム

ωrzJRめ}可担
H
H
C
Y
可
再
開
げ
巾
〈
判
ス
ィ
ウ

ェ
p
m
v
オ
ル
ベ
リ
ヤ

γ

一
族
同
り
ブ
ル
テ
リ
ヤ
ン
ヤ
〈
駒
郡
』
)
、
~
凶
ぬ
誌
』
品
、

ミ
ミ
ミ
悼
む
ら
ど
込
ミ
グ

Z

0
・
叫
が
み
の
る
げ
か
来
日
刈
で
あ
る
。

〈日
ω
〉
所
鎮
守
滋
わ
れ
た
ベ
シ
ケ

γ
は
グ
ん
ジ
ア
の
宮
廷
に
遊
し
れ
た
。
一
凶

一

O
l
一
一
年
磁
三
ア
レ
グ
サ

γ
ド
レ
〈
と
岳
民
回
目
ロ
含
与
は
、
絞
め

終

γ
?
…7
ン
ド
ヲ
フ
ト
ハ
り
日
日

g仏
両
}
内
}
戸
内
)
を
緊
り
即
位
ハ
設
計
μ

一
留

一一一

i
一
四
四
二
年
十
〉
松
波
紋
後
に
ロ
リ
地
方
を
与
え
た
。
し
か
し
、
支

は
ベ
シ
ケ
ン
の
勢
カ
険
制
大
化
を
怒
れ
、
一
問
一
一
一
俗

i
八
年
彼
を
毒
殺
し

た
(

J

可
申
出
問
M
M
5
0
m
m
w
M
M
・-吋∞一
Z
ι
V
4
P
M
M
一切・日仏
km
ー
な
印
〉
。
ト
ウ
マ
ノ
ア
は

ベ
シ
品
ケ
ン
役
所
領
か
ら
追
っ
た
の
は
チ
ム

i
ル
剖
引
の
シ
ャ

i
ル
ブ
で

t
り
る
と
す
る
が
、
ホ
ヴ
ア
ネ
λ

ィ
ヤ
ン
ハ

Jra〈}阿国ロロ
mzmpMV・
hqo〉

は
、
ベ
シ
ケ

γ
の
ダ
ル
ゾ
ア
亡
命
の
原
尽
を
一
一
山

0
・
七
年
の
カ
ラ
コ
ユ

ン
都
カ
ラ
ユ
ス
プ
め
後
入
で
あ
る
と
す
る
。

カ
ラ
ー
ス
ア
は
…

m
問
。
七
年
チ
ム

1
ル
続
的
り
ミ
ラ
ニ
フ
ン
シ
ャ
i
、

ブ
i
バ
グ
ル
絞
っ
て
ア
i
デ
ル
パ
l
イ
ジ
ャ
i
ン
を
取
り
、

- 83 

間



モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
北
西
イ
ラ
ン
支
配
と
オ
ル
ベ
リ
ヤ
ン
家
の
台
頭

O
年

チ

ム

l

ル
の
子
シ
ャ
i
ル
フ
軍
を
迎
え
打
つ
ウ
l

ジ
ャ
l

ン
の
陣

中
で
没
し
た
。
(
開
・

0
・回同
0
4〈口

w
h凡
同
時
対
、
田
ミ
同
な
な
ミ

D
H
.
h
v
時三
N
F

4
0
7
H
門
戸
(
リ
同

grzι
問。・

5
2
u
M】句・
ω也
由

i
串
C
C
U
(
u
-
F
・
出
回
国
同
了

氏阿両国同問
I
阿ハ
ouコ
ロ
ニ
守
旭
町
始
時
ミ
ミ
号
、
時
円
以
昌
也
¥
」
「
句
目
白
苫
曲
、

O
E
開門回二回。ロ
w

z-ω"円、。ロ
ι吉
田
ロ
門
同
一
F
O
広
告
山
司
・
∞
合

5
T
同
円
高
ミ
阿
川
ロ
ヨ
ミ
ミ
ミ
"

第
二
章

所
領
の
形
成
と
分
布

第
一
章

第
一
節

新
所
領
の
境
界

モ
ン
ゴ
ル
人
支
配
下
に
お
け
る
オ
ル
ベ
リ
ャ
ン
家
の
所
領
形
成
は
、

有
す
る
。

〉ロ日

szu
沼町吋・

2
7
吋U
l
-
-
M
一同・

C
Nロ
ロ
官
同
色

F

hお
む
札
口
町
宮

切
ミ
ロ
ミ
時
三
宮

kS言、
N
h
w
H
N
S
W
M
門
司
、
昌
吉
ヨ
ミ
な
同
)
同
ミ
ミ
同
時
三

〉
ロ

-SH由
・

5
g
w
世
間

}-s-ー-∞
ω
参
照
。
)
カ
ラ
ユ
久
フ
と
す
る
の
が

正
し
い
で
あ
ろ
う
。

モ
ン
ゴ
ル
人
の
北
西
イ
ラ
ン
征
服
支
配
の
方
法
と
直
接
の
関
係
を

-84 -

ア
ル
ス
ラ
ン
H

ノ
ヤ
シ
の
攻
撃
に
抵
抗
し
て
、

エ
リ
ク
ム
が
寵
城
し
た
要
塞
は
ブ
ラ
シ
カ
ベ
ル
ド
城
で
あ
っ
た
が
、
彼
の
父
リ
パ
リ
ト

が
ヴ
ア
ヨ
ツ
ヅ
ォ
ル
の
ノ
ラ
ヴ
ァ
ン
グ
修
道
院
に
建
て
た
二
ゴ
二
年
の
石
碑
(
冨
E
O
H
m
w
u
J
H
】
・
句
。
)
に
、

彼
〔
エ
リ
ク
ム
〕
の
む
す
こ
り
パ
リ
ト
は
非
常
に
齢
若
く
し
て
聖
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
教
条
に
復
帰
し
、

ア
タ
ベ
グ
H

イ
ヴ
ァ
ネ
の
も

と
に
出
頭
し
た
。
彼
は
私
に
世
襲
地
の
代
償
と
し
て
ブ
ラ
シ
カ
ベ
ル
ド
と
そ
の
付
属
地
を
与
え
た
。

ア
タ
パ
グ
(
〉
H
H
D
-
u

え
が
ゲ
同
-
C
H
イ
ヴ
ァ
ネ
は
、

と
あ
り
、
翌
一
二
二
二
年
の
ヅ
ォ
ル
ト
ハ
ル
ブ

(
U
8
2持
E
H
S
の
碑
文
(
烈

g
gロ
2
2∞J
H

)

・
8
)
に、

ま

ブ
ラ
シ
カ
ベ
ル
ド
と
そ
の
地
方
、

た
ヴ
ァ
ヨ
ツ
ヅ
ォ
ル
、
ゲ
ガ
ル
グ
ニ
、

コ
タ
ス
ン
(
開
。

gu可凹ロ〉、

リ
パ
リ
ト
に
世
襲
領
地
の
代
わ
り
と
し
て
、

カ
イ
ェ
ン
(
関

3
8
)
に
多
く
の
村
々
を
与
え
た
。

(
中
略
〉
私



は
こ
こ
に
留
り
、

ト
ハ
ル
ブ
ハ
吋
W
Y
2
5
を
全
付
議
柏
崎
と
共
に
、

ま
た
ハ
ム
サ
リ
〈
広
三
塁
出
片
山
〉
村
の

地
誌
を
受
領
し

て
い
る
。
次
に
、
こ
れ
ら
の
碑
文
を
史
料
と
し
て
判
利
用
し
た

る
ス
テ
パ
メ
ス
の

〈∞白山口付
1
7
山由片付山口
w

ロi
日
目
。
)

に
、
イ
ヴ
ァ
ネ
は
り
パ
ヲ
ト
に
対
し
て
、

ヨ
タ
ス
ジ
の
エ
ラ
ル
ン

て
ブ
ラ
シ
カ
ベ
ル
ド
と
そ
の
地
域
を
、

ァ
ミ
ツ
ヅ
ォ
ル
の
多
く
の
地
域
宮
、

主
の
勅
命
に
よ
っ
て
、
世
襲
地
の

と
他
の

ゲ
ガ
ル
グ
一
一
の
ハ
ム
サ
空
と
他
の
多
く

及
び
カ
イ
濡
ア
ン

ハ以内
W
M
1
g
H
H
U

の
ア
ガ
ス
デ
ブ

〈
〉
主
凶
器
片
品
4
4〉

こ
の
収
入

彼
が
第
一
番
に
ス
ィ
ウ
ニ
グ
と
他
の
域
々
に
入
っ
た
の

で
、
彼
に
ス
ィ
ウ

ク
と
ヴ
ォ
ロ
ト
シ
と
パ
ル
ク
シ
ャ
ト

の
域
々

}
ブ
シ
ャ

五
円
グ
ル
ジ

ア
玉
ギ
オ
ル
M
T
M
U

一
ブ
シ
ャ
〕
と
ア
タ
パ
グ
日
イ
ヴ
ァ
ネ
は

9
パ
9
ト
を
こ
の
地
方
の

ハ欠
cm四

7
5
2
r即
日
〉
に
在
命
し
た
。

始
め

グ
ァ
ヨ
ツ
ヅ
ォ
ル
の

コ
タ
ス
ン
の
品
ラ
ル
ン
と
伎
の
村
々
、

ゲ
ガ
ル
グ
一
一
の
ハ
ム
サ
ヲ
と
飽
の
村
々
、

グ
ガ
ル
グ

-'-85 -

と
あ
る
。

モ
ン
ゴ
ル

の
オ
ル
ベ
り
ヤ
ジ
家
領
辻
、
世
築
地
ゆ
だ
ル
ベ
ト
地
方
の

し
て
、

フ
一
フ
シ
カ
ベ
ル
ド
を

ハハ
M
M
M
m
刊誌
W
V
州
、
ヵ
イ

z
γ
地
方
の
ア
ガ
ス
テ
ブ

な
り
、
後
に
グ
ル
ケ
ジ

自
軍
の
ス
ィ
ウ

ク
州
東
部
占
領
の

戦
功
に
よ
っ

ス
ヰ
ウ
ニ
夕
、

グ
ォ
ロ
ト
ン
、
パ
ル
ク
シ
十
ト
三
撲
を
加
え
ら
れ
、
吏
に
こ
の
地
域
の

に
を
命
さ
れ

し
か
し
、

イ
ヴ
ザ
ノ
ネ
は
、

9
パ
リ
ト
の
知
事
在
命
と

に
ハ
山
山
戸
山
口
同
i
y向由吋片山
H
H
W

何
回
〔
}
〉
、

判ソザ，
f
一
割
グ
ツ
グ
ォ
ル
凋
に
お
け
る
知
事
に
、

ロ
シ

の
父
で
、
方
人

た
ヴ
ァ
サ
ク
・
ハ
チ
Z

ネ
ツ
ヰ
〔
ぐ

h

沼
田
山
内
州
内
向
耐
震
ゲ
ゲ
三
宮
ぷ
)

L 、

の
で
あ
る
。
リ
パ

9
ト
の
所
領
一
は
ス
-
ィ
ウ

グ
州
の
東
諸
問

本
拠
フ
一
ア
シ
カ
ベ
ル
ド
裁
の
あ
っ
た
ヴ
ブ

ツ
ヅ
ォ
ル
は
附
加
の

位
決
一
グ
ァ
サ
グ
の

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ア
タ
ベ
ギ
ハ
ブ
タ
パ
グ
、

ア
タ
ベ
グ
〉
日
イ
ヴ
ァ
ネ
は
瀦
倹
領
分
散
政
策
を
採
っ
て
い

北
大
交
学
部
紀
要



モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
北
間
イ
ラ

オ
ル
ベ
ザ
ヤ

た
の
で

ン

一
二
三
六
年
、
ア
ル
ス
ラ
ン
日
ノ
ヤ
ン
は
征
服
地
を
エ
翌
グ
ム
に

族
に
定
ま
っ

「
ア
ス
ラ
ン

た
国
々
の

オ
ル
ベ
ヲ
ャ

の
で
あ
る
が
、

ス
テ
パ
ノ
ス
〈
mw
戸山口同
l
守内
m
F
H
a
M
M
W

戸
お
さ
に
拠
る
と
、

ア
ル
ス
ラ
ン
は
、

ヴ
ァ
設
ツ
ヅ
ォ
ル
と
ガ
ル

ハの
H
W
H
Y
己
〉
に

た
エ
レ
ロ
ン

ハ出

28HM〉
ま
で
の
エ
ゲ
ギ
グ
ハ
開
札
同
待
相
向
山
各
地
方
会
絞
殺
し
、
全

リ
グ
ム
に
与
え
て
、

wつ

「
創
部
に
よ
っ
て
征
削
減
し
た
も
の
は
、

っ
て
手
に
入
れ
た
物
と
問
じ
く
適
法
な
財
践
で

あ
る
。
我
が
剣
が
詫
え
た
こ
れ
ら
の

汝
の
一
族
の

G 
L 

プ
ル
ス
ラ
ン
は
ア
ル
パ
チ
ャ
イ

ハ
〉
与
さ
}
M
E
W
〉
河
流
域
の
エ
ゲ
ギ
ス

い
誌
エ
ゲ
ギ
ク
か
ら
ガ
ル

或
い
は
ア
ザ
ト

ハ〉
N

向
。
河
に
歪

エ
ロ
ツ
グ
ム
に

の
で
あ
る
が
、
明
ら
か
に
こ
れ
は
現
に

た
所
領
の
安
緩
で
は
な
く
、

ア
ル
ス
ヰ
ノ
ン

の
征

- 86 -

服
地

リ
グ
ム
に
与
え
た
の
マ
あ
る
。

モ
ン
ゴ
ル
人
の

ア
ル
バ
チ
ャ
イ
よ
れ
ノ
ガ
ル
ニ
測
に
受
る
地
域
に
は
、

ノ、

=f-
ヤ

ン
i
i
。
フ
門
戸
シ
ャ
ン
、

γ

ミ
コ
ニ
ャ
ン
、

ザ
カ
翌
ャ
ン
等
の

レ
て
い
た
ハ
切
mw
凡
仙
川
波
紋
州
場
内
叫
a
M
M
-

問。〉。

の
権
利
は
鎮
わ
れ
る
。
プ
ル
ス
ラ
ン
が
武
力
征
問
燃
の
正
当
性
を っ

て
、

品
り
グ
ム
が
こ
の

地
域
全
領
有
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
こ

の
は
、
こ
の

よ

あ
っ
た
か
ら

次
に
、

モ
ン
ケ
の
勅
書
は
、

ア
ル
ス
ラ
ン
が
与
え
た
地
域
の
中
に
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
グ
ォ
ロ
ト

γ

の
領
有
を
認
め
る
も
の
で

あ
っ
た
。

ス
ム
パ
ト
は
滞
日
出
後
バ
イ
ジ
品
の
武
力
を
借
り
て
、
こ
の
地
方
を
接
収
し

ス
テ
パ
ノ
ス

3aHH仲

i
探
知
同
州

F
P
F
5
3
は

ス
ム
バ
ト
が
、

ボ
開
ト
ン
と
ブ
ゲ
ン
の

一
ハ
ポ
マ
ゐ
ヴ
ォ
戸
ト
ン
の
領
域
全
体
を
領
有
し

そ
の
中
に
は
ス
4
ウ

lJ 

の

タ
デ
ブ
が

あ
り
、
そ
の

は
荒
廃
し
て
い



と
述
べ
る
。
続
い
て
ヴ
ア
ヨ
ツ
ヅ
ォ
ル
方
面
に
つ
い
て
は

(
F
E
4
5
3、

彼
は
更
に
、

エ
ゲ
ギ
ス
、

ヴ
ア
ヨ
ツ
ヅ
ォ
ル
、

ポ
シ
ャ
ハ
ン
〈
司
h
C
白「向}出口)、

ウ
ル
ッ
、

ヴ
ェ
テ
(
〈
白
仲
間
)
の
全
域
を
そ
れ
が
付
属

す
る
谷
と
共
に
、

エ
レ
ル
ン

(
開
H
m
H
C
ロ)、

コ
タ
イ
ク
、

ゲ
ガ
ル
ク
ニ
に
至
る
ま
で
接
収
し
た
。
彼
は
こ
の
他
に
も
多
く
の
城
々
、

村
々
を
取
っ
た
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
、

ア
ル
ス
ラ
ン
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
地
域
に
一
致
す
る
。

モ
ン
ケ
の
勅
書
に
よ
る
と
、

ス
ム
バ
ト
が
与
え
ら
れ
た
の
は
、

「
バ
イ
ジ
ュ
と
彼
の
部
将
に
よ
っ
て
占
領
さ
れ
た
国
々
の
隣
」
の
地
域

で
あ
る
と
限
定
さ
れ
て
い
る
o

パ
イ
ジ
ュ
が
征
服
し
た
地
域
は
含
ま
れ
な
い
。
バ
イ
ジ
ュ
自
身
の
占
領
地
に
つ
い
て
言
及
す
る
と
こ
ろ
の

も
の
は
な
い
が
、
彼
の
遊
牧
地
に
つ
い
て
、

ス
テ
パ
ノ
ス

(ω
丘
三
l
富
良
江
口

L
F
巳
∞
)
は
、

87 -

彼
は
ハ
バ
ン
ド
(
出
国
宮
ロ
円
。
地
方
の
ツ
ア
ゲ
ヅ
ォ
ル
(
叶
g
m
E
N
O
H
)
の
入
口
に
野
営
し
た
。

と
述
べ
る
。

ツ
ァ
ゲ
ヅ
ォ
ル
は
ヴ
ォ
ロ
ト
ン
河
中
流
左
岸
の
谷
で
あ
る
。
ま
た
、

ド
ミ
ニ
コ
会
修
道
士
ア
ン
セ
ル
ム

(〉ロ白白
-Bm)
は、

七
月
二
五
日
に
面
会
合
-
許
さ
れ
た
が
、
そ
の
時
パ
イ
ジ
ュ
が
駐
屯
し
て
い
た
の
は
ス
イ
ス

ィ
ア
ン

(ωE向
ロ
)
又
は
ス
ィ
テ
ィ
ア
ン

3
E
S
)
城
の
近
く
で
あ
っ
た
。
次
に
キ
リ
キ
ア
王
へ
ト
ヲ
ム
(
国
主
己
目
)
一
世
が
モ
ン
ゴ
リ

一
二
四
七
年
六
月
パ
イ
ジ
ュ
の
軍
営
に
赴
き
、

ア
か
ら
の
帰
途
バ
イ
ジ
ュ
の
も
の
を
訪
れ
た
折
も
、
彼
は
ス
イ
ス
ヤ
ン

(
ω
2
2ロ
)
に
滞
在
し
て
い
た
(
ロ
ロ

-2丘町
H
W
H
)

・
会
O
)
0

ま
た
ル

ブ
ル
ク
(
の
巳
ロ
O

B
白
骨
岡
山
凸
可
O
C
A
C
白
〉
も
そ
ン
ゴ
リ
ア
か
ら
の
帰
途
二
一
五
四
年
一
一
月
ク
ル
河
と
ア
ラ
ス
河
の
合
流
点
を
渡
っ
て
ア

ラ
ス
河
左
岸
に
沿
っ
て
進
み
、
バ
イ
ジ
ュ
の
宿
営
地
を
訪
れ
て
そ
の
家
で
供
応
を
受
け
勺
バ
イ
ジ
ュ
の
遊
牧
一
地
は
、
ア
ラ
ス
河
支
流
の

ヴ
ォ
ロ
ト
ン
河
流
域
で
、
夏
に
は
ツ
ァ
グ
谷
を
経
て
ス
イ
ス
ィ
ア
ン
城
付
近
に
あ
り
、
冬
に
は
ア
ラ
ス
河
本
流
沿
い
の
低
地
で
あ
っ
た
。

ザ
カ
フ
カ

l
ス
を
征
服
し
た
モ
ン
ゴ
ル
軍
は
、
先
ず
遊
牧
地
を
割
り
当
て
、
部
将
銘
々
が
自
己
の
遊
牧
地
内
の
在
地
勢
力
を
制
圧
し
た
の

北
大
文
学
部
紀
要



モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
北
西
イ
ラ
ン
支
配
と
オ
ル
ベ
リ
ヤ
γ
家
の
台
頭

で
あ
る
か
ら
、

ヴ
ォ
ロ
ト
ン
河
流
域
付
近
が
パ
イ
ジ
ュ
の
征
服
地
と
さ
れ
た
地
域
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
よ
り
東
は
ド
ピ
ヤ
ン
、

ハ
サ
ン
ジ

ャ
ラ
リ
ヤ

γ
家
の
所
領
と
な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、

一
二
七
二
年
の
エ
ゲ
ル
ヅ
・
カ
ル
ミ
ル
・
ア
ス
ト
ゥ
ァ
ツ
イ
ン
(
開
m
Z
E
E
関
山

HB-H
〉
由
吉
田
宮
古
)
の
碑
文
(
問
。
∞
窓
口

gロ仲間
J

H
v
-
E〉
に
、

タ
ル
サ
イ
チ
は
自
ら
、

バ
ル
ク
シ
ャ
ト
(
回
同
H
F
E
E
H
)
と
ド
ヴ
ィ
ン
(
巴
4
山
口
)
の
平
原
の
聞
の
全
州
を
統
治
す
る
者
。

と
称
し
、

一
二
七
四
年
タ
テ
フ
の
碑
文
或
い
は
こ
れ
を
引
用
す
る
ス
テ
パ
ノ
ス
の
年
代
記
(
問
。
印
窓
口

g
ロ仲田
J

H

)

・

=
f
F
-
g
l宮
田
同
氏
ロ
w

戸

E
O
)
こ
キ
ミ

、uu

・'
u
q

タ
ル
サ
イ
チ
が
、

バ
ル
グ
シ
ャ
ト
か
ら
ブ
ジ
ニ

(
旦
巳
)
の
境
界
に
至
る
諸
地
方
を
支
配
す
る
o

で
ス
ィ
ウ
ニ
ク
州
ゲ
ガ
ル
グ
ニ
一
地
方
と
接
す
る
。
ド
ヴ
ィ
ン
は
ガ
ル
ニ

地
方
は
セ
ヴ
ァ
ン
湖
西
岸

(
ア
ザ
下
)
河
左
岸
に
存
す
る
。
同
河
左
岸
の
ガ
ル
ニ
に
面
し
た

(
Zぽ
)

- '8'8 -

と
あ
る
。
バ
ル
ク
シ
ャ
ト
は
ス
ィ
ウ
ニ
グ
地
方
東
南
バ
グ
ク
地
方
に
あ
っ
て
、
リ
パ
リ
ト
が
イ
ヴ
ァ
ネ
に
与
え
ら
れ
た
諸
城
に
数
え
ら
れ

(
4
)
 

て
い
る
。
ま
た
、
バ
ル
ク
シ
ャ
ト
に
対
比
し
て
挙
げ
ら
れ
る
や
フ
ジ
ニ
の
存
す
る
ア
イ
ラ
ラ
ト
州
一
一
グ

エ
レ
ル
ン
或
い
は
エ
レ
ロ
ン
ま
で
が
ス
ム
バ
ト
に
与
え
ら
れ
た
が
、

こ
の
河
の
流
域
が
コ
タ
イ
ク
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

オ
ル
ベ
リ
ャ
ン

家
の
所
領
は
ス
ィ
ウ
ニ
グ
州
南
東
端
の
パ
グ
ク
地
方
よ
り
、
同
州
北
西
端
ゲ
ガ
ル
ク
ニ
地
方
、

ア
ラ
ラ
ト
州
東
南
コ
タ
イ
グ
地
方
に
及
ぶ

わ
け
で
あ
る
。
ォ
ル
ベ
リ
ャ
ン
一
族
が
行
っ
た
所
領
の
寄
進
と
贈
与
、
教
会
堂
修
道
院
の
新
設
改
築
等
の
行
為
を
記
し
た
碑
文
、
年
代
記

に
見
え
る
関
連
の
地
名
を
捜
す
と
概
ね
こ
の
間
に
見
出
さ
れ
る
。

更
に
う
ア
パ
ノ
ス
の
年
代
記
に

3
5
r
E
N
R
gロ
U
H
F
-
0
3

我
々
は
ア
ザ
ト

(〉
N

問
。
村
を
ク
ラ
カ
ハ
ガ
ツ

(町民}岡田
}
S
F
E
m
F
2印
J

と
呼
ば
れ
る
高
く
見
わ
た
し
の
良
い
頂
か
ら
、

J
a

ェ
レ



ヴ
ァ
ン

(

J

へ2
2司自ロ)、

ホ
ゴ
ツ
モ
ツ
、
(
出
。
m
r。
え

B
2
2
)、
チ
ャ
ヴ
ア
ヅ
ォ
ル
(
(
U
}

阿国毛田弘
N
O
H
)

、
ア
コ
リ
(
〉
}
向
。
円
古
)

の
頂
に

至
る
全
周
、
付
近
の
山
と
原
と
を
共
に
与
え
た
。
こ
れ
に
加
え
て
、
私
の
手
植
の
ツ
ア
ガ
カ
ヅ
ォ
ル

(叶

gmr}向田門目刷。
H
)

の
葡
萄
園

を
私
の
甥
プ
ル
テ
ル
の
養
育
の
た
め
に
与
え
た
。

と
あ
る
。

ス
ム
パ
ト
が
甥
で
あ
る
ブ
ル
テ
ル
に
対
し
、
彼
等
の
兄
で
あ
り
父
で
あ
る
エ
リ
グ
ム
か
ら
継
承
し
た
所
領
の
一
部
を
分
与
し
た

の
で
あ
る
。
イ
ェ
レ
ヴ
ァ
ン
は
コ
タ
イ
ク
地
方
に
は
属
す
る
が
、

ガ
ル
ニ
河
の
西
フ
ラ
ズ
ダ
ン

(
国
片
山

N
Eる
河
岸
に
存
す
る
。

ア
コ
リ

は
ア
ラ
ス
河
右
岸
に
位
置
す
る
ア
ラ
ラ
ト
州
ア
ル
ノ
ヨ
ト
ン
或
い
は
マ
セ
ス
ィ
ヨ
ト
ン
(
〉
百
。

USE-
富山

8
4
0
E
)
地
方
の
地
名
で
あ

る
。
こ
こ
よ
り
フ
ラ
グ
の
夏
の
宮
殿
の
置
か
れ
た
ア
ラ
タ
グ
ま
で
は
、
百
粁
程
隔
た
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
同
家
所
領
は

更
に
西
及
び
西
南
に
拡
張
さ
れ
る
。

か
く
し
て
、

一
三

O
六
年
エ
ゲ
ギ
ス
で
写
さ
れ
た
写
本
奥
付

3
2
T
P
H
)
-
E
)
に、

'-'89 

こ
の
州
に
お
け
る
諸
侯
ブ
ル
テ
ル
の
統
治
問
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
ス
ィ
ウ
ニ
ク
州
全
体
が
同
家
領
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
言
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
反
証
す
る
一
例
を
掲
げ
れ
ば
、

一
一
一
二
三
年
グ
ァ
ヨ

y
ヅ
ォ
ル
の
グ
ラ
ヅ
ォ
ル
(
の
】
包
N
O
H
)

村
で
筆
写
さ
れ
た
写
本
奥
付
〔

F
E
J
H
U・
勾
)
に
、

こ
の
地
方
に
お
け
る
バ
バ
ク
宙
与
同
町
)
と
エ
ア
チ
ュ

S
R
Fど
)
の
統
治
年
間
・

と
あ
る
如
く
、
リ
バ
リ
ト
が
ス
ィ
ウ
ニ
グ
州
東
部
で
知
事
に
任
命
さ
れ
た
時
、
ヴ
ァ
ヨ
ツ
ヅ
ォ
ル
知
事
に
任
命
さ
れ
た
ハ
グ
パ
キ
ャ
ン
i
プ
ロ

城
を
中
心
と
し
て
ヴ
ァ
ヨ
ツ
ヅ
茸
ル
南
部
、

シ
ャ
ン
家
ヴ
ァ
サ
グ
の
子
孫
が
健
在
で
あ
る
o
同
家
は
モ

γ
ゴ
ル
人
侵
入
前
チ
ャ
フ
ク
合

E
E
5
地
方
の
シ
?
ハ
ポ
ン
グ

3
E
Z匂
O
F
J

ヴ
ァ
ラ
ジ
ュ
ニ
ク

ヘ
ル
ヘ
ル
、

シ
ャ
フ
ル
L

不
ツ

(ω}gwF己
HHgH由民)、

(
〈
白
色
口
三
日
へ
〉
、

コ

タ
イ
グ
、

セ
ル
グ
ン
ク

(
ω
R
mロロ]凶)、

パ
シ
キ
ャ
ン
ド

(回田町凶}回日向山刊由ロ円山)、

ヴ
ェ
ル
ナ
シ
ェ
ン

(〈
mH
ロ
g
Zロ)、

ボ
ロ
ラ
ベ
ル
ド

北
大
文
学
部
妃
要



モ
γ
ゴ
ル
帝
国
の
北
西
イ
ラ
γ
支
配
と
オ
ル
ベ
リ
ヤ
シ
家
の
台
頭

(回

o-oHm戸
}
)
叩

H

・仏〉、

エ
ゲ
ゲ
ア
ツ
ヅ
ォ
ル
に
所
領
を
有
し
た
。
オ
ル
ベ
リ
ャ
ン
家
と
同
じ
く
モ
ン
ゴ
ル
人
に
仕
え
、

マ
ヤ
フ
ァ
ル
ー
キ
ー
ン
包
囲
戦
で
功
績
を
上
げ
た
。

ル
ー
ム
・
セ
ル
ジ
ュ
グ

朝
と
の
戦
闘
、
バ
グ
ダ

l
ト
作
戦
、

ア
ル
ス
ラ
ン
H

ノ
ヤ
ン
に
征
服
さ
れ
た
全
地
域
を
ス
ム
バ
ト
に
与
え
る
、
と
い
う
そ
ン
ケ
の
勅
書
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
、
バ
ル
グ
シ

ャ
ト
か
ら
ブ
ジ
ニ
、

ド
ヴ
ィ
ン
ま
で
を
統
治
す
る
と
い
う
タ
ル
サ
イ
チ
の
碑
文
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

オ
ル
ベ
リ
ャ
ン
家
の
所
領
を
東
西
に

分
断
す
る
形
で
ハ
グ
バ
キ
ャ
ン
|
プ
ロ
シ
ャ
ン
家
領
が
存
続
し
、

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

オ
ル
ベ
リ
ャ
ン
家
は
所
領
の
一
円
的
集
積
を
な
す
に
は
至
ら
な
か
っ
た

一
回
世
紀
後
半
所
領
が
ヴ
ァ
ヨ
ツ
ヅ
ォ
ル
と
ヴ
ォ
ロ
ト
ン
に
二
分
さ
れ
る
こ
と
と
関
係
が
あ
る
と
察
せ
ら
れ
る
。

第
二
節

オ
ル
ベ
リ
ャ
ン
家
領
の
帰
属

ス
ム
バ
ト
・
オ
ル
ベ
リ
ャ
ン
の
所
領
が
グ
ル
ジ
ア
や
他
の
地
方
の
課
税
台
帳
か
ら
除
か
れ
て
い
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。

ア
バ
ガ
即
位
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後
の
官
職
授
受
の
記
事
(
〉

h
H
E
U
E
5
R同叫・∞
E
ロク

2
℃・

5
3
に
拠
る
と
、
グ
ル
ジ
ス
タ
ー
ン
は
ダ
ヴ
ィ
テ
ィ
五
世
と
諸
侯
サ
ド
ゥ

イ
ン
ジ
ュ

l
の
管
理
は
ア
ル
タ
ジ
ュ

H

ア
カ
(
〉

r
g
o
〉
自
問
)
に
命
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
イ
ン
ジ
ュ

ン
・
ア
ル
ツ
ル
ニ
に
与
え
ら
れ
、

ー
で
あ
る
オ
ル
ベ
リ
ャ
ン
家
領
が
税
制
上
、
或
い
は
所
領
統
治
権
の
面
で
、

グ
ル
ジ
ス
タ
ー
ン
に
は
属
さ
な
い
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

次
に
イ
ル
H

ハ
ン
国
の
行
政
上
或
い
は
徴
税
上
の
地
方
区
分
と
オ
ル
ベ
リ
ャ
ン
家
領
及
び
ス
ィ
ウ
ニ
ク
州
と
の
関
係
を
論
じ
よ
う
。

バ
グ
ラ
ト
朝
グ
ル
ジ
ア
王
国
の
領
土
は
、

イ
ル
H

ハ
ン
国
の
地
方
区
分
に
照
ら
し
て
見
る
と
、
大
略
「
ア
ブ
ハ

l
ズ
及
び
グ
ル
ジ
ス
タ

ー
ン
州
(
〈
口
問
百
円
l
山
〉

F
E
N
4印
。
日
T
Sロ
)
」
に
一
致
す
る
(
冨

g
g正日
L
・
5
8
0
ム
ス
タ
ウ
フ
ィ

1
9
p
f
E
E包
冨

g
g丘工

ρ自
己
巳
〉
は
、
こ
の
境
界
に
つ
い
て
公
立
子

5
8、

そ
の
境
界
は
ア
ル
ラ

I
ン、

ア
ル
メ
ニ
ア
(
〉
口
出
hE)、
ル
ー
ム
と
接
す
る
。



と
あ
る
。
次
に
大
ア
ル
メ
ニ
ア
(
〉

H
B
E
q白
血
-
ー
次
回
宮
る
に
つ
い
て

Q
E
p
u
叩
・
ニ
吋
)
、

そ
の
境
界
は
小
ア
ル
メ
ニ
ア
(
〉

H
E
E
M昌
弘

l
p企
品
、
デ
ィ
ヤ

l
ル
バ
グ
ル
、

グ
ル

J

ア
イ
ス
タ
ー
ン
、

ア
I
ザ
ル
バ

I
イ
ジ
十

1

ン、

ア
ル
ラ

l
ン
に
接
し
て
い
る
。

と
あ
る
。
ま
た
、

ア
ル
ラ

l
ン
及
、
ひ
ム
ガ

I
ン
州
に
つ
い
て

ozpw
咽
・
呂
ω〉、

そ
の
境
界
は
ア
ル
メ
ニ
ア
、

シ
ー
ル
ヴ
ァ

l
ン、

ア
l
ザ
ル
パ

l
イ
ジ
ャ

l
ン、

カ
ス
ピ
海
に
接
す
る
。

そ
の
境
界
は
、

ア
ー
ザ
ル
パ

l
イ
ジ
ャ

I
ン
州
に
つ
い
て
は

(FE--
剖・∞印)、

イ
ラ

l
ク
・
ア
ジ
ャ

l
ム
、
ム

I
ガ
l
ン
、
グ
ル
ジ
ス
タ
ー
ン
、
ア
ル
メ
ニ
ア
、
グ
ル
デ
ィ
ス
タ
ー
ン
州
に
接
す
る
。

と
あ
る
。

と
あ
る
o

こ
れ
ら
の
記
事
に
適
合
す
る
境
界
線
を
引
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
ら
四
州
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す
る
ス
ィ
ウ
ニ
グ
州

(
ロ
向
宮
口
也
、
が
含
ま
れ
る
州
は
以
上
の
記
事
か
ら
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
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さ
て
、

ス
ィ
ウ
ニ
グ
州
は
南
西
に
ヴ
ア
ス
プ
ラ
カ
ン
(
〈
虫
℃
日
長
田
ロ
)
州
の
ナ
フ
チ
ャ
ヴ
ァ
ン

(
Z品
r
n
E
4白
ロ
)
、
ゴ
グ
ト
ン
(
の
o
m
Eロ
)

両
地
方
と
接
す
る
。

ア
ル
メ
ニ
ア
人
の
一
言
う
ナ
フ
チ
ャ
ヴ
ァ
ン
、
ゴ
グ
ト
ン
に
当
る
イ
ル
H

ハ
ン
国
の
区
分
は
ア

I
ザ
ル
パ

l
イ
ジ
ャ
!
ン

州
ナ
フ
チ
ヴ
ァ

l
ン
・
ト
ク
マ
ン

(
5
8伽ロ!日

Z
回目岳ロ

E
4似
る
で
あ
る
。
こ
の
ト
ゥ
マ
ン
は
ナ
フ
チ
ヴ
ァ

i
ン
、
ア
ジ
ナ

l
ン
(
〉
官
同
ロ
〉

又
は
カ

I
ル
ハ

l
ネ
(
問
問
同
-wrmHHg〉
、
ァ

I
ザ
I
ド
(
〉
Nm仏
)
、
ォ
ル
ド
ヮ

1
バ

I
ド
(
口
止
口
問
ゲ
似
仏
)
、
マ

l
ク
l

(
富
山
W
O
M
S
)

の
五
シ
ャ

フ
ル

(ω
宮
町
)
か
ら
な
り
、

ナ
フ
チ
ヴ
ァ

I
ン
・
シ
ャ
フ
ル
に
は
、

ア
リ
ン
ジ
ャ

l
グ
(
〉
ロ
旦
同
ρ
)
、

ス
I
ル
マ

I
リ

l
(
ω
口
同
日
間

HM〉、

タ
グ
マ
ル
(
叶
同
m
r
B
h肖)、

フ
ァ
ガ

I
ン

(
F
m
Eロ
)
の
如
き
堅
固
な
要
塞
が
存
す
る

(
F
E
4
叩・

5
8
0
ア
リ
ン
ジ
ャ
グ
或
い
は
エ
ル

ン
ジ
ャ
グ
は
、

ア
リ
ン
ジ
ャ
グ
H

チ
ャ
イ
河
上
流
の
有
名
な
山
塞
で
、

エ
リ
ク
ム
が
エ
ル
デ
ィ
グ
ズ
朝
の
ア
タ
ベ
グ
に
与
え
ら
れ
た
領
地

の
一
つ
で
あ
っ
た
。
オ
ル
ド
ク

l
パ
l
ド
は
、

ス
ィ
ウ
ニ
ク
州
コ
サ
カ
ン
地
方
、

カ
ー
ル
ハ

I
ネ
は
ア
ル
ツ
ァ
フ

(
〉
刊
誌
件
}
凶
)
州
す
な

北
大
文
学
部
紀
要



モ

γ
ゴ
ル
帝
国
の
北
西
イ
ラ

γ
支
配
と
オ
ル
ベ
リ
ヤ
ソ
家
の
台
頭

わ
ち
カ
ラ
パ
グ
の
ず
ィ
ザ
グ
(
口
町
田
]
同
)
、

で
ア
ジ
ナ

l
γ

に
は
銅
山
が
あ
っ
た
の
で
カ
ー
ル
ハ

l
ネ
と
呼
ば
れ
る
。

マ
ー
ク
l
は
ア
ラ
メ

河
右
岸
の
ヴ
ァ
ス
プ
ラ
カ
ン
州
ア
ル
タ
ズ

(
〉
同
仲
間
岳
地
方
の
中
心
地
で
あ
る
。

イ
ル
札
川

γ
国
の
歴
史
書
『
ヴ
ァ
ッ
サ
l
フ
史
』
(
〈
怠
も

r・
2
3
に
は
、

チ
ョ
パ
ン
H

ノ
ヤ
ン
と
反
乱
軍
が
戦
っ
た
セ
ヴ
ァ
ン
湖
に
近
い
戦
場
に
つ
い
て

と
こ
ろ
で
、

一
二
二
九
年
ア
ブ

l
サ
イ
ド
H

ハ
ン
の
元
帥

ナ
フ
チ
ヴ
ァ
l
ン
の
付
属
地
(
或
い
は
近
郊
ロ
ミ
同

E
)、
ギ
ョ
ク
チ
ェ
・
デ
ン
ギ
ズ

(関口一
wnr田
口
E
F
H
N
U
包
ロ
・
)

の
岸
辺
に
お
い

て
:
:
・

と
記
す
。
ギ
ョ
ク
チ
ェ
・
デ
ン
ギ
ズ
す
な
わ
ち
セ
ヴ
ァ
ン
湖
が
ナ
フ
チ
ェ
ヴ
ァ
l
ン
の
付
属
地
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
ア
フ
リ

の

『
シ
ャ

4
フ
H

ウ
ヴ
ア
イ
ス
史
』
に
、

ジ
ャ
ラ
ハ
ル
朝
の
シ
ャ
イ
フ
リ
ハ
サ
ン
は
、

イ
ラ
ン
の
統
治
権
を
掌
握
し
、

一
三
三
八
年

(
4
田
口
戸
。
。
ロ
w

H

】・戸市区)、
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シ
ャ
ル

l
ル

(
ω
r
R口
る
と
ド
ヴ
ィ
ン
(
口
三
ロ
)
を
ナ
フ
チ
ヴ
ァ

l
ン
に
至
る
ま
で
ア
グ
ジ

l

(
〉
E
凶
〉
の
む
す
こ
ハ
サ
ン
H

ベ
グ

(
国
富
田
口
即
日
r〉
に
、

カ
ラ
パ
グ
の
入
口
か
ら
グ
ル
ジ
ス
タ
ー
ン
の
入
口
ま
で
を
ア
ミ

I
ル
H

ス
ル
ガ
ン

(
出

B
凶Hω
国

H-mr間
口
)
に
、

シ
ャ
ル
ヴ
ァ
l
ン
と
前
線
を
イ
キ
ン
ジ

(EE]円

)

の
む
す
こ
シ
ャ
イ
フ
日
チ
ョ
パ
ン

(ω「
向
日
}
内
}
戸

(urο-u凶
ロ
)

γ

」、
ー

ム

l
ガ

I
ン
と

バ
ー
ル
l
ン
(
切
削
吋
口
口
)
の
千
戸
を
自
分
の
む
す
こ
ユ

I
ス
フ
シ
ャ
l
(
J
へ
口
由
民

ω
E
S
に
〔
与
え
た
〕
0

と
あ
る
。

ア
ラ
ス
河
中
流
左
岸
は
、
①
シ
ャ
ル
l
ル
、

ド
ヴ
ィ
ン
、

ナ
フ
チ
、
ヴ
ァ

I
ン
、
②
カ
ラ
パ
グ
の
入
口
よ
り
グ
ル
ジ
ス
タ
ー
ン
の

入
口
ま
で
、
す
な
わ
ち
カ
ラ
バ
グ
地
方
、
③
ム

I
ガ
I
ン
の
三
地
域
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
ド
ヴ
ィ
ン
、

シ
ャ
ル
l
ル
、

ナ
フ
チ
、
ヴ
ァ
l

ン
が
合
せ
て
統
治
上
の
一
単
位
と
み
た
さ
れ
て
い
る
。

ス
ィ
ウ
ニ
グ
州
と
ア
ラ
ラ
ト
州
シ
ャ
ル
ル
、

ア
ラ
ツ

(〉

E同
国
)
、

ウ
ル
ッ
、

'::1. 

タ

イ
タ
が
こ
の
地
域
に
属
す
る
。
オ
ル
ベ
リ
ャ
ン
家
の
ほ
ぼ
全
所
領
は
こ
の
中
に
含
ま
れ
る
。



次
に
、

ス
一
プ
パ
ノ
ス
φ

オ
ル
ベ
手
令
ン
ハ
川
柳
川
H
m
w

甘
口
由
民
間
三
塁
H
r
p
ω

い
山

1
印

ω〉
は
、

ス
ィ
ウ

グ
制
刈
の
地
翠
を
述
べ

~t. 

首
都

(
8
h
q
E
W
R同
mr岱
J

ナ
フ
チ
ャ
ヴ
ァ
ン

っ。

ス
ィ
ウ
ニ
ク
燃
を
ナ
ア
チ
ャ
グ
ァ

γ

め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
応
、

一i
一
一
出
世
紀
に
ス
ィ
ウ
ニ
グ
地
方
は
、

グ
ル
ジ
ス

タ
ー
ソ

ア
ル
メ
ニ
ア
で
は
な
く
ナ
フ
チ
ヴ
ァ

i
ン

と
み
な
さ
れ
て
い

-Y
ル
ベ
リ
ャ
ン

の
ほ
ぼ
大
部
分
も
ま
た
ナ

ブ
チ
ヴ
ァ

l
ン
地
方
に

た。

ス
テ
パ
/
ス
、
が
ス
ィ
ウ

グ

広
就
任
し
て

こ
の
地
位
は
オ
ル
ベ
リ
ャ
ン

に
よ
っ
て
独
占
し
た
こ
と
ぬ
既
に
述
べ

た。

の
縫
代
当
主
は
、

タ
テ
ッ
、

ノ
ラ
』
ワ
ア
ン
グ

、
各
地
の

~;:: 

の
寄
還
を
お
こ
な
っ
た
が
、

の

に
よ
っ

の

に
留
ま
っ
た
。

ア
ル
メ
ニ
ア
に

の
特
定
家
系
に
よ
る
強
占
が
進
み
、

い
誌
大
主
教
一
也
そ
の
も
の
が
私
領
魂
さ
れ
る

生
じ
て
い
た
の
勺
あ
る

(
切
出
〔
山
知
山
詞

mw

号吋
i
芯
円
〉
。
オ
ル
ベ
リ
ャ
ン
家
の

設喜一

ス
ィ
ウ
ニ
グ

の
蛮
か

の
諮
係
が
強
か
っ

る
必
湾
が

吋

A

2
ペ
ウ
ノ
ニ
ク

の
主
教
盛
山
ヤ
タ
テ
ブ
と
ノ
ラ

グ
プ
v
d

ク
は
オ
ル
ベ
リ
セ
ン

ス
テ
パ
メ
ス

(
山
山

}
g
r
H
M出
um
町民・叩
m
M
M戸
W
H
F
-
{
)

∞〉

ノ
ラ
ヴ
ァ
ン
ク
の

教
テ
ル
誌
サ
ル
ギ
ス
ハ
仲
間
同
日
出
血
時
間
な
与
の
死
後
、

プ
ル
メ
ニ
ア
の

ト
ヲ
コ
ス
マ
あ
る
テ
ル
日
コ
ス
タ
ン
デ
4

ン
の
も
と
広
赴
き
、

と
の
聖
な
る

ヴ
ァ
ヨ
ツ
ヅ
ォ

ん
の
大
部
分
、

ナ
ブ
チ
ャ
ヴ
ァ
ン
、

チ
ャ
フ
ク
地
方
か
ら
な

た
テ
ル
日
ス
テ
パ
ノ
ス
か

と
記
す
。

ノ
ラ
グ
ァ
ン
グ
の

、
グ
ァ
ヨ
ヅ
ヅ
ォ
ル
の
大
部
分
、

チ
ャ
フ
夕
、

ナ
フ
チ
ャ
ヴ
ァ
ソ
の
一
一
一
地
方
か
ら
な
っ
て
い
た

の
ぜ
あ
お
。

ま
た
、

ス
テ
バ
ノ
ス

ハ
ω}凶

知
山

M
H阿
倍
N
E
H
1
2
5
w

器。
i
H
H
H
)

は、

九
O
年
ご
ろ
オ
ル
ベ
ヲ
ャ

γ
家
と
ハ
グ
バ
ル
イ
ャ
ン
ブ
P

シ
ャ
ン



モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
北
西
イ
ラ

γ
支
配
と
オ
ル
ベ
リ
ヤ
ン
家
の
台
頭

家
と
の
聞
に
生
じ
た
一
事
件
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

し
よ
う
と
欲
し
た
。

ヴ
ァ
サ
グ
の
む
す
こ
で
、
自
分
の
領
地
と
村
々
を
ヴ
ァ
ヨ
ッ
ヅ
ォ
ル
に
持
つ
プ
ロ
シ
と
い
う
名
の
あ
る
諸
侯
は
、
他
の
教
会
を
横
領

彼
は
カ
ト
リ
コ
ス
日
コ
ス
タ

γ
デ
ィ
ン
二
世
の
も
と
に
使
者
を
つ
か
わ
し
て
偽
り
の
申
告
を
行
い
、

ン
ゴ
ル
人
の
千
戸
長
の
力
を
借
り
て
実
力
で
こ
の
地
方
を
接
収
し
た
。

の
第
六
代
主
教
サ
ル
ギ
ス
と
第
五
二
代
の
タ
テ
フ
主
教
ホ
ヴ
ハ
ネ
ス
は
、

3
3
5
5田
F
Z
E吉
田
ぷ
在
位
一
二
九

O
l
一
二
九
四
年
)

エ
ル
ン
ジ
ャ
ク
を
与
え
ら
れ
、

モ

こ
れ
に
対
し
て
、

オ
ル
ベ
リ
ャ
ン
家
側
に
あ
る
ノ
ラ
ヴ
ァ
ン
グ

コ
ス
タ

γ
デ
ィ
ン
に
替
っ
た
カ
ト
リ
コ
ス
日
ス
テ
パ
ノ
ス

か
ら
プ
ロ
シ
の
行
為
を
批
難
す
る
教
書
を
得
て
勝
利
し
、

エ
ル
ン
ジ

タ
テ
フ
両
主
教
を
通
し
て
、

パ
ノ
ス
の
大
主
教
就
任
後
は
代
々
一
族
出
身
の
大
主
教
を
通
じ
て
、

ヤ
グ
地
方
は
タ
テ
フ
主
教
座
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
オ
ル
ベ
リ
ャ
ン
家
は
ノ
ラ
ヴ
ア
ン
グ
、

ナ
ク
チ
ャ
、
ヴ
ァ
ン
、

エ
ル
ン
ジ
ャ
グ
両
地
方
を
掌
握
す
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
あ
る
。

註
(

1

)

世
襲
地
を
指
し
て

a
r白山、
H
O
ロ
F
;、
封
地
に
対
し
て
食
日
目
へ

3av・

ZH-w
の
語
が
用
い
ら
れ
る
。
個
々
の
諸
侯
(
片
手
r
r白
P

古田同
O

ロ)

の
持
つ
支
配
権
の
総
体
は

2
r
r
E
5
2
4〈
P
沼田円。ロ
ERF司
ロ
と
呼

ば
れ
る
。

(

2

)

可

-HUm---of
戸
内
間
宮
O
ロ問。

r
o
H
H
U
3
2界
各
国
?
戸
〈
居
室
内

号
、
。
三
室
内
(
U
F

込町

HgwH-H〈
(
(
凶
凶
同
〈

))wzs・
ω
2
串
・
】

V
R
F

S

M
卓也司・
M
g
l
ω
C
M

参
照
。
自
由

g
ロ
及
び
忠
弘
田
口
は
回
目
白
宮
口
の

異
称
で
あ
り

3
2
5
E一
玄
白
ユ
山
口
、
ア
印

-r、同
0
4
}
戸田口ロ問日叩田口"目
v

・
8
8

ま
た
ス
テ

94 -

現
在
も

ω宮
山
田
口
と
呼
ば
れ
る
(
ヘ
曲
、
ミ
ミ
h
H
S
'
h
o
田町、お町、ごと
N
h
o
S
F

三
O
市民回国

"
5
8・
2HU・
ω
c
c
u
〉
叶
勺
国
内
〉
円
)
田
昌
・
の
の
ヲ
ロ
O
回口
5
h
u
o
。

リ
パ
リ
ト
が
イ
ヴ
ア
ネ
・
ザ
カ
リ
ヤ
ン
に
与
え
ら
れ
た
ス
ィ
ウ
ニ
ク
城

は
こ
れ
で
あ
ろ
う
。
ト
マ
・
メ
ツ
ォ
ベ
ツ
ィ

(zpdz・
-uu
・
エ
AF--AF3

に
よ
る
と
一
五
世
紀
初
頭
こ
の
地
域
に
は
六
千
家
族
の
人
口
が
あ
っ

た。

(
3
〉
護
雅
夫
訳
「
カ
ル
ピ
一
一
、
ル
ブ
ル
夕
、
中
央
ア
ジ
ア
蒙
古
旅
行
記
」

一
九
六
五
年
、
三

O
二
|
三

O
六
頁
。

(

4

)

ブ
ジ
ェ
は
ア
ヴ
ア
グ
・
ザ
カ
リ
ヤ
ン
の
本
拠
で
あ
っ
た
。
ペ
O
A
『「田口目



H
w
m
m
g
p
ヲ
品
目
品
目
参
照
。

(
5
〉
E
F
R
E
ぺ
J
‘

az--白r}岡田口
r
m
r
J
R
E
N
F
w
w
一
一
一
種
の
税
の
廃
止
に

関
す
る
一
二
九
一
年
の
ガ
ル
ニ
の
碑
文
に
拠
る
と
、
こ
こ
は
ア
ヴ
ア
グ

・
ザ
カ
リ
ヤ
ン
の
娘
ホ
シ
ヤ
ク
(
同
r
g
rと
へ
)
の
所
領
で
あ
っ
た
(
国
・

目
。
E
・
0門
「
〉
・
同

2
5開
o
z
w
可
J
(
U
D
S
Hミ
hNhH芯
誌
句
芯

S
h
h
w
p

s
b間口
~bhBい官

qL刊
入
山
、
室
内
S
R
W
(い
回
目
『
円
広
間
巾
u
呂
田
g
J
H
-
g∞
w同

γ
印
MUo

n
6
)
切
急
回
出
F
-
v
-
M
-印
一
足
払
ロ
臥
ユ
g
-
-
v
・
M
g
l
u呂
、
同
家
に
関
す
る

モ
ノ
グ
ラ
フ
に
の
・

JへOJ可
印
刷
司
イ
田
口
w
閥、
N白
h
p
b白
~fhS悼
i
F
h
b
S誌
、
、
』
qha

p
h
S
N
q
hミ
ミ
ヘ
FMUミ
ミ
ミ

RS芯
遺
町
内
町
(
『
ア
ル
メ
ニ
ア
史
に
於
け
る

ハ
グ
パ
キ
ヤ

γ
或
Fい
は
プ
ロ
シ
ャ
ン
一
族
」
}
)
、
臼

4
G
-
m
J
ぐ

o
-
-
F
J
N白r

m
r
ω
同
∞
E
ロ
m
F
S
M∞一

410]
・
ロ
w
V
H
5
0
-
O
B
W
H由
主
一

40-
・
ロ
ア

Z
叩
司

Jへ2
r
u
s
h
p
N
!日
記
ω
一
河
内
出
γ
〉
口
付
胤
出
回
目
印
w
3
8
が
あ
る
。

(

7

)

グ
ル
ジ
ア
を
逃
れ
て
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ

γ
の
エ
ル
デ
ィ
グ
ズ
ー
朝
に
仕

え
て
い
た
エ
リ
グ
ム
一
世
は
、
カ
ラ
イ
ス
ラ
、
チ
ヤ
フ
夕
、
エ
ル
ン
ジ

ヤ
ク
及
び
示
フ
チ
ヤ
ヴ
ア
ン
市
の
三
勺
の
門
尖
ロ
m
r
u
ω
5
~
を
与
え
ら

れ
て
い
た

(ω
丘
三
目
玄
白
円
片
山
口
w
口
WHOMu
呂
田
)
。
こ
れ
ら
に
対
す
る
所

有
権
が
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

(
8
U
J円
G
4
E白
口
町
2

8
・
H】

同

γ
ω
品開
!ω
忠
一
司
・
呂
田
昌
巾
泊
0
9
2
0回
巴
巾

LH国国民「同町

C

口
℃
叩
抽
出
巾
回
叩
民
O
回
O
出
}
出
口
4
q

。
℃
出
国
マ
同
内
喝
叩
口
O
口
4
F

KF話
回
h
出向田
w
ミ
ぬ
ミ
旬
、
hhQUS
ミ
OJ
塁
送
。
、
h
s
h句
句
、
円
判
応
急

M
5
5・

円
以
い
山
山
口
市
町

LSω
参
照
。
ス
ル
マ
リ
は
恐
ら
く
ヲ
ラ
ス
河
右
岸
、
現
在

の
地
名
で
カ
ウ
千
ズ
マ
ン
爪
関
節
即
日
国

5
8〉
と
イ

J

ウ
ず
ィ
ル
‘

Q
凶仏印刷〉

北
六
文
学
部
組
要

(

J

へO
〈
『
田
口
口
問
団
巾
田
口

の
ほ
ぼ
中
間
に
存
す
る
名
高
い
要
塞
で
あ
ろ
う

司
司
・
∞
旬
。
1
∞
M
ω
v
。

(
9
)
ガ
ジ
ャ

I
ル
朝
の
支
配
下
に
こ
の
地
方
は
、
①
ウ
ル
ツ
ア
ヅ
オ
ル
以

西
の
イ
エ
レ
ヴ
ア
ン

H

ハ
ン
領
、
②
ハ
ガ
ル
(
国
m
m
m
H
ロ
)
河
以
東
の

カ
ラ
パ
グ

H

ハ
γ
領
、
③
両
ハ
ン
領
に
挟
ま
れ
る
ナ
フ
チ
ヤ
ヴ
ア

γ

H

ハ
ン
領
に
三
分
さ
れ
る
。
ナ
フ
チ
ャ
ヴ
ア
ン

H

ハ
ン
領
、
の
北
界
は
セ
ヴ

ア
ン
湖
と
ア
ラ
ス
河
の
分
水
嶺
で
あ
っ
て
、
ス
ィ
ウ
ニ
ク
州
は
ゲ
ガ
ル

ク
ニ
と
ソ
ト
ク
を
除
い
た
外
は
、
こ
こ
に
含
ま
れ
る
。
サ
フ
ア
ヴ
ィ
l

朝
下
の
境
界
も
ほ
ぼ
こ
れ
に
同
じ
で
あ
る
が
、
ナ
フ
チ
ヤ
ヴ
ア

γ
は
チ

ユフ一

l
レ
・
サ
ナ
ド

(
(
W
}
g
r
F同
吋

l
F
ω
竺
仏
)
ベ
グ
レ
ル
ベ
ギ
領
に
属
す

る
(
…
〉
↓
℃
田
口
〉
カ
呂
・
の
の
目
J
2
J日)-H()吋
山
田
-
N
F
-
H
ν
J
M印
-lM印
ω
一

〈
・
宮
E
O
H凹
ruご
同
コ
向

hNFF凡
MdH
品
目
・
ミ
ミ
急
増
円
、
。
ロ
門
日
o
p
お
お
・

5
8。

(ω)
ナ
タ
チ
ヴ
ア
ン
・
ト
ヮ
マ

γ
の
一
部
で
あ
る
マ
l
p
l
近
郊
の
聖
F

デ
オ
ス

3
5
r
、H
d
E
m
o
C
に
は
一
三
世
紀
中
菜
、
主
教
座
が
設
置

さ
れ
た
。
こ
の
設
立
に
は
ス
テ
パ
ノ
ス
・
オ
ル
ベ
リ
ヤ
ン
の
力
が
あ
っ

た
。
従
っ
て
、
政
治
的
に
も
オ
ル
ベ
リ
ヤ

γ
家
と
マ
i
p
l
地
方
と
の

関
係
が
予
想
さ
れ
よ
う
。
「
阿
S
E
E
r
苫
口
、
〉
円
g
N
F
回
目
可
「
ω「
ωロ

号
y
r
r田
口
ロ
ペ
山
口
口
加
。
耳
、
吋
由
ロ
ユ
目
。
H
U百円
o
z
h
m
(「
ア
ル

F
ズ
の
ア
ル

メ
ニ
ア
人
諾
侯
領
と
ツ
ォ
ル
ツ
オ
ル
学
派
」
〉
凶

g
s
q
ミ
由
市
町
ミ
ミ
品
目

ミ

ミ
w
Z
0
・
u内

F

S
叶

ω
参
照
。

(
日
)
一
一
二
二
一
一
年
ヴ
ア
ス
グ
ラ
カ
ン
州
ア
ル
ベ
ル
ニ
一

n
k
f
r
Z
E巳
)
地

方。
q

ル
タ
リ
爪
国
内
H
E
H
V
の
ナ
ル
ゲ
リ
ヤ
ン

J

爪
KF門
間
色
。
回
目
〉
、
修
道
一
院
。

95 



毛
ソ
ゴ
ル
帝
国
の
北
西
イ
ラ
ソ
支
配
と
オ
ル
ベ
リ
ヤ
ソ
家
の
台
頭

で
記
さ
れ
た
写
本
奥
付

3
2い

S
F
H
V
¥
吋C
)

に
、
「
弓
矢
の
民
の
ス

ル
F
ン

H

ア
プ

I
サ
イ
ド
、
諸
侯
中
の
諸
侯
ブ
ル
テ
ル
及
び
我
等
ア
ル

メ
ニ
ア
人
の
レ
ヴ
ォ

γ
(戸
σ
d
q
o
ロ
)
王
の
治
下
に
」
と
あ
り
、
一
三
四

九
年
同
地
方
イ
ェ
レ
リ
ン

(
H
W
Z
ユ
ロ
)
村
に
近
い
イ
ェ
レ
ラ
ン
(
開

5
・

2
ロ
)
修
道
院
で
記
さ
れ
た
奥
付
に
「
勇
敢
な
る
ア
ル
メ
ニ
プ
人
の
武

一
第
三
章

近
隣
諸
侯
と
の
関
係
と
婚
姻
政
策

将
達
、
敬
度
篤
信
の
諸
侯
中
の
諮
侯
ベ
シ
ケ

γ
と
イ
ヴ
ア
ネ
の
治
下

に」

(ω
同三
S
F
H
Y
∞
吋
〉
と
あ
る
。
ヴ
ア
ン
湖
北
東
岸
の
ベ
ル
F
リ
、

す
な
わ
ち
イ
ル
日
ハ
ン
国
の
地
方
区
画
で
は
大
ア
ル
メ
ニ
ア
州
ピ
ル
グ

リ
l
(
回
町
四
国
ユ
)
が
、
オ
ル
ベ
リ
ヤ
ン
家
領
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。

エ
リ
グ
ム
が
モ
ン
ゴ
ル
人
の
武
力
を
背
景
に
所
領
を
拡
張
し
た
こ
と
は
、
近
隣
の
諸
侯
と
の
乳
牒
の
原
因
と
な
っ
た
。
オ
ル
ベ
リ
ャ

γ

家
は
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
処
理
し
た
か
を
、
近
隣
諸
侯
家
と
の
通
婚
関
係
と
合
わ
せ
て
論
じ
よ
う
。

- 96 

る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
(
第
一
章
参
照
)
。

ア
ヴ
ァ
グ
・
ザ
カ
リ
ャ
ン
と
妻
ゴ
ン
ツ
ァ
が
エ
リ
ク
ム
と
ス
ム
バ
ト
に
対
し
て
抱
い
た
敵
意
は
、

勅
書
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
地
域
を
接

オ
ル
ベ
リ
ャ
ン
家
の
人
々
の
良
く
知

最
初
の
カ
ラ
コ
ル
ム
旅
行
か
ら
帰
っ
た
ス
ム
パ
ト
が
、

収
し
た
こ
と
は
、

ア
ヴ
ァ
グ
の
一
族
郎
党
と
グ
ル
ジ
ア
の
貴
顕
の
嫉
妬
を
い
っ
そ
う
か
き
た
て
た
。

ア
ル
グ
ン
H

ア
カ
に
対
す
る
オ
ル
ベ

モ
ン
ケ
に
安
堵
さ

れ
た
所
領
の
一
部
が
失
わ
れ
た
の
で
、

リ
ャ
ン
家
攻
撃
許
可
の
請
願
は
、
そ
の
最
も
露
骨
な
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
。
彼
等
の
請
願
は
少
か
ら
ず
効
を
奏
し
た
。

ス
ム
パ
ト
は
再
び
カ
ラ
コ
ル
ム
に
赴
い
た
の
で
あ
っ
た
。

三
五
九
l
一
二
六
一
年
の
グ
ル
ジ
ア
反
乱
の
原
因
と
な
っ
た
、

バ
バ
ヤ
ン
(
切
由
。

E
F
2℃・

5
3
は
、
二
度
目
の
カ
ラ
コ
ル
ム
旅
行
か
ら
帰
っ
た
ス
ム
パ
ト
が
敵
対
派
諸
侯
に
報
復
し
、
そ
れ
が
一

ス
テ
パ
ノ
ス
に
拠
る
と
、
帰
国
し
た
ス
ム
パ
ト
は

と
述
べ
る
。
し
か
し
、

(ω
白
日
ロ
同
1
7向
m
H
H
A
L
ロ
U
H
F
-品
中
)
、



伎
は
改
め
て
自
分
に
属
す
る
諾
地
方
と
諸
城
を
統
治
し
た

D

し
か
し
、
彼
等
門
敵
対
者
〕
と
の
間
に
平
和
と
友
好
を
持
と
う
と
し
た

結
果
、
彼
は
自
分
の
意
志
に
よ
っ
て
、
残
余
に
対
す
る
家
族
と
子
孫
の
世
襲
地
所
有
権
を
保
証
す
る
た
め
に
、
諸
城
、
諸
地
域
の
内

の
い
く
つ
か
を
放
棄
し
た
。

の
で
あ
る
。

ス
テ
パ
ノ
ス
は
ス
ム
バ
ト
の
敵
対
者
に
つ
い
て
、

ア
ヴ
ア
グ
と
ゴ
ン
ツ
ァ
以
外
に
は
氏
名
を
記
さ
な
い
が
、
彼
等
は
オ
ル
ベ

リ
ャ
ン
家
の
所
領
拡
大
の
被
害
を
こ
う
む
っ
た
諸
侯
、
領
主
で
あ
る
と
み
な
し
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
o

ス
ム
バ
ト
は
モ
ン
ケ
の
勅
書
の

み
を
頼
み
と
は
せ
ず
、
所
領
に
つ
い
て
近
隣
の
諸
侯
に
譲
歩
し
、
彼
等
の
宥
和
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
グ
ル
ジ
ア
の
反
乱
の
時
、

ア
ヴ
ア

グ
の
未
亡
人
で
、

グ
ル
ジ
ア
王
ダ
ヴ
ィ
テ
ィ
五
世
ラ
シ
ャ
と
再
婚
し
て
い
た
ゴ
ン
ツ
ァ
は
、
嬰
児
デ
ィ
ミ
ト
リ
と
共
に
ブ
ジ
ニ
城
に
残
さ

れ
て
い
た
。
母
子
は
捕
え
ら
れ
て
オ
ル
ド
に
連
行
さ
れ
た
(
回

5
8
3
F
a
d
o
ス
テ
パ
ノ
ス

(ω
札
口
付
I
冨
間
三
E
L
F
-
g
)
は、

で
あ
っ
た
の
で
、
他
の
諸
侯
達
の
勧
め
を
採
り
、
ま
た
、

ス
ム
パ
ト
は
ア
ヴ
ァ
グ
家
の
後
見
人
(
宮
可
E
E
H
)

フ
ラ
グ
の
命
令
に
よ

- 97 

っ
て
、

ア
ヴ
ァ
グ
の
妻
ゴ
ン
ツ
ァ
を
海
で
殺
し
、
彼
自
身
、
が
ア
ヴ
ア
グ
の
所
領
を
治
め
た
。

と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、

ゴ
ン
ツ
ァ
の
処
分
と
ア
ヴ
ア
グ
遺
領
の
統
治
を
巡
る
重
要
問
題
が
、
他
の
諾
侯
と
協
議
さ
れ
て
い
る
。
主
に
従

っ
て
反
乱
に
加
わ
っ
た
者
の
中
心
は
カ
ル
ト
リ
(
同
信
岳
〉
、

メ
ニ
ア
人
諸
侯
は
モ
ン
ゴ
ル
軍
に
加
わ
っ
た

ヘ
レ
テ
ィ
(
国
民
主
)
の
諾
侯
で
あ
っ
た
。
他
の
多
く
の
諸
侯
、
特
に
ア
ル

(切

H
o
g
F
H
u
g
o
-
E
3
0
グ
ル
ジ
ア
年
代
記
(
回

5
8
0
f
F
8
8
は
、
反
乱
の
原
因

を
王
に
課
さ
れ
た
重
税
の
た
め
で
あ
る
と
す
る
。

ス
ム
パ
ト
の
報
復
が
二
一
五
九
年
の
反
乱
の
原
因
と
な
っ
た
と
す
る
の
は
妥
当
で
は
な

し、
O 

さ
て
、

エ
リ
グ
ム
一
世
は
、

モ
ン
ゴ
ル
人
の
侵
入
前
、

ウ
ル
ツ
の
領
主
マ
ミ
コ
ニ
ヤ
ン
家
の
グ
リ
ゴ
ル
・
マ
ン
ツ
ネ
ツ
ィ
の
娘
タ
ム
カ

と
結
婚
し
た

(ω
向
山
口
同
l
y向
田
片
山
江
口

u
H
F
-
H
N
h
同

g
gロ
2
2印

J

目。ω)
二
人
の
む
す
こ
ブ
ル
テ
ル
は
所
領
支
配
権
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た

北
大
文
学
部
紀
要



る

γ
ゴ
ル
帝
国
の
北
関
イ
ラ
ソ
支
配
と
オ
ル
ベ
ワ
ヤ

ぶ

為

、

，

W
サ

K
-申
込

カ

化
W

ルカ

ヲ
ヨ
ツ
ヅ
ォ
ル
よ
り

F

イ
ェ
レ
ヴ
ァ

γ
、
ア
コ
ザ
に
至
る
地
域
で
あ

て
、
ウ
ル
ツ
法
こ
こ
に
含
ま
れ
る
。

ス
ム
パ
ト

ス

パ
ノ
ス
は
、

て
い
な
い
。
後
の

応
弟
、
タ
ル
サ
イ
チ

人
の
婦
人
と
一
結
婚
し

た
。
こ

ス
ム
パ
ト
の

み
な
し
て
良
い
で

タ
ル
サ
イ
チ
の

の
妻
に
つ
い
て
、
す
な
わ
ち
自
分
の

に
つ

い
て
ス
パ
テ
ノ
ス
ハ

ω知山
添
付

i
y時
間

M
A
P
口

wz。
…
〉
は
、

設
は
自
分
の

ム
ス
ヲ
ム
の
開
か

ス
d

ウ
ニ
タ
の

公
司
)
の
娘
r

ア
ル
ズ
日
ハ
ト
デ
ソ

でも
F

彼
女
は
や
は
ノ
ス
ト
教
義
と
な
っ

と
~
述
一
ベ
、

六
年
の
年
次
の
入
つ

ラ
フ
の
簿
文
《
州
内
o
m
g
ロ
刊
さ
え
w
問

y

に
は
、

ザ
ド
ヮ
v

t

(

宮内同
-
M
H
H
W
-

の
娘
で
あ
る
ア
ル
ス
H

ハd

ト
タ
ン
公

F
)

で
あ
る
語
侯
タ
ル
サ
イ

と
あ
る
。

ス
ィ
ヴ
ニ
グ
の
ふ
ス
リ
ム

タ
ン
の
娘
一
子
ル
ズ

)
は
ア
ル
ス
を
襲
っ

エ
リ
タ
ム
、

ス
テ
パ
ノ
ス
、
。
ハ
一
ヅ

.，.， 9喜一

一ブけ「一フ

ん
だ
。
次
に
、

タ
ノl〆

d

ず
は
一
グ
ル
ジ
サ
ア

グ
ィ
一
プ
ィ
五

に
ハ
チ
エ
ツ

m
m
yき
な
内
は
じ
の
語
霞
ハ
サ
ン

ジ
ャ
一
ブ
リ
ヤ
ン

の
ア
タ
パ
ク

つJ

た
折
、
そ
の
時
ア
ん
ズ

に
も
か
か

ア
タ
パ
グ
の
議
談
、
号
、
ナ

教
会
の

円
玄
凶
悪

と
結
婚
し
た
り

ス
テ
パ
ノ
ス
は
下
、

H
d
ハ
1
p
ゥ
ン

ま
れ
な
美
L
い

こ
の
仔
為
に
反
対

の
一
娘
を
得
た
。

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
%
設
は
妻
を
自
分

れ
ち
細
部
い

と
述
べ
る
。

(
雪
山
口
同
i
京間

ap門戸

5
3
0
彼
女
の
名
は
多
く
の
碑
文
の
中
に

〈

2
〉

い
だ
さ
れ
る
ハ
問
。
伯
仲
印
・

H
M
伸
仰
ロ
件
関
J

H

M

G

W

H

H

∞w

ハ
サ
ン
・
ジ
ャ
ラ
習
す
ン
家
ほ
低
フ
伊
「

γ
合
領
有
す
る
諸
倹
で
、

グ
ル
ジ
ア

ザ
ア
ル
メ

ア
で
も
は
、

~~主
と

ザ
カ
予
ャ

γ
家
の
憐
ゐ
能
性
vLe
譲
さ
な
か
っ

そ
の
一
所
領
は
ス
ィ
ウ

ク
州
東
岨
揮
で

ロ
ヤ
ジ
一
家
額
と



接
し
て
い
た
(
町
内
尽
白
凶
F
九
叶
℃

-

U吋
l
u∞
)
白

タ
ル
サ
イ
チ
は
ミ
ナ
か
ら
一
一
男
一
一
一
女
を
得
た
、
が
、
久
テ
パ
ノ
ス

(ω
丘
三
l
宮
田

H
H
E
L
F
-。。)は、

彼
は
長
女
を
ハ
チ
エ
ン
の
光
輝
あ
る
諸
侯
、
大
グ
リ
ゴ
ル
の
む
す
こ
ハ
サ
ン
の
む
す
こ
グ
リ
ゴ
ル
に
嫁
が
せ
た
。

と
記
す
。
す
な
わ
ち
、

ハ
チ
エ
ン
の
今
一
つ
有
力
な
諸
侯
で
オ
ル
ベ
リ
ャ
ン
一
家
領
の
北
東
に
そ
の
所
領
の
接
す
る
ド
ピ
ヤ

γ
家
の
グ
リ
ゴ

ル
に
長
女
を
与
え
た
o

ハ
タ
グ
プ
シ
グ
(
同

E
S可
〈
S
F
J
、
の
寄
進
碑
文
に
、

大
諸
侯
タ
ル
サ
イ
チ
と
ミ
ナ
H

ハ
ト
ゥ
ン
の
娘
、
強
大
な
諸
侯
グ
リ
ゴ
ル
の
妻
で
あ
る
ア
ス
パ

(
〉
告
が
可
)
0

守
と
あ
っ
て
(
問
。
印
窓
口
町
田
三
回
J

匂
・
ェ
ヨ
、
彼
女
の
名
は
ア
ス
パ
で
あ
る
。
ま
た
次
女
に
つ
い
て
ス
テ
パ
ノ
ス

(ω
包ロ同
l
冨
員
同

E
L
F
-。
。
)

の
年
代
記
に
は
、

他
の
一
人
は
父
の
死
〔
一
二
九

O
年
U

後
、
兄
弟
達
に
よ
っ
て
グ
ル
ジ
ア
王
の
一
族
と
婚
約
が
行
わ
れ
、
デ
ィ
ミ
ト
リ
主
の
む
す
こ

ダ
ザ
ィ
テ
ィ
王
の
弟
マ
ヌ
エ
ル
(
呂
田
口

5
3
の
も
と
に
嫁
い
だ
。

ー詰9

と
あ
る
。
彼
女
の
名
は
マ
ム
カ
ン

Q
F
B
Wぜ
る
で
あ
っ
た

(
ω
z
r
E、思吋
g
p
F
自
3
0

主
た
、

ス
テ
パ
ノ
ス

ハ
ω包
ロ
H

Y向
mWHi
門
戸
ロ
・
同
一
円
増
-
吋
#
U

t主

タ
ル
サ
イ
チ
の
む
す
こ
、
す
な
わ
ち
自
分
の
兄
エ
リ
グ
ム
に
は
ブ
ル
デ
ル
.
、

ブ
グ
ダ
の
二
子
と
一
女
が
あ
り
、
彼
女
を
彼
は
、

大
諸
侯
。
フ
ロ
シ
の
む
ず
こ
ハ
サ
ン
の
む
ず
ζ

エ
ァ
チ
ュ
に
嫁
が
せ
た
。

さ
記
す
。
ハ
グ
バ
ト
(
出
回

mrr向
。
の
碑
文
に
よ
る
と
彼
女
の
名
ぬ
“
ア
マ
H

ハ
ト
ヲ
ン
(
宮
間
目
白
一
同

g
q口
同
じ
で
あ
る

(
F
c
m∞σ
C
H
H
H
u

おぬ
)

0

ス
テ
パ
ノ
ス
が
年
代
記
を
脱
稿

L
た
一
一
一
九

0
年
代
末
ま
で
に
ハ
グ
バ
キ
ャ
ン
|
プ
ロ
シ
ャ
ン
家
と
の
通
婚
が
な
さ
れ
た
。

エ
ル
ン
ジ
ャ

ク
を
巡
る
グ
ラ
ツ
ォ
ル
、

タ
テ
フ
両
主
教
座
聞
の
紛
争
が

d

終
っ
た
数
年
後
の
己
と
引
に
あ
る
。

北
大
文
学
部
紀
要



モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
北
西
イ
ラ
ソ
支
配
と
オ
ル
ベ
リ
ヤ

γ
家
の
台
頭

ま
た
、

エ
リ
ク
ム
の
従
兄
弟
リ
パ
リ
ト
の
長
子
ス
ム
パ
ト
は

(ω
巳
ロ
寸
冨

R
t
p
F
目立)、

ア
タ
ベ
グ
H

サ
ド
ヲ
ン
家
と
通
婚
し
た
。

カl

一
一
一
二
七
年
の
へ
ル
ヘ
ル
の
寄
進
碑
文
に
よ
る
と

(問。由同国ロ

gロぇ・日以・
5
3、
役
女
の
名
は
ヴ
オ
フ
ト
グ
で
あ
っ
た
。

ス
ム
パ
ト

の
弟
チ
ェ
サ
ル
の
妻
ホ
リ
シ
ャ
フ
は
ド
ピ
ヤ
ン
家
の
ヴ
ァ
ル
ダ
ン

(
ぐ
田
正
田
口
)

の
娘
で
あ
っ
た

(
問
。
由
窓
口
何
回
耳
目
J

℃・

H
O
U
 。
句

巴
E
E
σ
a
s
-
H
)℃・
ωMN印
l
ω
M
g
。

こ
れ
ら
の
実
例
は
一
三
世
紀
と
一
回
世
紀
初
頭
に
行
わ
れ
た
一
族
の
婚
姻
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
が
、

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
同
家
は
所
領
の
境
界
を
接
す
る
諸
侯
家
ド
ピ
ヤ
ン
、

オ
ル
ベ
リ
ャ

γ
家
の
意
図
す
る
所

ハ
サ
ン
・
ジ
ャ
ラ
リ
ヤ
ン
、

ハ
グ
パ
キ
ャ
ン
I

プ
ロ
シ
ャ
ン

、
ま
た
ア
タ
ベ
ギ
(
ア
タ
パ
ク
)
職
、

ア
ヴ
ァ
グ
領
の
支
配
権
を
巡
っ
て
競
争
す
る
立
場
に
あ
っ
た
ア
ル
ツ
ル
ニ
家
、
更
に
グ
ル
ジ
ア
主

-100 -

家
と
婚
姻
を
取
り
結
ん
だ
の
で
あ
る
。

オ
ル
ベ
リ
ャ
ン
家
は
所
領
に
関
し
て
近
隣
諸
侯
に
多
少
の
譲
歩
を
行
う
と
と
も
に
、
彼
等
の
子
女
と
通
婚
す
る
政
策
を
採
っ
た
の
で
あ

る。註(
1
〉
パ
パ
ヤ
ン
(
切
同
月
日
白
出
国
也
市
4-v
・

=ω〉
は
ア
ル
ズ
が
モ
ン
ゴ
ル
人
で

あ
っ
た
と
す
る
が
、
そ
の
根
拠
は
不
明
で
あ
る
。

(

2

)

彼
女
に
つ
い
て
、
「
・
。
回
口
巾
口
出
国
w

口。↓
O
冨

2
，回
0

1

『白℃口同恒例由同

。日】

q
g出
国
国
国
三
国
民
間
火
号
可
回
目
、
旬
、
ミ
ミ
ミ
尽
き
と
時
N
w
o
h
送。
F

ニ
噌
。
ー
ロ
α
"
5
5
が
あ
る
が
未
見
で
あ
る
。

第
四
章

グ
ル
ジ
ア
王
と
オ
ル
ベ
リ
ヤ

γ
家



エ
レ
ミ
ヤ
ン
〈
mwhH2sz一
〉
、
パ
パ
ヤ
ン

ス
ム
パ
ト
が
次
第
に
自
主
祭
舟
を
深
め
て
ザ
カ
ヲ
ヤ
ン

の
よ
毅
領
主
権
か

の

ら
も
離
脱
し
、
自
ら

た
も
の
と
み
な
し
た
。
し
か

ス
ム
バ
ト
の

の
弟
タ
ル
サ
イ
チ
の
グ
ル

ジ
ア
宝
の
ア
タ
ベ
ギ

の
矛
盾
す
る
間
関
係
は
説
明
し
な
い
。
こ
の

は
碑
文
、

に
見
え
る
オ
ル
ベ
リ
ャ
ン

の
称

の
鍛
々
の
政
治
的
交
渉
に
基
い
て
、
こ
の

の
検
討
を
行
お
う
。

リ
パ
リ
ト
は
イ
グ
ァ
ネ
・
ザ
カ
リ
ヤ
ン
の
家
肢
と
し
て
、

ス
ィ
ウ
ニ
タ
郊
に
お
け
る
政
治
的
経
霊
を
歩
み
始
め
♂

手
パ
リ
ト
自
身
が
建
立
し

の
数
は
少
い
が
、

一
ゴ
一
年
の
ヅ
ォ
ル
ト
ハ
ル
ブ
の
碑
文
ハ
同
凶
器
窓
口

g
耳切
J

ヲ
0
0
〉
に
、

プ
ル
メ
ニ
ア
暦
六
七

私
ヲ
パ

2
ト
は
神
の
御
望
み
に
よ
っ
て
。

先
の
場
合
と

っ
て
ど
の
よ
う
な
称
号
も
冠
せ
ず
、

(
2
2研
〉
」

殺
の
子
孫
が
ヲ
パ
ヲ
ト
の
名
に
触
れ
る

(
2
)
 

ぃ
。
ま
た
ス
テ
パ
ノ
ス
は
エ
予
グ
ム
が

っ
て
も
、
組
の
初

と
あ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
称
号
も
付
さ
れ
て
い
な
い
。
の
み?と

?と二

-101 

ヲ
パ
リ
ト
の

を
世
襲
し
た

と
を
述
べ
て
ハ

F
Zマ
玄
釦
H
H片
岡

H
W
H
F

ニ
忠
、

父
"
の
領
地
ハ
お

2
3
4
4ロ
〉
を
治
め
た
。

と
述
べ
る
。
リ
パ
リ
ト
は
、
「
イ
シ
ュ
ハ
ン

や

「
パ
ロ

γ
」

で
は
な
く
単
に

「
一
ア
ル
い

れ
る
領
主
の

に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う

一
五
八
年
グ
ル
ジ
ブ

の
こ
と
が

W
Q
G
 

エ
ヲ
グ
ム
に
つ
い
て
も
そ
の

さ
て
、

ナ
フ
チ
ェ
ヴ
ァ
ン
に
あ
っ
た
フ
ラ
グ
の
オ
ル
ド
よ
り
ア
ブ
ハ
ズ
ィ
ア
に

オ
ル
ベ
ヲ
ャ
ン

が
、
グ
ル
ジ
ア
年
代
記
に
は
ハ

MWZ務
会

F
E
g、

ダ
ヴ
ィ
ド
・
み
ノ

p
ン
が
簡
素
な
島
角
形
で
一
/
タ
ベ
グ
立
ア
ヴ
ァ
グ
の
領
地
に
蒼
く
と
、

し
て
い
た
ス
ム
バ
ト
-
オ
ル
ベ
り
ャ

ン
に

ペ〉

北
大
文
学
部
紀
要



、モリ
y
dコ
ル
帝
国
め
北
西
イ
ラ
ン
支
配
と
オ
ル
ベ
リ
ヤ
γ
家
の
台
頭

と
あ
る
。
当
時
グ
ル
ジ
ア
宮
廷
か
ら
は
オ
ル
ベ
リ
ャ
ン
家
の
所
領
、
が
、

ア
ヴ
ァ
グ
・
ザ
カ
リ
ヤ
ン
の
領
地
に
含
ま
れ
る
も
の
と
み
な
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
メ
ム
バ
ド
が
ザ
カ

H
ヤ
γ
一
家
ゐ
上
級
領
主
権
か
ら
脱
し
た
の
は
、
ゴ
シ
ッ
プ
を
-
殺
し
、
そ
れ
ま
マ
彼
女
、
が
治
め
て

い
た

7
ず一
7

グ
の
遺
領
を
統
治
す
る
よ
白
う
に
d

な

e?に
以
後
で
あ
ろ
う
「
(
第
)
マ
一
一
一

r

章
参
照
u
。

さ
て
こ
れ
ら

v

よ
り
一

O
年
程
早
い
一
一
二
五
一
一
年
の
ヨ
シ
予
グ
ナ
シ
グ
(
の

g
E
U可
〈
由
口
町
民
〉
、
の
碑
、
文
'
(
民

g
gロ
自
己
田
J

匂・

6
5
pに

大
リ
パ
リ
ド
の
む
す
ζ

メ
ム
パ
ト
一
壬
ハ
陰
性
W
R
a
v

ぬ
コ
兄
弟
、
諸
侯
中
の
諸
侯
タ
ル
サ
イ
チ
は
:
:
:
。

トよ」あ一る。

一
二
主
一
年
の
年
ー
次
が
正
し
い
γ

か
ど
う
か
は
'
検
討
を
一
周
す
る
が
、

ス
ム
パ
ト
の
た
め
に
つ
ア
ル
カ
午
の
'
称
号
が
用
い
ら
れ

r

て
い

諸
俣
〈

B
2曲
目

印

r
r
r
E
U」、

「
諸
侯
中
の
諸
侯
会
阻
r
F
E
E件
丸
山
田
町

E
S
E、

ヌ
ム
バ
ト
の
名
に
冠
さ
れ
て
い
る
称
号
は
、
「
諸
侯
(
宮

g
口)」、

「
王
の
如
き
諸
侯
(
白
井
ぽ
吉
田
『
己
ぺ

U
F
r
g〉」、

「
諸
侯
(
山
田

r
w
Eロ
)
」
、
「
大

る
こ
之
比
注
意
し
な

4
て
は
な
ら
な
い
。

及
び

"-io:iニ

「
主
〈
院
長
h
a
v
L

の
六
種
で
あ
る
。
彼
を
王
主
称
す
る
最
も
年
次
の
早
い
一
二
五
今
一
年
の
ゴ
シ
ヂ
ヴ
テ
ン
グ
ド
と
ノ
ラ
ヴ
テ
ジ
ク
の
碑
文

品
、
前
者
は
先
に
引
用

L
た
如
く
弟
タ
ル
ザ
イ
チ
が
刻
ん
だ
も
-
の
で
あ
り
、
後
若
(
'
間
宮
窓
口

BEE凪

JWHY-ES
は一、

-
ス
ム
バ
ト
H

ア
ル
カ
の
弟
タ
ル
サ
イ
チ
は
is--
。

ム
」
お
る
。

ζ

れ
も
タ
ル
サ
イ
チ
の
土
地
寄
進
碑
文
で
あ
っ

τ、
両
者
共
に
ス
ム
バ
ド
白
身
~
に
上
る
も
の
を
時
な
い
。
次
花
、

一
二
七
三
年

の
年
次
が
入
る
〆
ラ
ヴ
ァ
ン
ー
ク
の
え
ム
バ
ド
の
棺
、
(
牛
肉
O
印窓口

g口、同子方・
2
。
)
隠
は
、

記
さ
せ
、

タ
ル
サ
イ
ヂ
が
一
「
ヌ
ム
バ
ド
王
ι
の
名
主
称
号
ー
を

一
一
ニ
セ
五
牛
花
見
の
た
め
に
建
立
し
た
墓
堂

Q
Z
?
=
g
k、

私
、
諸
侯
中
の
諸
侯
タ
ル
サ
イ
チ
は
自
分
の
兄
"
ヌ
公
パ
ト
玉
の
墓
堂
を
建
主
し
た
。

長
」
刻
ま
せ
た
。
ま
た
主
教
一
ス
一
ア
パ
ノ
ス
の
年
代
記
門
(
出
品
。
広
田
♂
一
同
・

t
v
一
で
も
ト
「
ス
ム
パ
ド
主
~
の
弟
タ
ル
ザ
イ
チ
」
と
呼
ば
れ
る
。

ζ

れ
ら
は
ス
ム
パ
ト
生
前
の
も
の
，
で
は
な
い
か
ら
、
勿
論
自
称
で
件
以
怠
い
。

ス
ム
バ
ト
が
回
分
自
身
の
行
為
応
関
し
て
刻
ん
だ
碑
文
中
-
に



は
、
汁
諸
…
侯
中
の
諸
侯
~
三
二
六
ナ
年
ノ
ヲ
グ
ァ
ン
グ

問
。
田
仲
間
口
町
田
口
Z
J
H
)
・

-Oω
〉、

「
諸
侯

Q
5
r
Eロ
〉
」
(
一
二
六
五
年
ダ
テ
ィ
ヴ
ア

ン
ク
何
回
》
伊
丹
戸
〈
RH]へ
い

》

仲

E
P
-
-
ミ
V

と
称
、
す
る
の
み
-
で
あ
る
。

ス
テ
パ
ノ
ス
ゐ
牙
、
ル
ベ
リ
十
ン
も
伯
父
ス
ム
バ
ト
を

「
一
王
の
如
き
」

と

形
容
す
る
ハ

ω町田
r
R
a
s
p
-
F
H
U・
5
3
が
一
王
と
は
呼
ん
で
い
γ

な
い
。

ス
ー
山
バ
ド
の
地
位
を
一
継
い
だ
・
タ
ル
ザ
イ
ず
は
も
「
王
」
を
除
き
、

(
3
)
 

自
称
し
て
い
な
い
。

ス
ム
バ
ト
と
同
じ
称
号
で
呼
ば
れ
た
が
、
「
王
の
如
き
」
に
つ
い
て
は

久
ム
パ
ト
が
、
「
王
」
ー
、

タ
ル
ザ
千
チ
が
「
主
の
如
き
L

主
呼
ば
れ
た
の
に
対
し
、

彼
等
の
後
継
者
に
は
こ
の
よ
う
な
尊
厳
な
称
号
は
用

い
ち
れ
な
か
っ
た
。

ス
ム
パ
ド
に
対
し
て
用
い
ら
れ
た
至
号
、
が
、
グ
ル
ジ
ア
玉
、

キ
リ
キ
ア
H

ア
ル
メ
ニ
ア
王
の
王
号
と
問
、
巳
タ
ガ
グ
ォ

主
主
呼
ば
れ
た
こ
と
は
、
所
領
の
内
外
に
示

L
た
実
力
と
権
威
を
表
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

ル
(
令
国
的
担
当
O
H
〉
で
怯
鉱
山
い
巳

L
ろ、

ス
ト
ム
パ
ト
は
彼
に
忠
実
院
従
い
、

ス
テ
パ
ノ
ス
〈

pvロ同
l

冨
日
p
pし

H
H
U
E
S
は、

フ
ラ
グ
白
川

γ
と
他
の
高
位
の
人
々
、
更
に
は
皇
帝
の
宮
廷
与
に
お
い
て
大
い
-
に
彼
に
奉
仕
し
た
。

-tOS -

で
は
、
実
際
巳
両
者
、
ど
の
ぷ
う
な
関
係
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
記
す
。
王
は
久
ム
バ
ト
の
奉
仕
を
喜
び
、

ダ
ザ
キ
ド
、
(sp内
B-w
匂
担
当
XRW
の
方
で
も
彼
を
自
分
と
同
輩
視
し
、
実
子
同
様
に
育
て
る
よ
う
に
自
分
の
年
若
い
む
す
こ
デ
ィ
ミ
ト

リ
を
彼
の
両
腕
に
託
L
た。

の
で
あ
る
会
広
島
4
5
$
。
す
な
お
ち
、
ゴ

γ
ツ
ァ
の
生
ん
だ
グ
ル
ジ
ア
王
子
、
で
、
後
に
ダ
ヴ
ィ
テ
ィ
を
継
い
で
王
位
に
登
る
デ
ィ
ミ
ド

リ
の
師
待
た
る
地
位
を
得
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

ス
テ
バ
p
y

ス
ハ

ω包口同
l
y向
田
H

己
♂
ロ
W
5
h
r
-
m
o
)
は、

一
フ
ラ
グ
の
ス
ム
パ
ト
に
対
一
す
る
信
頼
は
、

ス
ム
バ
ト
の
望
み
の
者
の
生
死
を
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
程
で
あ
っ
た
の
で
、
ダ
ヴ
ィ
ト

を
廃
位
さ
せ
よ
う
ん
」
す
る
多
く
の
野
心
あ
る
貴
族
門
B
2
8
5
2田
U

を
滅
L
た
。
万
人
が
彼
を
恐
れ
、
彼
に
注
目
し
た
。

北
大
文
学
部
犯
要



モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
北
西
イ
ラ
ン
支
配
と
オ
ル
ベ
リ
ヤ
γ
家
の
台
頭

ハ
5
)

と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
ス
ム
パ
ト
の
奉
仕
に
対
し
、

主
は
莫
大
な
下
賜
品
を
与
え
て
彼
の
意
に
報
お
う
と
、
彼
を
ト
ピ
リ
ス
ィ
の
宮
廷

に
召
喚
し
た
。
望
み
の
口
聞
を
述
べ
よ
と
の
主
の
言
葉
に
、

ス
ム
バ
ト
は
彼
の
足
下
に
ひ
れ
伏
し
、
彼
の
前
に
身
を
か
が
め
、

ギ
オ
ル
ギ
三
世
に
よ
っ
て
発
布
さ
れ
て
い
た
同
家
一
族
に
対
す
る
呪
逐
状
の
廃
棄
を
求
め
た
。
主
は
こ
れ
を
許
し
て
そ
の
勅
書
を
火
中
に

投
じ
、

ス
ム
パ
ト
に
は
莫
大
な
栄
誉
の
品
々
を
与
え
、

王
家
の
栄
服
を
手
づ
か
ら
着
せ
た
(
即
日
三
l
富
良
吾
r
F
-
E
1
5
8
0
両
者
の
間

に
君
臣
関
係
の
存
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、

ス
ム
バ
ト
は
グ
ル
ジ
ア
王
子
デ
ィ
ミ
ト
リ
の
師
停
の
地
位
に
あ
っ
た
。
ダ
ヴ
ィ
テ
ィ
王
と
ス
ム
パ
ト
は
共
に
一
二
七
二
年
に
死

亡
し
、
ス
ム
パ
ト
の
所
領
支
配
権
を
得
た
の
は
タ
ル
サ
イ
チ
で
あ
っ
た
。

ス
テ
パ
ノ
ス

(ω
白
山
口
付

l
y
A
[
m
H
H
t
ロw
口
w

H

。
。
)
は
、

-104 -

ダ
ヴ
ィ
ト
主
の
死
後
、

タ
ル
サ
イ
チ
は
自
分
の
家
か
ら
彼
の
む
す
こ
デ
ィ
ミ
ト
リ
を
去
ら
せ
た
。
彼
を
彼
の
父
の
命
令
に
よ
っ
て
育

て
上
げ
、
多
く
の
労
苦
の
末
、

一
二
七
二
年
グ
ル
ジ
ア
の
王
位
に
即
け
る
に
至
っ
た
。

と
記
し
、
デ
ィ
ミ
ト
リ
の
即
位
に
は
タ
ル
サ
イ
チ
の
功
績
が
大
で
あ
っ
た
こ
と
を
主
張
す
る
。
し
か
し
、
新
王
の
ア
タ
ベ
ギ
職
、

ア
ミ
ル

ス
パ
サ
ラ
リ
職
に
就
い
た
の
は
サ
ド
ク
ン
・
ア
ル
ツ
ル
ニ
で
あ
っ
て
、

タ
ル
サ
イ
チ
は
全
く
官
職
を
得
て
い
な
い
。
し
か
し
、

サ
ド
ゥ
ン

死
後
の
一
二
八
四
年
、

王
は
ア
ル
グ
ン
日
ハ
ン
の
オ
ル
ド
か
ら
の
帰
途
、

ア
ラ
ス
河
中
流
左
岸
の
シ
ャ
ル
ル

(
k
r
H
H
H
H
・
ω
E
H
C
H
〉
に
タ
ル

サ
イ
チ
を
召
喚
し

(ω
回
目
ロ
同
l
γ
4
[
印
丘
町
ど
口
・
H
O
K

肝一)、

名
誉
を
も
っ
て
彼
を
も
て
な
し
、
栄
服
を
与
え
た
。
多
く
の
懇
願
の
後
、
彼
を
ア
ヴ
ァ
グ
に
割
当
て
て
あ
っ
た
ア
ラ
ラ
ッ
ト
地
方
に

連
れ
て
行
き
、
彼
を
主
国
の
ト
ピ
リ
ス
ィ
と
ア
ニ
と
カ
ル
ス
の
聞
の
地
域
の
ア
タ
パ
ク
に
な
し
た
。
ま
た
、

む
す
こ
達
ダ
ヴ
ィ
テ
ィ

と
マ
ヌ
エ
ル
を
彼
の
養
育
の
世
話
に
委
ね
た
。



タ
ル
サ
イ
チ
は
、

旧
ア
ヴ
ァ
グ
領
の
統
治
権
、
二
王
子
の
師
停
職
、

ア
タ
ベ
ギ
(
ア
タ
パ
グ
〉
の
地
位
を
得
た
の
で
あ
る
。
ア
ヴ
ァ
グ
遣

領
は
王
子
ダ
ヴ
ィ
テ
ィ
の
采
色
と
さ
れ
て
い
た

(国

H
0
8
2
u
F

。CM
)

の
で
、
こ
の
地
域
の
統
治
権
獲
得
は
、
師
団
侍
就
任
と
か
か
わ
る
も

の
で
あ
る
。

ス
テ
パ
ノ
ス

(ω
札
口
同
l
呂
田
片
付

FHr
国

W
5
3
は
、
「
ト
ピ
リ
ス
ィ
と
ア
ニ
と
カ
ル
の
聞
の
地
域
の
ア
タ
バ
ク
」
を

ア
ル
メ
ニ
ア
の
国
の
ア
タ
ベ
ク
職
(
え
与
件

E
a
Zロ
g
r
r出
岳
山
田
出
回
可
O
Z
R
)
0

(
6
)
 

と
言
い
か
え
る
。
タ
ル
サ
イ
チ
が
グ
ル
ジ
ア
王
の
家
臣
で
あ
っ
た
こ
と
も
疑
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
時
、
再
び
オ
ル
ベ
リ
ャ
ン
家
の
グ
ル
ジ
ア
国
政
に
お
け
る
権
力
は
強
化
さ
れ
た
が
、

や
が
て
一
二
八
九
年
の
デ
ィ
ミ
ト
リ
の
刑
死

と
フ
ト
ル
ブ
カ
・
ア
ル
ツ
ル
ニ
の
擁
立
し
た
ヴ
ア
ブ
タ
ン
ギ

(
〈
同
町
『
仲
間
口

mc
二
世
の
即
位
、

一
二
九

O
年
の
タ
ル
サ
イ
チ
の
死
亡
に
よ

り
、
そ
の
権
力
は
再
び
ア
ル
ツ
ル
ニ
家
の
も
の
と
な
っ
た
。

ス
ム
パ
ト
と
タ
ル
サ
イ
チ
は
グ
ル
ジ
ア
王
に
臣
従
し
た
が
、
そ
の
関
係
に
は
こ
の
時
代
に
特
殊
な
事
情
が
あ
っ
た
。

ス
ム
パ
ト
は
イ
ル

-105 -

日
ハ
ン
の
オ
ル
ド
で
王
に
奉
仕
し
た
の
で
あ
っ
て
、

グ
ル
ジ
ア
の
王
宮
に
お
い
て
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
も
所
領
支
配
権
の
継
承
、

ス
テ

パ
ノ
ス
の
大
主
教
就
任
を
巡
る
紛
争
等
が
グ
ル
ジ
ア
主
で
は
な
く
、

イ
ル
日
ハ
ン
に
よ
っ
て
裁
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
オ
ル
ベ
リ
ヤ

ン
家
は
王
と
イ
ル
日
ハ
ン
両
方
に
直
属
し
た
の
で
あ
る
。
オ
ル
ベ
リ
ャ
ン
家
の
自
立
傾
向
と
は
、
彼
等
が
王
権
と
イ
ル
日
ハ
ン
の
支
配
権

の
ど
ち
ら
に
よ
り
近
い
か
の
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
彼
等
が
王
権
を
介
し
て
モ
ン
ゴ
ル
人
支
配
を
受
け
入
れ
た
の
で
は
な
く
、

三
六
年
以
降
は
独
自
に
所
領
統
治
権
を
保
全
し
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

一
二
世
紀
以
降
、
大
ア
ル
メ
ニ
ア
の
領
主
層
は
、
グ
ル
ジ
ア
軍
の
援
助
に
よ
っ
て
ム
ス
リ
ム
政
権
を
打
倒
し
、
グ
ル
ジ
ア
王
国
の
領
土
内

で
事
実
上
の
自
治
を
享
受
し
た
が
、

グ
ル
ジ
ア
王
と
ア
ル
メ
ニ
ア
人
諸
侯
と
の
連
帯
は
政
治
面
に
限
ら
れ
た
。

一
三
世
紀
初
頭
ザ
カ
リ
ヤ

ン
家
と
よ
っ
て
両
教
会
の
合
同
が
企
て
ら
れ
た
が
、
聖
職
者
層
の
反
対
に
あ
っ
て
失
敗
し
た
。
ザ
カ
フ
カ
ズ
に
居
住
す
る
ア
ル
メ
ニ
ア
人

北
大
文
学
部
紀
要



モ
UY
一
ゴ
ル
一
帝
国
り
北
西
イ
ラ
ン
支
配
と
オ
ル
ベ
リ
ヤ
ン
家
の
台
頭

は
精
神
的
に
キ
リ
キ
…
ア
日
ア
ル
メ
ニ
ア
王
と
結
ば
れ
、
そ
の
関
係
は
写
本
奥
付
の
記
載
に
も
影
響
じ
て
い
る
。

ア
ル
メ
ニ
ア
語
写
本
奥
付

は
、
写
本
筆
写
完
成
の
一
時
の
当
該
地
域
の
聖
俗
の
支
配
者
の
名
を
記
す
こ
と
が
多
い
。

サ
ン
ジ
ャ
ン
の
史
料
集
か
ら
一
四
世
紀
久
ィ
ウ
ニ

(
7
)
 

グ
地
方
芳
一
記
さ
れ
た
奥
付
の
内
、
グ
ル
ジ
ア
一
王
一
或
い
は
キ
リ
キ
ア
H

ア
ル
メ
二
ア
王
の
名
を
記
す
全
一

O
点
を
選
ぶ
主
、
そ
の
内
八
点
は

他
の
二
点
は
、

ア
日
ア
ル
メ
ニ
ア
の
一
王
座
を
取
マ
っ
た

V
ヴ
オ
ン

ハの
rm君
。
ロ
)

「
ア
ル
メ
ニ
ア
人
の
主
で
h
'
P
ム
の
統
治
年
間
」
の
よ
う
に
キ
リ
キ
ア
H

ア
ル
メ
ニ
ア
王
の
名
の
み
を
記
し
、

壬
、
グ
ル
ジ
ア
と
大
ア
ル
メ
ニ
ア
の
ギ
オ
ル
ギ
王
の
統
治
年
間
」
の
如
く

「
キ
リ
キ

両
国
王
の
名
を
記
す
。
ま
た
、
こ
の
内
入
点
時
イ
ル
日
ハ

γ
の
名
を
記
す
。
ま
た
入
点
時
、
諸
侯
オ
ル
ベ
リ
ャ

γ
或
い
は
ハ
グ
バ
キ
ャ

γ

日
。
フ
ロ
シ
ャ
ン
の
名
を
記
す
o
e
す
な
わ
ち
、
之
れ
ら
の
奥
付
を
記
し
た
一
四
世
紀
の
写
学
生
の
限
に
は
、

ル
ジ
ア
主
の
支
配
権
は
映
一
っ
て
い
た
い
の
で
あ
る
。

註(
1
〉
の
・
、
HJ
何日
u
m
W
5
H
H
Y
O
占旬、
R
R
h
h
h
s
o
k
q
h
h
h
h
h
h
h
〉
戸
日
目

(M内同〈
l

M円
〈
回
国
・
〉
噌
三
O
口岡田
p
s
g
w
2
日】
-
g
o
山
町
田
晋
一
回
国
"
2
]
U
・
5ω
・

(
2
〉日開。凹仲田口

gEmhw
同
了
。
品
(
h
r
H
)

・】悶印
-
Y
七・
-
C
ω
(
k
r
・り・

G
E
γ

日

u・
15吋
(
〉
-
u
-
-
M
g
)
-
H
Y
-
-
1
F
(
k
r
・
ロ
・
】
阿
吋
M
)
w
H
Y
-
-
∞
(kr-H)
・

】
回
吋
串
)

(
3
〉
穴

g
Eロ
四
国
三
回
J
e
司
・
日
お
(
娘
、
、
、
ナ
H

ハ
ト
ム
ワ
ン
の
碑
'
交
)
、
手
広
J

H
2
墓
碑
銘
v
。
主
教
ス
テ
パ
ノ
ス
の
e

年
代
記
口
出
田
町
o
r
F
g
w
F
品。。

〈

4
〉
ハ
チ
エ
ン
の
支
配
者
ハ
サ
ン
・
ジ
ヤ
ラ
ル
は
タ
ガ
ヴ
ォ
ル
を
称
し
て

い
た
(
民
D
己
白
ロ
目
印
ロ
仲
間
J

目

v

・
8
一
司
・
同
・
冨
回
目
hHU35'三曲目
CH
白
p

a

「巾。司自】同{ぜ国」巾市民
O
巾
の
0
4
出国巾岡山田巾

MHHJH
回
・
巴
白
口
巾
℃
何
回
h
g
h
O冨

ス
ィ
ウ
ニ
グ
地
方
応
対
す
る
グ

自
民
同
夕
、
さ
ま
お
旬
Q
ぬ
E
R
R

ロ
ミ
ミ
悼
む
送
、
s
h
N

志
向
、
認
。
弐
。

2
・

。町、帆
HHM叫
岨
寸

-
H
U
?
"辺
町
出
国
国
可
唱
曲
hw
】也一山ゲロ寸℃・

MOAF-

(
5
)
『
グ
ル
ジ
ア
年
代
記
』
口
回
E
Z
2
w
F
8
3
ー
に
ほ
、
ゴ
ン
ツ
ア
王
妃

に
敵
意
を
持
つ
廷
臣
、
シ
ク
ル

Q
Fロ
る
は
、
ア
ル
グ
ン
H

ア
カ
を
通
じ

て
フ
ラ
グ
日
ハ
ン
に
ダ
ヴ
ィ
テ
ィ
の
王
の
富
と
叛
意
を
密
告
し
た
が
、

こ
れ
は
ス
ム
バ
ト
の
通
報
に
よ
っ
て
王
の
知
る
所
と
な
り
、
ジ
タ
ル
は

処
刑
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。

m
6
)
こ
の
場
合
の
ア
タ
ベ
ギ
は
、
摂
政
の
職
に
あ
る
も
の
を
差
し
た
グ
ル

ジ
ア
官
制
本
来
の
用
法
と
は
呉
っ
て
、
領
域
支
配
者
の
称
号
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
。

(
7
)
ω
ω
旦
E
F
司
・
印
】
(
〉
・
り
・
お
C
少
閑
m
F
巾間岡田一司・印白
(
K
F

・
O
・
-ω
呂、
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司
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U
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U
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〉
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3
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FCHJ『
由

m
Z
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o
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C
v
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〔
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〉
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ロ
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5
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〉
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一
司
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(
〉
・
ロ
・

5
ω
M
W
O
F
L
N
O円
)
山
間
】
・
吋
(
)
(
〉
・
ロ
-

Hωωω
一
回
内
“
見
rF
山口

ω}岡
田
「
白

MVEE-rJ
一
司
自
u
・
2
l吋
旬
、
(
〉

-
U
-
日

ω∞F

Z
G同俗、

JE口
}
へ
)

(
8
)
ω
田
口
』

2
P
E】・

8
1
2
(〉
・
ロ
・

5
M
-
・
0
-
E
N
O円
)
一
司
・

8
(〉
・
ロ
・

結

論

-
白
日
刊
の
-
同
仏
一

N
G
C

円

9
)
グ
ル
ジ
ア
玉
の
支
配
権
を
明
記
す
る
典
型
的
な
例
は
サ
ナ
ヒ
ン

(FEr-口
)
一
三
九
九
年
の
奥
付
に
見
え
、
そ
の
文
面
は
「
こ
れ
は
、

常
勝
、
に
し
で
強
大
、
な
バ
グ
ラ
ト
王
ハ
五
世
〉
の
む
す
こ
ゲ
オ
ル
ギ
(
七

世
〉
の
治
下
に
複
写
さ
れ
た
」
、
と
あ
る
色
白

E
Z
P
ニ
ヂ
ニ
ヴ
。

モ
ン
ゴ
ル
人
と
の
関
係
を
中
心
に
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本
稿
で
は
‘

オ
ル
ベ
リ
ャ
ン
家
の
ス
ィ
ウ
ニ
ク
地
方
領
有
の
経
緯
と
所
領
、
支
配
権
を
巡
る
動
向
を
、

グ
ル
ジ

イ
ル
日
ハ
ン
国
の
地
方
区
画
一
で
あ
る
ヴ
ヰ
ラ
l
ヤ
ト
、

述
ぺ
た
。
ま
た
同
家
所
領
の
範
囲
、

ア
王
権
主
の
関
係
に
つ
い
て
簡
単
た
分
析
を
試
み
た
。

ト
ヮ
マ
一
ン

r

伐
の
帰
属
、
近
隣
諸
侯
、

チ
ョ
ル

τ
グ
ン
H

ノ
ヤ
ン
の
グ
ル
ジ
ア
主
国
征
服
は
、

グ
ル
ジ
ア
女
王
一
ル
九
ダ
ニ
が
ア
ブ
ハ
ジ
プ
に
避
難
し
て
国
家
機
構
が
壊
乱
し
た

状
態
で
各
地
の
諸
侯
が
現
地
停
戦
を
し
て
モ
ン
ゴ
ル
軍
一
に
降
服
守
る
形
で
お
こ
な
わ
れ
た
。
チ
ョ
ル
マ
グ
ン
は
予
め
占
領
地
を
塵
下
の
部

将
に
割
り
あ
て
、
各
部
将
は
担
当
一
の
地
域
の
征
服
に
当
っ
た
。
占
領
地
の
掌
握
は
各
部
将
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
、
彼
等
は
或
る
諸
侯
か
ら

奪
っ
た
所
領
を
他
の
諸
侯
に
与
え
た
。
ぷ
グ
ラ
ト
朝
の
地
方
統
治
体
制
は
、

る。

モ
ン
ゴ
ル
軍
の
占
領
政
策
に
よ
っ
て
再
編
成
さ
れ
た
の
で
あ

北
大
文
学
部
組
票

ス
ィ
ウ
エ
ク
州
に
お
け
る
オ
ル
ベ
リ
乍
ン
家
と
ハ
グ
バ
キ
ヤ
ン
l

プ
ロ
シ
ャ
ン
家
の
一
一
重
支
配
体
制
、
就
中
オ
ル
ベ
リ
ャ
ン
家
の
所
領



モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
北
西
イ
ラ
γ
支
配
と
オ
ル
ベ
リ
ヤ

γ
家
の
台
頭

支
配
は
、

エ
リ
グ
ム
が
ア
ル
ス
ラ
ン
日
ノ
ヤ
ン
に
降
服
し
、

ヴ
ァ
ヨ
ツ
ヅ
ォ
ル
か
ら
ガ
ル
ニ
河
に
至
る
全
地
域
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
で
大

き
く
変
更
さ
れ
た
o

こ
れ
が
同
家
隆
盛
の
最
初
の
契
機
と
な
っ
た
。

ス
ム
パ
ト
の
二
度
に
わ
た
る
カ
ラ
コ
ル
ム
入
朝
は
、
最
初
の
機
会
に

得
た
も
の
を
一
層
拡
大
し
、
確
実
と
し
た
。

租
街
ピ
、
後
に
イ
ル
H

ハ
ン
と
の
密
接
な
関
係
を
も
た
ら
し
た
。

一
二
五
一
年
の
入
朝
の
折
、

ス
ム
パ
ト
は
イ
ン
ジ
ュ
ー
に
叙
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
彼
に
不
輸

彼
等
の
所
領
は
、
東
は
ス
ィ
ウ
ニ
グ
州
ヴ
ォ
ロ
ト
ン
河
流
域
の
バ
グ
ラ
シ
ャ
パ
ト
よ
り
、
西
は
ア
ラ
ラ
ト
州
フ
ラ
ス
ダ

γ
河
流
域
の
イ

ェ
レ
ヴ
ァ
ン
、

カ
ラ
ス

I
河
流
域
の
ア
コ
リ
に
達
し
た
。
こ
の
間
に
ハ
グ
パ
キ
ャ
ン
i

プ
ロ
シ
ャ
ン
家
の
所
領
が
存
続
し
た
。
オ
ル
ベ
リ

ャ
ン
家
の
一
一
族
は
ハ
グ
パ
キ
ャ
ン
l

プ
ロ
シ
ャ
ン
家
を
始
め
、

ド
ピ
ヤ
ン
、

ハ
サ
ン
・
ジ
ャ
ラ
リ
ヤ
ン
等
の
近
隣
諸
侯
と
通
婚
し
、
彼
等

と
の
関
係
は
概
ね
平
穏
を
保
っ
た
。

当
主
の
地
位
の
継
承
は
、

エ
リ
グ
ム
の
後
、

ス
ム
パ
ト
(
一
二
四
三
?
|
一
二
七
二
)
、

タ
ル
サ
イ

チ
(
一
二
七
二
|
一
二
九

0
1
エ
リ
ク
ム

(
一
二
九

O
l
一
三

0
0
1
ブ
ル
テ
ル
(
二
ニ

O
O
l四
0
年
代
末
)
、

ベ
シ
ケ
ン

ハ四

O
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年
代
末
l
入

0
年
代
ご
ろ
〉
の
順
で
あ
っ
た
。
碑
文
と
写
本
奥
付
に
お
い
て
一
族
の
人
々
に
与
え
ら
れ
た
称
号
に
拠
る
と
、

一
回
世
紀
に

ば
、
所
領
の
共
同
統
治
観
が
現
わ
れ
た
。
ベ
シ
ケ
シ
の
後
、
所
領
は
ヴ
ォ
ロ
ト
ン
と
ヴ
ァ
ヨ
ツ
ヅ
ォ
ル
に
分
割
さ
れ
た
。
ヴ
ォ
ロ
ト
ン
を

ベ
シ
ケ
ン
の
兄
弟
イ
ヴ
ァ
ネ
の
子
ス
ム
パ
ト
、

つ
い
で
そ
の
子
ベ
シ
ケ
ン
が
、

ヴ
ア
ヨ
ツ
ヅ
ォ
ル
を
イ
ヴ
ァ
ネ
の
子
グ
ル
ゲ
ン
、

つ
い
で

そ
の
子
タ
ル
サ
イ
チ
が
継
承
し
た
。
同
家
は
タ
ル
サ
イ
チ
と
ス
ム
パ
ト
の
時
カ
ラ
コ
ユ
ン
ル
部
の
た
め
に
所
領
を
追
わ
れ
、

ス
ィ
ウ
〆
ニ
グ

の
諸
侯
と
し
て
は
滅
亡
し
た
。

オ
ル
ベ
リ
ャ
ン
領
と
ス
ィ
ウ
ニ
グ
州
は
、
恐
ら
く
イ
ル
日
ハ
ン
国
の
ア

l
ザ
ル
バ

1
イ
ジ
ャ

I
ン
州
ナ
フ
チ
グ
ァ

I
ン
l

ト
ゥ
マ
ン
に

属
し
、
パ
グ
ラ
ト
朝
の
領
土
か
ら
成
る
グ
ル
ジ
ス
タ
ー
ン
州
か
ら
は
分
離
さ
れ
て
い
た
。
所
領
支
配
権
の
承
認
は
、

グ
ル
ジ
ア
壬
で
は
な

く
、
イ
ル

H

ハ
ン
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、

ス
ム
バ
ト
と
タ
ル
サ
イ
チ
の
在
位
期
間
中
に
は
、

グ
ル
ジ
ア
王
と
の
関
係
は
密
で
あ



っ
た
。

イ

(
後
の
ダ
ヴ
ィ
テ
ィ
六
世
王
)
と
マ
ヌ
エ
ル
の
師
停
た
る
に
加
え
、

ス
ム
パ
ト
は
王
子
デ
ィ
ミ
ト
リ
(
後
の
デ
ィ
ミ
ト
リ
二
世
王
)
の
師
停
と
な
り
、

ア
ラ
ラ
ト
地
方
を
受
封
し
た
。
官
職
と

所
領
を
通
じ
て
、

タ
ル
サ
イ
チ
は
デ
ィ
ミ
ト
リ
の
王
子
ダ
グ
ィ
テ

ア
タ
ベ
ギ
の
称
号
を
得
、

ず、

ア
タ
ベ
ギ
の
地
位
と
ア
ラ
ラ
ト
州
は
、

オ
ル
ベ
リ
ャ
ン
家
は
パ
グ
ラ
ト
朝
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

イ
ノレ

一
回
世
紀
に
は
か
か
る
密
接
な
交
渉
は
見
出
さ
れ

ジ
ャ
ケ
リ
家
に
与
え
ら
れ
た
。
当
時
オ
ル
ベ
リ
ャ
ン
家
領
で
記
さ
れ
た
写
本
奥
付
は
、

日
ハ
ン
と
キ
リ
キ
ア
王
の
名
を
記
し
な
が
ら
グ
ル
ジ
ア
王
に
触
れ
ず
、

を
示
す
。

さ
て
、

オ
ル
ベ
リ
ャ
ン
家
、

ア
ル
ツ
ル
ニ
家
の
台
頭
の
も
と
に
、

一
回
世
紀
初
頭
に
は
一
時
的
に
両
職
を
回
復
す
る
に
至
っ
た
。
ま
た
同
世
紀
中
葉
ザ
カ
リ

の
活
動
が
顕
著
で
あ
っ

ン
家
は
、

一
三
世
紀
末
よ
り
勢
力
を
挽
回
し
、

ヤ
ン
家
の
封
臣
ア
ム
ベ
ル
ド
の
領
主
、
パ
チ
ュ
チ
ャ
ン
家
の
グ
ル
ド

た
。
更
に
グ
ル
ジ
ア
王
国
全
体
に
視
野
を
拡
大
す
る
な
ら
ば
、

王
の
外
戚
で
ア
タ
ベ
ギ
、

オ
ル
ベ
リ
ャ
ン
家
が
グ
ル
ジ
ア
王
に
従
属
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と

ア
タ
ベ
ギ
、

ア
ミ
ル
ス
パ
サ
ラ
ル
の
官
職
を
失
っ
て
い
た
ザ
カ
リ
ヤ

(
内
日
仏
国
間
口

r
a
E
r
g
〉
日
一
宮
丘
2
5
)
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一
三
二
四
年
ギ
オ
ル
ギ
光
輝
王
の
即
位
以
後
、
最
も
権
勢
あ
る
諸
侯
は
、

ア
ミ
ル
ス
パ
サ
ラ
リ
の
二
官
職
を
併
せ
て
受
領
し
た
、

ワア
ー'

リ
家
で
あ
っ
た
。

西
南
グ
ル
ジ
ア
の
サ
ム
ツ
へ

(ω
同

B
g
w
r目
)
の
ジ
ャ
ケ

モ
ン
ゴ
ル
人
政
権
下
の
グ
ル
ジ
ア
王
国
諸
俣
の
急
激
な
台
頭
の
政
治
史
的
意
義
の
解
明
に
は
、

ル
ツ
ル
ニ
家
に
留
ま
ら
ず
ジ
ャ
ケ
リ
家
の
動
向
を
示
す
必
要
が
あ
る
の
で
あ
勺

註(
1
〉
こ
こ
で
は
税
制
、
お
よ
び
そ
れ
と
深
い
つ
な
が
り
が
見
ら
れ
る
教
会
、

修
道
院
に
対
す
る
土
地
寄
進
の
問
題
に
は
触
れ
な
か
っ
た
。

バ
パ
ヤ
ン
(
切

α同
国

F
2勺・
5吋
l
M
M
C

は
、
一
一
一
一
世
紀
に
土
地
寄
進

北
大
文
学
部
紀
要

オ
ル
ベ
リ
ャ
ン
家
、

が
盛
ん
で
あ
っ
た
理
由
を
、
諸
侯
が
自
己
の
領
地
を
外
来
者
や
他
の
王

侯
の
横
領
か
ら
安
全
な
教
会
、
修
道
院
の
名
儀
に
書
き
換
え
、
そ
の
教

会
、
修
道
院
の
運
営
は
一
族
出
身
の
高
僧
に
委
ね
よ
う
と
し
た
た
め
で

あ
る
、
と
説
明
す
る
。
ス
テ
パ
ノ
ス
・
オ
ル
ベ
リ
ヤ
ン
に
よ
る
と
、
彼



モ
ン
ゴ
ル
帝
菌
一
の
北
西
イ
ラ
ソ
支
配
と
オ
ル
ベ
リ
ヤ
ソ
家
の
台
頭

の
父
タ
ル
サ
イ
チ
は
ア
タ
ベ
ギ
に
就
任
し
て
ア
イ
ラ
ラ
ト
州
を
与
え
ら

れ
る
と
王
国
の
首
都
ト
ピ
リ
ス
ィ
に
赴
き
、
明
君
主
の
官
街
(
丘
唱
曲
ロ

白
『
日
へ
ロ
ロ
片
山
に
行
っ
て
総
て
の
帳
簿
宇
田
君
ぺ
問
。
を
読
み
、
帳
簿
か
ら

ア
ル
メ
ニ
ア
の
全
修
道
院
の
名
を
削
り
、
税

(
E
H
E
守
宅
全
若
田
口
。

の
賦
課
か
ら
除
い
た
。
し
か
る
後
に
大
官
街
(
国
垣
内
凶
間

E
4
3口国内平

田
2
3
d
g
y
に
赴
き
帳
簿
一
の
記
一
載

ω

を
改
変
一
し
、
百
五
十
以
上
の
修
道
マ

院
の
名
を
抹
消
し
、
古
く
な
っ
た
も
の
を
焼
い
た
。
こ
の
よ
ー
う
に
、
し
て

全
教
会
を
解
放
し
た
」

(ω
丘
三
・
呂
田
H
Z
F
口
"-2ν
の
で
あ
る
。
「
ハ

ル
キ
」
は
、
税
一
般
を
表
す
が
、
「
デ
ィ
ヴ
ア
ニ
ー
」
は
国
税
と
し
て
ヴ

ル
H

ハ
γ
の
デ
ィ

l
ヴ
ァ

l
ン
に
納
め
る
税
で
あ
ろ
う
。
モ
ン
ゴ
ル
帝

国
で
は
一
般
的
に
聖
職
者
は
賦
課
を
免
除
さ
れ
て
い
た
が
、
イ
ル

H

ハ

μ
国
で
ぬ
キ
リ
九
ト
教
の
僧
倍
巴
課
税
さ
れ
る
例
を
見
る
。

(
2
〉
ジ
ヤ
ケ
リ
家
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
イ
ル

H

ハ
ン
国
の
西
南
グ
ル
ジ

ア
支
配
と
サ
ム
ツ
へ
・
ア
タ
ベ
ギ
領
(
サ
ア
タ
パ
ゴ
〉
の
成
立
」
『
史

朋
』
七
号
、
が
あ
る
。
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